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１．はじめに 
  多摩川源流では過疎化と高齢化が進み、水源を涵養し治山・治水に重要な役割を果た

してきた森林の管理が十分に行えない状況に立ち至っている。多摩川流域を生活の場とし、

活動の拠点とする人々と企業が協力して持続的な森林管理に努め、それを通じて流域全体

の環境保全上健全な水循環を確保・維持するための取組がいま求められている。 
本研究は、地域通貨（仮称「源流通貨」）を介在させることによって、多摩川上下流の人

的な交流を促進しつつ源流域の森林管理の充実を図ろうとするものであり、ひいては多摩

川流域全体の環境機能の向上を目指すものである。2000 年頃からわが国では地域通貨がブ

ームになっている。地域通貨に込められた期待は様々であり、導入の動機と目的に応じて

地域通貨システムもまた多様である。 
本年度調査は、地域通貨の沿革を整理し、これまでわが国に導入された地域通貨の実績

を分析・評価するとともに、多摩川流域関係者の環境意識に関してアンケート調査を実施

し、多摩川流域の環境保全に有効に機能する地域通貨の存立条件を洗い出そうとするもの

であり、来年度の本格調査実施のための予備的な検討である。 
 
２．地域通貨の沿革と理論的裏づけ 

２－１ 世界大恐慌時代の“劣化する”地域通貨1 
 近代の地域通貨の歴史は、1830 年代の社会主義者ロバート・オーウェンが考案した「労

働証書」の実験に遡るとするのが一般的である。「労働証書」は、生産した財について原材

料費と生産に要する労働時間を反映した交換券であり、平等な労働の交換を基本理念とし

たものであったが、労働能力に個人差があること、需給が一致しなかったことなどから短

期間で失敗に終わっている。 
それから一世紀を経た 1930 年代の世界大恐慌時代には、欧米各国において地域の経済活

性化を目指して地域通貨が相次いで発行されている。そして、その多くが理論的拠り所と

しているのは 1916 年のシルビオ・ゲゼルの著書「自由土地と自由貨幣による自然的経済秩

序」に記された「自由貨幣」であるとされる。 
「自由貨幣」の基礎をなす理念は、貨幣の流通が個人のきまぐれや投機家の利殖行動に

よって滞ることを防止し、貨幣循環を盛んにして経済を活性化することにある。貨幣循環

速度を高めるためにゲゼルが提唱したのは、時間経過とともに価値が劣化する貨幣であっ

た。その具体的な方策として考案されたのが、貨幣の減価分を印紙として貼付する“スタ

ンプ通貨”である。利子がつかない通貨は信用創造を伴わないため利殖や貯蓄に利用する

ことはできず、ものやサービスの価値付けと交換のみに使用される。その結果、消費を刺

激できるものとなると考えられた。 
 欧米諸国で 1930 年代に集中的に発行された地域通貨は、“スタンプ通貨”もしくは利子

がつかない通貨であった。これら地域通貨の導入によって地域内での物品交換が促進され、

                                                  
1 泉留維氏によれば、この時代には「緊急通貨」「補完通貨」「スタンプ通貨」などと称された。 
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地域自治体が起こす公共事業の従事者の賃金支払いにも用いられて雇用促進に貢献した例

もあるとされる。総じてみれば、ゲゼルが唱えたように貨幣流通を加速して地域経済を活

発化し、一時的な経済効果をもたらしたと評価されているようである。 
しかし、その流通規模が拡大するにつれ、法定通貨のシステムを乱すとする政府・中央

銀行によっていずれも短期間で廃止に追い込まれている。なお、この時代に誕生し現在ま

で大規模に存続している唯一の地域通貨にスイスの Wir がある。Wir の運用システムは時

代とともに変遷し、現在の中心的機能は、会員である 8 万もの中小企業・商店の間の相対

取引のための決済用の口座であるといえるが、スイスフランと混合して用いられており、

フランよりも低利での融資が行われている。なお、会費、口座保持、取引に伴う手数料は

法定通貨で支払われ、それが運営費に当てられている。 
 1930 年代の地域通貨の特徴として挙げられるのは、不況期の通常貨幣経済における弱者

の救済、雇用創出や地域経済の活性化を目的としていること、循環速度を増すために貨幣

が時間とともに減価（もしくは無利子）する仕組みが設けられていること、発行に当たっ

て法定通貨を担保とするか、もしくは、地域市民に共通に需要がある重要な地域産品（石

炭の例がある）との交換を保証としている点である。また、使用時にスタンプ通貨に貼付

されたスタンプの代金は法定通貨によって支払われ、無利子の Wir にしても取引手数料等

が法定通貨で支払われており、法定通貨収入が運営経費を賄う財源となっているのであっ

て、法定通貨から完全に切り離されたものでない。 
こうした地域通貨の特徴・特質が、現在の地域通貨にどのように継承・反映もしくは変

更されているかについて着目しておく必要がある。 
 
２－２ 1980 年代の地域通貨の再現と 1990 年代からの隆盛 

 最近の世界的な地域通貨ブームは 1980 年代から始まり、90 年代に急速に世界各国に広

まって、これまでに延べ 2600 もの地域通貨が導入されているとの報告がある。わが国にお

いても短期間の実験的なものを含めれば延べ 500もの地域通貨が導入されているとされる。 
 その先駆けとされているのは1983年に軍事基地の移転で経済不況に陥ったカナダのバン

クーバー島の一角で法定通貨の不足を補填する目的で導入された LETS（Local Exchange 
and Trading System：地域交換交易システム）である。 

マイケル・リントンの提唱になる LETS は、通帳方式で行われる会員間の相対
あいたい

交渉によ

る財やサービスの相対交換システムであり、上述のように当初は疲弊した地域経済を凌ぐ

ための方策として考案された。しかし、LETS のアイデアが欧州や豪州に伝えられ、それら

諸国に導入された段階でその性格を変え、経済活性の目的を失って、コミュニティ内の人々

の相互扶助の促進や信頼の回復・再生の手段として登場したことは注目される。   
その他、1980 年代から 90 年代に生まれた諸外国における地域通貨としてしばしば引用

されるのは、米国のタイム・ダラー（1986～）、イサカ・アワー（1991）、アルゼンチンの
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ＲＧＴ（1996）、カナダのトロント・ダラー（1998）2などである。その形態は紙幣の形式

をとるもの、口座方式であるもの、手帳方式のものと様々で、コンピューターによる電子

決済方式が援用されるものもある。また、地域通貨の目的についても、地域経済の活性化

のほか、コミュニティ内での人々のもの
．．

やサービスの交換に始まり、自発的な労働奉仕の

促進、精神面を含めた助け合いの促進を志向したものまで様々である。 
なお、LETS に込められた目的が、カナダでの発祥時と欧州・豪州における展開時とで大

きく異なっていることについて、丸山真人氏は「カナダでは市場と社会を重ねて理解し、

米国型市場社会を受け入れているのに対し、英国では逆にコミュニティを市場と対立する

ものとして捉え、共同体意識が強い傾向がある」とし、LETS がむしろ欧・豪において発展

をみたのに対して、発祥地のカナダでは地域経済活性化と強くリンクしたトロント･ダラー

が、また、米国でもイサカ・アワーが受容されたことを証左としている3のは興味深い。 
 さて、西部忠は、こうした近時の地域通貨再現の理由をいくつか掲げている。一つは経

済の不況期にあって、かつての地域通貨の導入動機と同様に、地域経済における貨幣の枯

渇や失業問題を解決する手段として期待が高まったのではないかとし、LETS がリントンに

よって提唱された 1980 年代のカナダの経済不況を指摘する。しかも、西部が指摘する現代

のより根源的な経済問題は、経済のグローバル化や市場の自由化である。すなわち、急激

な短期資本移動と投機的な国際金融取引が通貨・金融危機をもたらし、国内や地域経済を

不安定化していると指摘し、こうした状況下で、自律的で安定的な成長を図るために地域

通貨が国家通貨の補完的な役割を果たすとしている。そして、地域通貨は従来のものに取

って代わるオルタアンティブな市場経済システムの基礎となる組織や制度を構築するため

のプラットフォームであるともいう。 
さらに西部や（財）21 世紀ヒューマンケア研究機構の報告（2004.3）が指摘することは、

規制緩和と小さな政府というネオ・リベラル（新自由主義）の時代にあって、各国とも公

共事業への政府の関与は縮小し、財政赤字の中で福祉制度も曲がり角に来ているこの時期

に、市民の生活基盤となる経済・社会の仕組み、システム、制度が変質しようとしている。

現在の市場原理は互酬や再配分で成り立っていた共同体を破壊し、すべてを貨幣で商品を

買う消費者とそれを提供する投資家に区分する。こうした時代にあって地域コミュニティ

の再生を求める動きが地域通貨ブームと符合するというのである。 
現在の貨幣経済システムの暴走（暴力）に対する懐疑と危惧や歴史観は、地域通貨を研

究し提唱する経済学をバックグラウンドとする学識者におおむね共通のものとなっている。

ゲゼルが唱えた自由貨幣の理念に共鳴する国内の学識者の集団で、「自由経済研究」（1995
年創刊）を主宰する「ゲゼル研究会」（森野栄一代表）にしても、“エコマネー”を固有名

詞にまで仕立てた加藤敏春にしても地域通貨の意味を、貨幣経済に対する感傷的なアンチ

                                                  
2 地元の 100 以上の商店・企業で使用できる。個人参加者は１カナダドルで１トロントダラーを購入できるが、商店・

企業がカナダドルに換金する際には９割に減額される。地元 NPO 活動への義捐金として 1 割が寄付される。 
3 丸山真人「LETSー地域自立への新しい取り組み」（現代風俗学研究第 5 号、1999） 
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テーゼに求めている。 
確かに、わが国でも経済活動の大都市集中が進み、特に地方都市、過疎地域の経済の低

迷・凋落ぶりはわが国でも日々実感できるものであり、一部投機家によるマネーゲームが

原油価格の高騰を助長していると聞けば、西部らの主張は納得できないことはないが、そ

こから発して、直ちに地域通貨を社会･経済変革の切り札とするには無理があろう。 
LETS の欧州・豪州における変質に見るように、地域通貨のブームは経済学的な視点から

だけでは説明しきれない要素を含んでいる。科学技術が長足の進歩を遂げ、高度情報通信

技術に支えられたユビキタス社会の到来によって、道徳や倫理観も崇高な信条も意義を失

いかけた人間疎外を憂うるところにも地域通貨が再燃する動機の一つがあると思われる。 
地域通貨ブームの動機が多様であるとすれば、出現する地域通貨が目指すものもまた多

様であり、それを支える人々の心も当然に多様である。最近の地域通貨の多くが果たして

成功しているのか、また、その成功が社会の構成員や規模などの要件を問わず普遍性をも

つか否かついては多々議論のあるところであるが、地域通貨を一律の尺度で評価すること

はおそらく適当でないといえる。 
 
２－３ 専門家が掲げる地域通貨の狙いと効用 

 地域通貨の理念がわが国で発生したものではなく、むしろ欧米から輸入されたものであ

る。しかも、諸外国の実例や理論的根拠についても相当程度詳細な情報が流布し、国内で

もそれを踏まえた地域通貨論が展開されている。残念ながらわが国の地域通貨は欧米より

も歴史が浅く、小ぶりにとどまっているが、さりとて、諸外国の地域通貨論と国内で提唱

されているものに根本的な差異はないと思われる。ここでは国内の地域通貨論に基づいて

その狙いや効用を整理することにする。 
西部、ゲゼル研究会、加藤など地域通貨を提唱する国内の専門家が掲げる地域通貨の具

体的な狙いと効用の説明は、２－２で示した地域通貨に関わる経済情勢の分析や、オルタ

ナティブ経済実現の主張からは相当の乖離があり、市民的・常識的でまた素人的である。

この理由はいくつか考えられる。一つは、地域通貨がいまだわが国では（あるいは諸外国

においても）未熟な段階にあり、国民的ムーブメントを励起し、実経済に対峙しうる勢力

を有するに至るまでには時間を要するので、それまでの経過的な手段として、まずは市民

意識の中に徐々に地域通貨を浸透することに重点をおいているからであるかもしれない。

そして提唱者たち自身が目下、地域通貨の社会実験を実施中であると考えることもできる。

加えて、地域通貨に係る現行の法令上の制約に配慮しているという面もあろう。4 
 さて、地域通貨がその機能を発揮するべき領域として各位がしばしば指摘するのは、市

場の価値づけから除外されている部分、あるいは近年の経済活動や社会制度が変貌する中

でようやく市場価値がつけられ始めた部分であって、コミュニティを構成する人々が相互

                                                  
4 後に述べるように加藤敏春は最近、著書や HP でエコビジネスの振興、持続可能な社会の構築、資本主義の限界を打

破するものとして地域通貨の大規模普及を提唱し始めているし、その他の提唱者の多くも現在の経済システムの悪弊を

指摘し、その是正に地域通貨の役割を見出すべきとしている。 
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にものやサービスを提供しあえるものである。家事手伝い、身体介護、育児といった福祉

に属する分野、教育、環境、まちづくり、その他、個人の趣味・特技の伝達といったもの

がその典型例である。 
 こうした分野では大方、行政機関の対応のみで地域のニーズを満たすことが不十分であ

り、地域に活動する NGO・NPO の活動が人的資源や財源の不足によって十分に機能して

おらず、（阪神大震災時に注目を集めはしたが通常は）ボランティア活動の活性度がわが国

では低いものとなっている。住民が相互信頼のもとに助け合い、行政の手が及ばないサー

ビスが提供されるコミュニティをつくり、NGO・NPO の活動資金を地域通貨で提供し、ボ

ランティア活動を地域に根付かせるために、地域通貨を流通していくことが有効であると

指摘する。 
 「ゲゼル研究会」のメンバーであるあべよしひろ・泉留維両氏の共著「だれでもわかる

地域通貨」（北斗出版、2000 年）では、LETS の効能を仮想インタビューの中で紹介し、失

業者が他家の雑用を手伝い食事の提供を受けるケース、売れない音楽家のための演奏会の

開催と報酬を提供するケース、半身不随の老人がモーニングコールで貢献できるケースな

どを例示しており、その誇張には首を傾げざるを得ないが、普及への熱意であろう。 
 2000 年に「エコマネー」を提唱して一世を風靡した加藤敏春氏の、地域通貨論の原点で

あろうと思われる言葉を、同氏が代表幹事を務める NPO 法人エコミュニティ・ネットワー

クの HP から引用すると次のとおりである。 
 “エコマネーとは、お金で表せない“善意”の価値を交換する「あたたかいお金」です。 エ
コマネーとは、一言でいうと、環境、福祉、コミュニティ、教育、文化など、今の貨幣で

表しにくい価値を、コミュニティのメンバー相互の交換により多様な形で伝える手段です。

こうした価値をエコマネーで交換することにより人と人との交流を促進し、結びつきを強

めることをねらっています。エコマネーは、今までにない 21 世紀の「新しいお金」です。

今の貨幣は、効率性を追求する「つめたいお金」です。このコップは 1000 円、あの野菜は

300 円、機械設備は 5 億円という形で、円という単一の指標で取引していきます。そこに人

間の感情が入り込む余地はありません。また、外国為替市場や株式市場の乱高下が象徴す

るように、投機性もあります。しかし、わたしたちは人と取引するとき相手に感謝の気持

ちを表したいと思うことが頻繁にあります。この人は親切に介護サービスを提供してくれ

たので、感謝を込めて「プラスα」を渡したい、そのような素直な感情があるはずです。

エコマネーは、そのような使う人の感情を媒介します。エコマネーは、従来の市場経済の

尺度では計れない価値を、その多様性を評価したうえで、流通させるものです。エコマネ

ーの取引においては、サービス提供者の“思いやり”やサービス受領者の“感謝の気持ち”を反

映できるように個別の取引ごとに相対で価格を決めます。その意味でエコマネーは「あた

たかいお金」と言えます。” 
 ここに示された地域通貨は、互酬・互恵の志に基づく地域の人々の助け合いを形に表わ

すための手段であって極めてナイーブである。つまり、現実の貨幣経済があまりに効率性
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を追求するあまり生じた、コミュニティ内の連帯の空洞化と孤独・孤立という桎梏から人々

を開放する手段として「あたたかい通貨」＝エコマネーを位置づけているのである。 
したがってエコマネーの狙いは当然、地域の環境、福祉、教育、文化あるいは地域社会

のコミュニケーション（心のふれあい、絆の強化）の増進に向けられることになる。 
 ところがその後、加藤氏のエコマネー論は進化し、最近では地域の諸課題をビジネスチ

ャンスとして捉え、コミュニティ・ビジネスを起こす原動力にしようと呼びかけている。

同じく彼の HP から引用すれば次のとおりである。 

“「コミュニティ・ビジネス」とは、地域の生活者・住民が主体となって、地域の課題をビ

ジネスチャンスとして捉えて“地域課題解決ビジネス”を推進することにより、地域にお

けるコミュニティの再生と地域経済の活性化とを同時に達成しようという新しい地域づく

りの手法です。具体的なポイントとしては、 

■コミュニティの課題を、従来のように税金を投入する行政の手法ではなく、ビジネスチ

ャンスとして捉えてビジネスの手法により解決する。 

■担い手は、アントレプレナーシップ（起業家精神）をもってコミュニティの課題を解決

する「市民起業家」である。 

■NPOやボランティア活動などの非営利活動によって生まれたコミュニティ価値を経済的

な価値に変換する。  

■営利活動と非営利活動の両面を有する。 

■生み出された経済的価値をもって、NPO など地域コミュニティの運営団体の活動の財源

とする。 

■介護、福祉、育児、家事支援、教育、環境保護、動物愛護、ものづくり、観光、まちづ

くり、インターネットのコンテンツをつくるビジネスなど、いろいろな分野にわたる。” 

 ここで気づくのは、当初のエコマネー論が現実の経済からの離脱を旨としていたのにも

拘らず、現実の経済への接近あるいは一体化を指向している点である。 

そのことは、加藤氏自身が当初から予定していたエコマネー論の発展形であるのか、加

藤氏の当初の提案が各地に普及するに連れて、ナイーブな地域通貨論に飽き足らない人々

の意見が続出し、それを容れて改造されたものであるのかは定かでない（調査が足りない）

が、この第二次エコマネーの提案は、地元商店街でのエコマネーの使用を取り入れるなど

の改良を施しつつあるわが国のエコマネー型の地域通貨の動向と符合している。 
 しかし、加藤氏の地域通貨論のこうした変質は、当初の暖かいお金と冷たいお金の区別

を曖昧にする気配があって、それに戸惑いを感ずる「エコマネー」の運営団体も多いので

はないかと思量される。 
 補足すれば、加藤氏の地域通貨論はなお発展をつづけ、最近では世界の資本主義の歪を

是正するにまで議論が及んでいる。つまり、通常の通貨による資本主義の限界を訴え、エ

コマネー資本主義の発展の可能性を考察し、世界の環境保全の共通命題として定着した「持

続可能な社会」を実現するためにエコマネーが浸透する必要があるとの主張も行っている。 
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２－５に引用した、同じく加藤氏の「エンデの遺言」に寄せる思いと併せて、加藤氏の

地域通貨論の進化を今後とも引き続きフォローしつつ真意を見極めていく必要がある。 
 

２－４ 地域通貨の運用システムについて 

 現在わが国で流布している地域通貨は、その目的、方法が多種多様であるが、具備すべ

き基本的な要件に関しては、①利子がつかない、②大方は円との兌換性がない点で共通し

ている。実験的に時間とともに劣化する仕組みを取り入れたもの、一定期間を経ると紙幣

の価値や口座の預金（借金）額がリセットされるものがある。経済活性を狙う商品券的な

地域通貨の場合には兌換性を持たなければ魅力が減殺され、時限的な地域通貨は世代を越

えた時間預託制度（「ふれあい切符」などのタイム・ストック（３－２（１）参照））とは

相容れないものがある。 
次に運用システムについては、口座による LETS 方式あり、紙幣あり、IT 化されて電子

決済するものありなど多様である。LETS 方式をとる場合であっても参加するメンバーや決

済上の便宜を考慮して紙幣を併用する運用主体もある。 
地域通貨の目標設定や期待される効用によってシステム設計が左右されることもある。

また、IT 技術を導入することによって運用の合理化を図るケースも多いが、それが合理的

であるかどうかは当該地域通貨の性格付けや流通の規模、地理的な範囲によっても異なる。 
地域通貨の目的に関しては、加藤氏が当初提唱したエコマネーのように、互助・互恵の

精神のみに依拠するものもあれば、商工会が参与して地域振興を併せて狙うものもある。

中には地域の経済活性のみを目的としたものすらある。多様であればこそ、こうした各通

貨の詳細設計がその地域通貨の機能を語る上で重要な鍵になってくるのであり、成否を分

かつことにもなるが、とにかくわが国の 500 にも及ぶ地域通貨の導入実績によって、考え

うるパターンの基本形はおよそ出尽くしたといってもよい。 
 
補遺：「エンデの遺言」への国民的な共鳴 

わが国に地域通貨ブームをもたらした動機として触れなければならないのは「エンデの

遺言」である。1995 年 5 月に放送されたＮＨＫ番組『エンデの遺言』が、わが国の地域通

貨ブームのきっかけの一つとなっている。番組中、ドイツの作家ミヒャエル・エンデのメ

ッセージ～根源からお金を問う～で、エンデは「私が考えるのは、もう一度貨幣を、実際

に成された仕事や物の実体に対応する価値として位置づけるべきだということです。その

ためには現在の貨幣システムの何が問題で、何を変えなくてはならないかを、皆が真剣に

考えなければならないでしょう。人類がこの惑星上で今後も生存できるかどうかを決める

決定的な問いだと、私は思っています。重要なポイントは、例えばパン屋でパンを買う購

入代金としてのお金と、株式取引所で扱われる資本としてのお金は、二つのまったく異な

った種類のお金であるという認識です。」と語っているが、バブル経済がはじけ投機活動の

暴走が招いた莫大な不良債権を抱え、経済不況下にあったこの時期のわが国において、エ
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ンデの言葉が多くの国民に大きな感動を与えたことはもっともなことであった。 
事実、現在わが国で導入されている地域通貨の運営主体のいくつかがその動機としてエ

ンデの遺言を引いている。また、上述の加藤敏春氏のＨＰでもエンデの遺言を引用したう

えで「これを機に、２０００年頃から日本全国で地域通貨、エコマネーに関する関心が高

まり、私がいう「第１の波」が起こりました。しかし、現在の日本の地域通貨、エコマネ

ーは量（導入件数の低下）と質（参加者数、流通量が少なく「コミュニティ再生」や「地

域経済活性化」にインパクトが少ない）に課題を抱えるようになっています。～（中略）

～コミュニティ・ビジネスについても同様なことがいえます。今私は、『エンデの遺言』を

真の意味で実現するためには、地域通貨、コミュニティ・ビジネスの「第２の波」を発展

させ、地域通貨、コミュニティ・ビジネスなどを手段として有効に活用し、「協働のまちづ

くり」を目的として地域づくりを進める必要があると痛感しています。」と述べている。 
 
以上のような地域通貨の沿革と専門家による理論付けを踏まえた上で、次節ではわが国

の地域通貨の実情を多面的に分析してみたい。 
 
３．わが国の地域通貨の現状分析 

３－１ わが国での地域通貨普及の実相 

（１） わが国における地域通貨の導入概況 

 地域通貨には実験的導入もあり、短期間で発行停止するものもあり、日々新たな発行も

ありで、わが国における現時点での導入状況を正確に把握することは難しい。徳留佳之氏

の HP（http://cc-pr.net/list/）には、2004 年 12 月段階での全国の導入件数が集計されてい

るほか、個別の地域通貨の名称、発行主体、形式、発行時期等の情報が 2005 年 7 月段階で

整理されているので、それに依拠して国内の地域通貨の実相を探ってみたい。 
徳留氏がまとめた地域通貨の概要は表―１のとおりである。なお、ここに集計されたも

のは、発行主体が地域通貨と称しているものであって、商店街が発行する商品券に該当す

るものなども含まれおり、また、一回だけ使用して直ちに所要経費を清算するものもある。

これらは前節にまとめた地域通貨の範疇を超えていると解される。しかしながら、地域通

貨のあり方を検討するうえでは参考となるものもあると考え、ここでは敢えて分析の対象

から除外しないこととした。 
 2000年から急増した地域通貨の導入件数は、2004年12月段階で延べ500を超えており、

北海道から九州・沖縄に至るまでまんべんなく広がっている。 
これら多数の地域通貨についてまず外形的な特徴を整理すると次のようになる。 
① 各地域通貨が流通する地理的範囲は極めて狭く、大方は一市町村の中に留まっており、

複数の市町村に跨る広域での流通を目指すものはごくわずかである。参加人数や流通

通貨量の報告は少ないが、報告がある事例でもせいぜい 100－200 人程度である。 
② 一方で、徳留が「全国版」として整理した 15 の地域通貨は、提唱者が発案した通貨

の名称を冠することを条件に、それに賛同する者・団体に運営のノウハウを示して全    
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表―１ わが国の地域通貨導入概況（2004 年 12 月 4 日現在） 
●都道府県     ●地域   ●運営団体  

北海道 43 滋賀 12  北海道 43  任意団体 253

青森 8 京都 8  東北 42  NPO 法人 94

岩手 6 大阪 12  関東 96  商工会・商工会議所 41

宮城 9 兵庫 42  北陸・甲信越 64  自治体 28

秋田 4 奈良 7  東海 41  商店街組合など 23

山形 5 和歌山 6  近畿 87  学校 13

福島 10 鳥取 3  中国・四国 61  会社 10

茨城 8 島根 5  九州 59  社協・社会福祉法人 9

栃木 4 岡山 7  全国版 15  自治会 6

群馬 6 広島 8  合計 508  青年会議所 6

埼玉 14 山口 11     生協 4

千葉 16 徳島 2  ●開始年   農協 2

東京 29 香川 3  1973 1  財団 2

神奈川 19 愛媛 16  1984 1  寺院 1

新潟 6 高知 6  1991 1  合計 492

富山 6 福岡 16  1994 2    

石川 8 佐賀 10  1995 1  ●分類  

福井 4 大分 6  1996 1  紙券 276

山梨 12 熊本 8  1999 8  通帳 95

長野 28 長崎 6  2000 46  チップ 19

岐阜 6 宮崎 1  2001 84  借用証書 17

静岡 13 鹿児島 8  2002 122  口座 17

愛知 13 沖縄 4  2003 90  磁気・ＩＣカード 6

三重 9 全国 15  2004 68  スタンプ・シール 3

  合計 508  合計 424  合計 433

※508 件には、詳細不明 17 件、イベントでの単発実施 15 件、計画中で未実施 17 件を含み、「ふれあい切符」は含まない。 

※1991 年の「1」は、リスト未掲載の生活クラブ生協神奈川の「神奈川バーターネット」(4 カ月間の実験/終了)をカウント 

※運営団体は、その名称から判断・分類した。「自治体発行・NPO 法人運営」といった場合はダブルカウントした。 

※紙券・通帳の併用（11 件）、チップの併用（５件）といったケースは、ダブルカウントした。 

※エコマネーは、運営者側でエコマネーという言い方をしているものをカウントした結果 73 件だった。 

※「ふれあい切符」（2004 年 12 月現在 386 件)を口座型として加えると、口座型は 403 件で一番多くなる。 

◆2004 年 12 月 10 日現在／「地域通貨全リスト」 http://cc-pr.net/list/ （徳留佳之調査）より  

（C）2004 Yoshiyuki Tokutome All Rights Reserved 
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国ネットを展開しているものある。いわば地域通貨のフランチャイズといえる。例と

して（財）さわやか福祉財団が推進する時間預託制度「ふれあい切符」や、NPO 法

人ボランティア労力ネットワークの労働交換、日本ケアシステム協会によるタイムス

トックなど、時間・労働奉仕を交換するものがある。また、西部氏が唱導する LETS
の普及をめざす「Q-プロジェクト」、ゲゼル研究会を主宰する森野栄一氏が運営する

「ワットシステム」なども全国いくつかの地域で展開されている。 
③ 地域通貨発行団体の趣旨説明に依拠すれば加藤敏春氏が提唱するエコマネーの原型

（“第一の波”）に相当するものがかなりの数を占めている。この場合、地域が抱える

特定の課題を解決するという明確な目的を掲げず、善意に基づき地域のふれあいを促

進し、助け合いの心を鼓舞することに力点が置かれている。なお、加藤氏が代表理事

を務める「エコミュニティ・ネットワーク」が全国のエコマネー間の情報交換や相互

支援のセンターの役割を果たしているが、フランチャイズでない緩やかな連帯である。 
④ 地域通貨の発行主体の多くは福祉、ボランティア活動を目指す任意団体や NPO であ

るが、地元の商工会・商工会議所が発行するものも相当数にのぼる。商工会が発行す

る場合には、当然にして地域振興への期待が滲み出るものの、多くの場合、コミュニ

ティの蘇生・ふれあいなどを前面に出しているケースが多い。一方で、地域ビジネス

の振興を目的に地域通貨の流通を目指すべきとの主張を前面に掲げたものもある5。 
⑤ 県が補助金等で支援して地域通貨の導入試験を行う例（静岡県、千葉県、山口県など）

もあり、市町村が発行して NGO・NPO を運営にあたる例もいくつか見られる。 
⑥ 発行形態をみると、紙幣（紙券）もしくはコインといった法定通貨を擬したものが最

も多いが、通帳（口座）式のものも少なくない。その他、WAT 券に代表されるよう

な借用証書方式、IC カードにポイントを記録するもの、チップ、スタンプなどの多

様な形態がある。 
⑦ 個人会員制を敷いて発行している地域通貨にあっては低廉ながら会員から入会費、年

会費を徴収するものと、無料のものがある。取引手数料をとるもの6はごく少ない。 
⑧ 商店又は商店街が発給するサービス券やサービスポイントと地域通貨との差異は、前

者が発給した店や商店街での商品の購入について一回限り有効であるのに対し、地域

通貨は参加者・参加商店の間でさまざまなもの・サービスの交換に何回も使用される

点にある。しかし、純粋にコミュニティの相互扶助を目的とする場合と異なり、商店

での購入割引機能をもつ地域通貨は、当該割引サービスに集中することとなる。 
⑨ 多くの地域通貨は換金できないが、一部は換金を認めている。また、有効期間を区切

っているものもある。換金を認めている地域通貨や IC カードにポイントを記録する

形式のもの、有効期間が短いものは、参加者間の交換の動機が低下し、直ちに換金や

                                                  
5 例としては「アドマネー推進プロジェクト ARCH」（山形市）がある。中小企業が自己ビジネスの宣伝という利己的

な目的に用いることをあえて声高に提唱している。（ユニークな地域通貨として後に触れる） 
6 西部氏が主宰するポット楽ション（オークション）で用いるガバチョによる取引では所定の手数料を現金で納める。 
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サービスとの交換に走りやすいと考えられる。 
 
 
（２）わが国の地域通貨の分類 

 ２．で内外の地域通貨の沿革を述べたが、ここでは実際にわが国で実施されている地域

通貨を目的や仕組みという観点から以下の３つに分類してみる。7 
 

 ①コミュニティ志向型 

 ②プロジェクト志向型 

③経済循環志向型 

 

 ①コミュニティ志向型 

 最も多く流布している地域通貨のタイプで、ボランティアや助け合いといった「善意」

の高揚を中心的な目的に据えて、地域のコミュニティの蘇生・創造をねらったもの。一般

に「エコマネー」「タイム・ダラー」と呼ばれるものである。実際の場面では人から人への

もの・サービスの提供を通じて通貨が流通し、それに伴って生じた“熱”や“情”が地域

を温めていくことが期待されている。意識的に実経済との交錯を避ける点に本来の趣旨が

ある。都鄙を問わず各地で導入されているが、②もしくは③に掲げた要素を組み込んだハ

イブリッド型のものも見受けられる。例えば、地元生産品と交換できる地域通貨を発行し

て、地域外
．．．

からのボランティア活動を誘導して過疎地帯の労働力不足を補おうとするもの

がある。また、善意の提供等によって取得された地域通貨を、地元商店街での商品購入の

補助や特典の受領に使えるよう設計した例もある。これによって地元商店街への顧客の呼

び込みもしくは地域内の経済循環強化を狙うものである。 
そのほかにも、介護事業を営む企業が社員を含めた協賛者を会員として、本業とは別に

タイムストックのシステムを導入し、地域や時間を超えて介護労働の相互融通を促進しよ

うとする試みも見受けられる。 
 なお、総務省が平成 16 年度に開始した「地域通貨モデルシステム検討事業」は、地域再

生プロジェクトの一環であり、コミュニティ志向と経済循環志向の両方を視野に入れたも

のであるが、その背景には住民基本台帳の社会的な受容を高める意図も込められているこ

とに留意する必要がある。この事業においては、住民基本台帳カード上の IC タグを活用し

て地域通貨を ICT（情報通信技術）化することに重点が置かれている。 
 
 ②プロジェクト志向型 

 まちづくりや地域貢献等のための公益的なプロジェクトを掲げ、そのプロジェクトに対

する人々の支援度を高めるための手段として地域通貨を導入するタイプである。地域通貨

                                                  
7 H14 年度中小企業庁委託事業 地域通貨を活用した地域商業等の活性化に関するモデル調査事業報告を参考とした 
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発行主体が掲げる公益的なプロジェクトへの貢献は、先ず賛同者による法定通貨や労働奉

仕などの提供によってなされる。彼らはその見返りとして受け取る地域通貨を、プロジェ

クトに協賛する商店・企業で商品購入やサービス受領に利用できるという仕組みである。 
今日、介護、教育、環境等の分野に属するプロジェクトが全国の NGO/NPO によって数

多く提案され、推進されている。したがって、このタイプの地域通貨の導入は、自らが掲

げるプロジェクトに対する社会の認知と賛同を獲得する市民投票的なものとなる。 
こうしたプロジェクト型の地域通貨を成立させるのに必要な参加メンバーは、１）公益

的なプロジェクトを実施する主体（NGO、NPO 等）、２）それを支援して地域通貨を発行・

運営する組織（実施主体と一致する場合もある）、３）プロジェクトに賛同して法定通貨で

資金援助する市民・企業、そして４）発行された地域通貨を吸収・消化する協賛企業（と

りわけ市民の消費生活と密接な関係にある商店群）である。 
「コミュニティウェイ」と称される仕組みはプロジェクト型の典型ある。コミュニティ

ウェイは参加者すべてにメリットが提供されると説明されるが、やや踏みとどまって受け

止める必要がある。これが成立するためには、プロジェクトへの貢献の志を持つ人々の集

団が核として存在することがまず必要である。次いで、彼らの資金や労働力の供出をもっ

て終わらせることなく、その善意に報いる仕組みを地域通貨の流通を介して構築する点に

工夫が凝らされている。つまり、それが副次的に協賛企業という形でプロジェクトに参加

する集団を形成し、さらに、プロジェクトへの貢献の意思を持つ人々の輪が広がっていく

という連鎖効果を生むことが期待されている。包括的に述べれば、プロジェクトの社会的

有用性・必要性を承認して参加する個人もしくは企業・商店等をできるだけ増やしつつ、

各々が得意な形で貢献しかつ軽減しあう仕組みであると考えるのが妥当であろう。 
 コミュニティウェイのメカニズムで注目すべきことは、NPO がもし複数あり、それぞれ

のプロジェクトを掲げて寄付を募るとしよう。そして、中立性が高い団体組織が単一の地

域通貨の発行、管理、回収に当たる場合、市民が寄付先の NPO を指定することによって、

NPO 活動（プロジェクト）のコンテストの意味合いが生ずることである。企業・商店はそ

の投票の選択権をもたないことになるが、彼ら自身も独自に寄付をして地域通貨を取得す

ることはできる。 
とはいえ、この手のタイプの地域通貨は最終的な目的が募金活動にあるために、反復利

用されにくい嫌いがあり、そうである限り本来の地域“通貨”とは言い難い。 
 

③経済循環志向型 

経済循環を一定の地域内での消費行動を加速して、もって当該地域の経済を活性化する

ことを目指した地域通貨の一群がある。1930 年代に地域通貨が誕生したそもそもの動機に

近いものといえ、その背景には現下の経済の低迷という全国的で漠とした問題のほかに、

地方都市の地元商店街にとってはより切実な問題として大資本による市場の占有がある。

地方の中核都市では、大型量販店や全国チェーン店が郊外や新興住宅地に進出して旧市街



地域通貨を用いた多摩川源流域における環境機能の向上に関する研究 

 

15 

地の小規模な商店群の顧客を奪い、かつての中心街の商業活動の衰退振りはすさまじい。 
プレミアムつきの共通商品券の販売、イベント開催をはじめ、あの手この手で再生を狙

う地元商店街が、地域通貨に期待を寄せるのも無理からぬことである。こうした“地元商

店街”にとっての地域通貨の考案は、在来の店舗ごとのサービス券、割引券、ポイントカ

ードといったプレミアムの提供と類似の意味を有するものであろう。ただし敢えて地域通

貨に新たな意義を見出すとすれば、立場を同じくする商店群に共通に利用できるサービス

券ないしはポイントを流通させることによって、参加店舗の間での経済循環を促進し、同

時に大型店舗に対抗するツールとすることであろう8。 
地域通貨発行のこうした思惑は、地域通貨論が唱導する、グローバル化し効率一辺倒の

現在の市場経済への懐疑と軌を一にするものである。 
ここで、経済循環志向型の地域通貨が、コミュニティ志向型としばしば相乗りするのは、

地元経済の活性化が単に商売の繁盛という利己的な目的だけでは成り立たないことが理解

されたからである。まちづくりを進め、顧客と顔の見える関係をつなぎとめる必要があり、

そのためには地元市民や NPO と協働することが不可欠となっているからである。 
加えて、共通商品券であれば発行時にプレミアムを付けなければ地元への経済効果が見

込めないのに対して、コミュニティ志向型の地域通貨の場合には、参加者の輪が経済活性

とは別の動機によって拡大することが期待されているため、運営の経費を抑制する効果を

期待する向きもあろう。しかし、一旦、商店街のプレミアム提供の機能を付与された地域

通貨は、相互扶助の促進やボランティア活動の活性化といったコミュニティ志向性を失っ

ていくであろう。しかも、前述のプロジェクトタイプと同様に、このタイプの地域通貨も

一回使用されるだけの通貨になりがちである。 
 なお、経済循環志向型の地域通貨への行政機関の取組としては、静岡県や千葉県が県内

の市町村に対して地域通貨の試験的導入を支援している例がある。 
  
（３）ユニークな地域通貨のいくつか 

ここで一般的な地域通貨とはやや趣を異にするユニークなものをいくつか紹介する。 
ア）銀河線応援債（仮称）《北海道置戸町商工会》 

実現には至っていない（2004 年 1 月の段階）が、北海道置戸町商工会が提唱している

もので、赤字を抱える銀河線の運営費を賄うための方策として提案された。 
                                                  

8 この点を突き詰めると、地元商店街が企画する地域通貨に大型店舗が参加することは歓迎されないであろう。しか

し一方で、大型小売店舗側も IC 化された顧客サービスを全国的に展開して地域通貨を上回る効果を挙げている。デパー

ト、スーパー、量販店など多数の大型店舗や鉄道・航空会社などが発行しているクレジット機能まで有するカードは、

利用高に応じて発給されるポイントを積み上げて累積させて様々なサービスと交換する仕組みを持っている。経済循環

型地域通貨と同じである。地域限定でなく全国に展開する支店、チェーン店という点をつないでいくことに違いがある

が、全国各地の都市の購買力の相当部分を吸引する力を持つ大型店舗群にとっては、それは点ではなく面となっている。 
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構想では、全国に銀河線存続への共感を求めて３０億円をゼロ金利で集める。原資は

自治体の債務負担行為で１０年間保証し、沿線自治体はその３０億円を担保に毎月１パー

セントずつ価値が下がる減価型地域通貨を発行する。結果的に減価型地域通貨は、年に１

２パーセントの利益を生み出し、それを銀河線の赤字補てんに企てる。３億６０００万円

を見込む。また、集められた３０億円は自治体に貸し付け、その運用益にて３０００万円

を見込む。合計で３億９０００万円の財源が生まれ、赤字補填できるとするものである。 
法律的にも整理しなければならない課題はあるように思われるがそれは別にして、こ

の構想には相当の無理がある。減価通貨を購入させる動機付けの方法がないことである。

しかも、発行側の立場に立てば、発行した地域通貨は使われないままに、発行額が年に 12％
＝3 億 6000 万円ずつ減価償却するのを待つことに狙いがあるから、“地域通貨の流通を促

進するための動機付けをしようとする”動機すら生じない。まして大規模な原資を温存し

つつ永続的に運用して年間約 4 億円を生み出すことは至難の業である。 
 

イ）るべし《北海道留辺蘂町》 

構造改革特区では認定されなかった「留辺蘂町（るべしべちょう）地域通貨特区」が

現行法の下で容認される見通しとなった。商品券は 1 度限りの流通しか認められていない

が、北海道・留辺蘂町は、商品券を地域内で地域通貨として流通できるように特区認定を

求めていた。 商品券の根拠法「前払式証票の規制等に関する法律」に、複数回流通を禁

止する条項が明記されていない点に着目して、留辺蘂町は特区申請。金融庁は、商品券の

複数回流通を認めたが、財務省は紙幣に似た証券の流通を禁止する「紙幣類似証券取締法」

に抵触するとして「不可」回答していた。留辺蘂町はこれを不満として「地域商品券が東

京で流通することはあり得ない」「よって、地域商品券が国の通貨政策に混乱を招くこと

もあり得ない」「本町には 8 億円の基金があり、2000 万円の地域通貨が失敗した際のリス

ク負担能力がある」などの意見書を提出。2 月に、財務省は「複数回流通は登録事業者間

に限る」「換金は登録事業者が指定金融機関で行う」などの条件を満たせば「紙幣類似証

券取締法」に違反しない、との方針を示し、町の構想は実現の方向に進み出した。具体的

には、地域商品券は留辺蘂町が発行し、町商工会議所が委託販売。使用された地域商品券

は、登録事業者間に限り何度でも流通させることできるというもの。登録事業者は、指定

金融機関に限って換金することができる。まだ、細部についての詰めは残っているものの、

町では広報誌で広く参加を呼びかけている。 町は 2002 年度に商品券を 2000 万円分発行。

これが 10 回流通すると 2 億円の経済効果になると見込んでいる。 なお、この構想は特区

ではなく現行法で認められたことにより、全国どこの自治体でも取り組むことが可能とな

り、留辺蘂町の実験が注目されている。（社団法人行革国民会議 地域ニュース 2003/04/28
田中潤） 

この地域共通商品券の狙いは、かつて国が発行した「地域振興券」と同じであるが、

繰り返し町内で使用される点に特徴がある。なお、地域通貨に係る法律的な課題を理解す
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る上で重要なケースであるが、なお、これに関連して、「前払い式証票の規制等に関する

法律」では通常は発行したプリペードカードの未使用残高に応じた発行保証金を発行者が

供託する必要があるが、地方公共団体が発行する場合には適用外とされる。なお、NPO
が（換金可能な）地域通貨を発行する場合には、発行期間を 6 ヶ月以内とすることでこの

供託義務を免れる方法がある。 
 

ウ）アーチ《アドマネー推進プロジェクト ARCH》 

商店・企業を会員として、会員各自が発行する裏書証書方式の地域通貨。裏書をメッ

セージ＝広告として、自己宣伝に用いることを提案。会員商店・企業からもの・サービス

を購入する場合に、ARCH を提示すれば特典があるとしている。地域通貨は善意に基づき

流通して市場経済の暴走を食い止めるとの提唱者の教唆を引用し、基本原理は WAT と同

じであることを謳いつつ、商売の利益となる通貨として提唱。仕組みについて HP 上の説

明では不明で、単なる夢想通貨である可能性もあるが、本流の善意を動機に求める地域通

貨論に対して、俗欲を提起している点が面白い。 
 
エ）わらび《岩手県商工会連合会＋湯田町商工会＋沢内商工会》 

過疎・豪雪地帯の西和賀地域に地域外からくる助っ人ボランティアに対する礼の代わ

りに発行。地元商店＋住民＋助っ人ボランティアが相互のサービス・感謝の印にわらびを

交換する仕組み。直接商品の購入には当てず、特典の提供にとどめている。「わらび銀行」

のわらび発行の原資を銀行直営の“わらび畑”のわらび（現物）としており、地域通貨わ

らびは現物わらびと交換できる仕組み。素朴ながら、自生同然の“わらび”が都会人に価

値をもつことに着目し、収穫したわらびの（一部）を助っ人への労働賃金の支払いに充当

して、地域外との交流を促進するアイデアは秀逸。 
 

オ）ヴォラン《銚子まちづくり市民の会》 

2000 年に実施されたもの。一般会員（30 名ほど）と協賛店会員（２０店ほど）からな

り、一般会員はヴォランを相互扶助やサービス交換に使用するとともに、協賛店で買い物

券に使える。一般会員が現金と交換で購入するが、プレミアムがつかない。使用後のヴォ

ランは使用回数に応じて決められた額（減価するのではないか？）と現金に換金できるも

の。円本位制の地域通貨であるため、利用方法が相互扶助よりも、購買に偏ったように見

受けられる。イ）で触れたように商品券に相当するため、前払い式証票規制法の適用を受

けるほか、協賛店については税法の問題もクリアーする必要がある。本件については、煩

瑣な手続きを避けて 6 ヶ月以内の試行とされた。参加者がごく少数にとどまったの理由は

プレミアムがつかない商品券だったことにあろう。 
なお、高田馬場商店街が企画し、ごみひろいや打ち水大作戦などのイベント参加者や

マイバック持参者に発行されている「アトム」も、受領した協賛店が運営事務局で現金に
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換金できるもので、同様に 6 ヶ月以内の発行期間となっている。アトムの場合には基金を

募集し、これを原資としてアトムの発行量を決定している。2004 年の 4-9 月期の発行量

は合計 736,010 馬力（＝同額の円に相当）。 
 

カ）Jファンド《NPO 法人地域づくり考房みなと循環者ファンド運営委員会》 

J ファンドは地域通貨を活用して市民から募った寄付を、NPO 支援金に当てる基金。

市民は寄付金（円）と同額の J マネーを受け取り、協賛店での購入に利用できるほか、市

民の間でのボランティアの授受に用いる。企業の NGO 支援意欲（直接の寄付や J マネー

受領の形での支援）に期待し、商店街の地域活性化への J マネー活用（受領）を期待し、

市民の援農奉仕や直送農作物との交換、市民相互の扶助の促進を想定する、極めて貪欲な

地域通貨であるが、現在のところ協力企業は１０程度と少ない。眼目は資金集めにあるよ

うで、（流通の促進に努力すると明示しながら）J マネーの取引については責任をもたない

ことを規約において明言しており、その地域通貨利用の健全な育成を図る気配が見えない。 
 
キ）フシノ 《椹野川流域地域通貨検討協議会（山口市及び小郡市）》 

 『椹野川の源流を守る会』が 2001 年に産業廃棄物処理場の立地から流域環境を守るため

に、全国の 1 万人から計 1280 万円の浄財を集め、４ha の土地を購入する運動が発端。そ

の土地を源流にふさわしい形で保全整備することを目的に地域通貨が企画された。協議会

が企画するボランティア他、各団体、機関などが独自に企画する各種のボランティアに、

参加してサービスを提供することで｢フシノ」を受け取り、活動支援を表明している協力店

で使うことができる。2003 年からこれまで山口県の委託費によって運営費が賄われてきた

が、今後は自主的な財源で賄いつつ運営する方法を検討中。その仕組みはコミュニティウ

ェイに相当する。なお、これまでの発行量は 40 万フシノ。 
 
ク）カッパマネー 《NPO 法人筑後川流域連携倶楽部》 

 筑後川流域連携倶楽部は、筑後川流域圏において、環境の保全、文化の振興や経済の活

性化などに取り組むグループや個人のネットワーク。本 NPO は 2 種類の社会貢献型環境カ

ード（筑後川カード(NICOS･VISA)及び筑後リバーカード（モデルカード･JCB））を発行

し、加入者のカード利用による商品購入額の 0.3％（カード会社が負担するのか利用者が余

分に徴収されるのか不明）を環境基金として積み立てる。それを原資にカッパマネー（１

カッパ＝100 円）を発行。本 NPO 及び協力団体が企画するイベントに参加することによっ

て取得でき、飲食店、商品の割引等に利用できる。発行開始は 2000 年、年間発行額 900 カ

ッパ、利用者数 100 人程度。協賛商店の数が少なく不人気であり、運営経費も不足。運営

方法の見直しを迫られている。 
 
 



地域通貨を用いた多摩川源流域における環境機能の向上に関する研究 

 

19 

ケ）ハーバー（神戸長田区）エール（奈良県大和高田）《NPO 法人生活応援団》 

 会員である商店に共通のサービス券（額面記載）として運用するもの。主宰する NPO 法

人に会費 2 万円、保証金 2 万円を納め、サービス券を購入した商店が、店舗ごとに自由に

割引率を設定して顧客にそれを発給する。顧客は参加商店で利用できる。受領した商店は

換金することもできるが、購入及び換金に際してそれぞれ額面の 16％の手数料を支払う。

共通券であることをもって商店が独自に発行するサービス券よりも顧客の呼び込みに有利

であると発行元は説明しているが、この券を発給した商店は購入料金額分（額面×1.16）だ

け経費が増加し、受領した商店は商品販売収入がサービス券の額面だけ減額される上に、

サービス券を換金しようとすれば額面×0.16 を失う。サービス券の購入（発給）枚数より

も受領枚数が 32％以上多い商店のみが元をとれるが、それでも商品の値引き分は収益減と

なることには変わりない。そこまでの顧客増加が見込めなければプラスにはならず、結局、

「NPO 生活応援団」が吸い上げる利潤の分を、参加商店の中の勝ち組、負け組みが傾斜配

分で負担する結果となる。参加者が換金しなければ供託金はそのまま NPO の活動資金とな

り続ける。おそらく地域商店街の共通サービス券や個別商店のサービス券よりも不利であ

る。生活応援団は、参加企業の PR 活動を担う、サービス券頻用利用者に懸賞金を与えるキ

ャンペーンを張る、などとしているものの、収支に係る仕掛けは極めてトリッキーである。 
 
 
３－２ わが国の地域通貨の成果と課題 

 地域通貨がこれほど多数導入されているにも関わらず、地域通貨が大成功を収めたとい

う報告は聞かれないというのが大方の評価である。既述のように、多様な目的を掲げて導

入された通過を一律に評価することは適当ではなく、しかも、純粋なコミュニティ型の地

域通貨を別にすれば、その成否の評価づけは、地域通貨が貨幣の意味を持つことから勢い、

実経済的な観点からなされかねない。 
さはさりながら、成功物語が聞かれない理由がどこにあるのかを見極めなければ、今後

の新たな地域通貨の試みは徒労に終わるであろう。ここでは、わが国の地域通貨の導入実

績を分析し、いくつかの地域通貨に関する調査報告を踏まえ、また、最近の地域通貨提唱

者の発言などを参考に、わが国の地域通貨の成果と課題を整理してみよう。 
 
（１） コミュニティ志向型地域通貨について 

 このタイプの地域通貨は、その趣旨からしてそもそも実経済論の立場から評価すること

がはばかられるものである。言い換えれば、参加者が満足している限り、当該地域通貨は

成功していると言いうる。 
しかし、運営団体が張る HP の中には、“いまだ歩き出したばかりであり、参加人数の拡

大が課題である”と率直に述べているものもいくつかある。参加人数や流通した通貨量を

HP で掲げている例は少ないので正確には知りえないが、参加者は 100 人～200 人程度でも
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大きいほうであろう。会員制をとっている発行団体もあるが、入会費、年会費はそれほど

重い額ではない。規模が拡大しない理由として、交換価値のあるメニューが少ないことも

理由に挙げられているがそれ以上に大きな理由があるように思われる。 
そもそも地域通貨さえ導入すれば、その趣旨に賛同して見ず知らずの多くの人々が善意

の志に燃えて旗の下に結集するであろうと期待することに無理があると考える。それ自体

が「顔が見えるつきあい」を標榜する地域通貨の本旨と矛盾することである。信頼をつな

ぐコミュニティのスケールは情報通信の進歩によっては拡大されない。むしろ、隣人の顔

が見えないのが今日の社会の最大の問題である。 
次の問題は、たとえ理念に賛同して参加したとしても、見ず知らずの人との善意やサー

ビスの交換には誰しも抵抗感を覚えるという点にある。サービスのやり取りに際して地域

通貨の価格を相対で交渉して決めるという仕組みは、たとえ友人同士でも容易でなく、抵

抗感があるのは無理からぬところである。その難点を解消する目的で最近工夫されている

方法は、仲介の役割を担ったコーディネーターを運営組織内に置くことである。 
第 3 の問題としてあげたいのは、LETS を始め通帳方式を採用している地域通貨において

は、サービスを受ける側と提供する側が二極分化していることである。通帳式の場合には、

収支記録が残るので参加会員の互助の状態が紙券よりも明確に把握できる。確かに、こう

した傾向が生ずることは予め予想されたことである。高齢者等の社会的弱者がサービスを

受ける立場になることが多く、サービスを提供しうるのは若者や健常者でありがちである。

“誰もがその気になれば他者に提供しうるものがある”という地域通貨論者の主張をあな

がち否定はしないが、何らかのハンディをつける必要がある。 
このコミュニティ志向型の地域通貨では通帳がマイナスになり続けてもかまわないので

あって、しかもマイナスの累積に気遣いし、プラスの累積に傲慢になること自体が趣旨を

心得ていないと片付けることはできる。システムとして、一定の期間がすぎれば収支をリ

セットする仕組みを導入して、債権債務を解消する例もある。しかし、人情からすれば処

理が難しい現実的な問題である。かつてのように、若い世代が高齢化した世代を支援して、

いずれ自分が高齢化したときには若い世代に介護してもらう社会ルールが、即ちタイム・

ダラーなのである。そうした時代であれば、世代間の貸し借りで決済することに抵抗はな

く、ましてそれが親族間の決済であることが一般的であったから、何ら気兼ねする必要が

なかった。しかし、目下流布している地域通貨に時代を超えた貸借決済を期待することで

きない。まして、他人同士においてはそうである。 
この点に関して最近提案されているのが、高齢者等の社会的弱者が社会に貢献して取得

できるポイントの制度を導入することである。最も卑近な例が、買い物袋を持参してレジ

袋を断った場合にポイントがもらえ、ポイントを何点か集めて地域通貨と交換する仕組み

である。加藤敏春氏のエコポイントはこれに該当する。しかし、このポイント制度一つに

しても、高齢で一人暮らしの人々が自ら頻繁にスーパーに買い物に出かけてポイントを取

得すると考えるには無理がある。メンバー間における“十分に対等性をもった互酬・互恵”
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という前提に依拠した地域通貨論は、活力ある青年・壮年層を念頭におく限りは説得力を

もつかもしれないが、すでに高齢化社会に突入したわが国はじめ先進工業国では、黒字通

帳と赤字通帳の二極分化を解消する方法を見出すことは容易ではない。 
 
以上の点から考察するとコミュニティ型地域通貨の問題はつぎのようになろう。 
第一に、これが相互の信頼に依拠した仕組みである限り、参加者が相互の信頼をつなぎ

うる地理範囲には限界があり、それが通貨の流通範囲を規定することとなる。したがって、

事実そうであるように、コミュニティ型の地域通貨の流通は小規模分散的なものに留まら

ざるを得ない。それ以前に、志を同じくして地域通貨を立ち上げた創始者グループが、新

たなメンバーを会員にすることすら容易なことではないと考えられる。 
第二に、通貨の運営団体は、会員相互が行いうるサービスメニューの掲示・更新のみな

らず、サービス交換の仲介とサービスの値付けといった、管理部門の充実が求められ、つ

いにはトラブル処理にも当たらざるを得ないであろう。例えばボランティア活動中の人身

事故に備えて保険加入を義務付ける必要もあるし、魅力あるサービスの交換に踏み切るな

らば高度の専門知識に基づいた管理が必要となろう。そのための指導者と教育訓練が必要

となる。そうなれば、本旨からはずれて、法定通貨での必要経費の調達方法を工夫しなけ

ればならないであろう。参加人数の規模が小さいだけに、こうした管理費用は相当に重い

負担となろう。 
第三に、善意の交換だけでは飽き足らない参加者の離脱を防ぐとともに、善意の貸借の

不均衡を是正する必要から、少なからず経済循環志向型地域通貨の要素を取り込む必要に

迫られているとみるのが妥当であろう。その場合には経済的志向が善意の交換というナイ

ーブな動機を駆逐する危険性があり、これをどのように回避するかが課題となる。 
最後に、10 年間にわたって発展を遂げてきたかに見えたタイムストック方式の地域通貨

「ふれあい切符」（さわやか福祉財団組織作り支援グループ主宰）が介護保険の導入を契機

にかげりが出ているとの報告（環境新聞報道）に触れておきたい。介護保険の導入によっ

て、これまでふれあい切符が対象としてきた助け合いのサービスが介護保険制度でカバー

されるとの認識が広まったためとされる。社会福祉協議会が切符の発行を停止するケース

が出ているという。預託されたふれあい切符を、労働以外のサービスとも交換できるエコ

マネーなどの地域通貨に転換することも検討されているようである。社会福祉制度の隙間

を埋めることを目指したはずの地域通貨が、その後の制度の拡充によって存在意義を失い

かけている例といえる。 
 
（２） プロジェクト志向型地域通貨について 

 すでに述べたように、プロジェクト志向型の地域通貨が成功するか否かは、まずもって

発行目的として掲げられるプロジェクトが、社会の共感を呼ぶか否かにかかっている。そ

うしたプロジェクトの推進母体は多くの場合 NPO であると考えられる。 
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 1995 年 1 月の阪神・淡路大震災直後に内外の多くの人々によって被災者救済のための

様々なボランティア活動が展開されて国民的共感を呼んだ。それを契機のひとつとして

1998 年 12 月には NPO 法が制定され、教育、文化、福祉、医療、環境、国際協力などの分

野において、NPO 活動が活発になった。都道府県知事が認証した NPO の数は 2004 年 6
月段階の集計で 17000 を超えている。 
 これほどまでに裾野が拡大した NPO 活動であるが、その活動を支える財源は絶対的に不

足しているとされる。多くの NPO が事故の活動への理解と支援・協力を求めている。しか

し、その設立の趣旨に照らしても数の多さからしても、行政の補助金が行き渡ることは期

待できない。そうした中で国民が支援を求められた場合、NPO の活動の質の高さや社会的

ニーズには大きな差異があり、優良で重要性が高い NPO 活動を選別して支援しようとする

であろう。混沌として定まらない NPO 活動への評価が、地域通貨というスクリーニングを

通じてなされるとすれば NPO にとってもまた国民全体にとっても有益なことであろう。 
 前出の「コミュニティウェイ」は、市民が NPO に活動資金ないしは労働力を提供した見

返りに受け取る地域通貨を、協賛する企業・商店でもの・サービスと交換（またはその補

助券として用いる）し、当該企業・商店は受領した地域通貨を発行元である NPO（または

NPO に代わって地域通貨を運営する団体）に返納するものである。この際に、企業・商店

は商品・サービスの提供（もしくは値引き）によって、市民が NPO に提供した寄付の一部

を補填することになる。結果として地域通貨は集金もしくは労働力結集のツールとなり、

同時に寄付金の配分を、賛同する市民と協賛する企業・商店の間に再配分する機能を持つ。 
 コミュニティウェイの典型的タイプではないものの、NPO への支援機能を織り込んだ地

域通貨の例としてはトロントダラーがある。市民（消費者）は法定通貨を同額面のトロン

トダラーと交換して協賛する企業・商店が使用できる。商店から再度振り出されて繰り返

し使用可能であるが、企業・商店が法定通貨に交換する場合には払い戻し額は額面の 90％
である。残りの 10％が地域の NPO の活動費として提供される。 
国内では四日市の J マネーが１０ほどの NPO 活動支援の資金集めを目的に発行されて、

コミュニティウェイの形態をとっている。流通規模等の実績について情報がないが、J マネ

ーの構想は、コミュニティ志向及び経済循環を含めて、考えられる地域通貨の機能をすべ

て盛り込んでいる。しかし、集金システム機能ばかりが強調され、コミュニティ志向の機

能がはなはだ手薄に見受けられる。また、地元の協賛企業・商店がいまだ少ない点に不安

がある。コミュニティウェイに限らず、プロジェクト方式の地域通貨発行においては特に、

運営団体が市民の高い信頼を得られることが重要となる。 
高田馬場商店街の地域通貨「アトム」は「アトム基金」を集めた上で、それに見合った

量の地域通貨を発行するもので、環境保全活動への参加や、環境意識高揚に資するイベン

トへの参加が通貨取得の機会とされている。コミュニティウェイと異なるのは、基金への

出損者にはアトムが支給されず、アトム持参者に商品・サービスを提供してアトムを受領

した商店は、運営事務局で現金と交換する仕組みをとっていることである。従って、運営
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団体の自らの持ち出し
．．．．

金
．
はなく、商品と交換された後は受領した商店・企業がひたすら換

金に走って、浄財による基金が取り崩される運命にある点がややむなしい。 
なお、行政機関が補助金を裏づけに発行する地域通貨は、大方はプロジェクトを掲げて

その試行として発行するものであると考えられる。先に紹介した留辺蘂町の共通商品券は、

目的に照らせば経済循環志向型であるが、「経済循環促進」というプロジェクトの目的を掲

げ、通貨発行の資金を町が提供したと考えられるのである。平成 16 年度から実施されてい

る北九州市の環境パスポート事業も、市民の環境保全の意識と行動を高めることを目的に、

市役所が資金を提供して行う地域通貨実験である。 
プロジェクト志向型の地域通貨の特性として指摘できるのは、他の二つのタイプと異な

り、“地域限定”という条件をおかなくても成立する点である。これまでのところ、大規模

な範囲に展開される地域通貨はない。しかし、参加者相互に顔が見えなくとも、インター

ネットを介してつながる参加者であっても、プロジェクトへの賛同意思さえあれば市民は

全国どこからでも寄付できる。ただし、取得した地域通貨を利用できる拠点も全国的な広

がりをもって密に存在している必要があり、全国ネットでの還元方法が求められる。 
地域通貨の運用システムは、現在のユビキタス社会を反映して、IC カードの活用、コン

ピューターによる通帳管理などがすでに行われているが、高度情報通信技術はプロジェク

ト志向型地域通貨とは特段に相性が良いといえる。 
プロジェクト志向型の地域通貨に関しては、プロジェクトへの貢献の社会的ポテンシャ

ルを見極めることが大切である。また、結局は誰がプロジェクトに法定通貨を提供するこ

とになるのか、直接、間接の提供者を見定めたうえで、通貨流通に仕組まれる貢献度の配

分比率が社会的受容性をもつか否か、しかも永続性を保持できるかなどを総合的に判断し

ていく必要がある。 
プロジェクトタイプの地域通貨の成否を握るもうひとつの鍵は、その地域通貨の使途が、

参加者にとって相当に魅力的なものであることが必要である。むろん、交換対象が法定通

貨に換算して高価であることは原理的にありえないが、希少性をもつこと、もしくは会員

しか取得できない限定品とすることは十分に可能である。もちろんその場合には企画、デ

ザイン、製作に関して少なからぬ規模の法定通貨の投入が必要となる。これをプロジェク

トに提供された基金から捻出するにせよ、協賛企業からの提供を受けるにせよ、容易なこ

とではない。 
 安易に集金に走ることは地域通貨の意義を損なうとともに、社会的共感を得られまい。

また、流通通貨の規模が大きな場合には、地域限定をはずす必要もあり、その場合には ICT
を活用したシステムの導入も必要となろうが、システム論に拘泥してプロジェクトの真意

が正しく参加者に伝えられず、誤解や混乱が生じさせない配慮も必要となる。 
 なお、プロジェクト志向型においては地域通貨の利用が一度限りにとどまる傾向があり

通貨と称する必然性が感じられないものとなる。受領した地域通貨を商店が再度利用者と

して地域内に循環させる努力をすれば、通貨としての意義が見えてくる。 
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なお、行政が音頭をとり補助金によって地域通貨実験が行われるケースがいくつか見ら

れる。この場合には地域通貨の交換場所となる商店・企業側の損失を行政側が補助金で補

填することが多いために、市民側の参加者にとっても商店・企業側にとっても「金の切れ

目が縁の切れ目」となって社会実験としての実があがらない。 
 
（３） 経済循環志向型地域通貨について 

 狭義の経済循環志向型地域通貨として挙げられるものは、商店街が共通に発行する商品

券、サービス券の延長線上にある。それが繰り返し使用される点において地域通貨に含め

うるといった程度の意味合いである。「アトム」に代表されるようなプロジェクト型に類似

のものもあり、「るべし」のような複数回使用の自治体発行の商品券もある。さらに、コミ

ュニティ型が商店街に協力を求めるハイブリッド型も少なくない。 
 中小企業庁の 14 年度委託「地域通貨を活用した地域商業等の活性化に関するモデル調査

事業報告」（H15 年３月 日本総研）によれば、「地域通貨が商店・企業と顧客の間に顔の

見える関係を創りだし、地域に貢献するまちづくり活動、NPO 活動を支援することができ

る、とし、それらの活動の結果として、地域商店･企業には経済的なメリットも期待できる」

ものの、「日本国内では地域通貨がボランティアの活性化や NPO の支援に役立つ事例は見

られるが、明確な形で商業活性化に結びついた事例はまだ存在しないといっても過言でな

い状況にある。」としている。 
 同じ報告で、大型店舗やフランチャイズ店の台頭によって地域商店街の衰退が著しい中

で、商店街が独自に地域経済の活性化を図ることには限界があり、「市民や NPO などの他

力を有効に活用することによって、活性化のための事業が実現し、同時に市民と商店街と

の距離が縮まるものと期待される」としている。ここに地域社会との協働の動機が存在し

ており、事実、コミュニティ型地域通貨との合体が多数発生している。しかし、コミュニ

ティ型の地域通貨の魅力を増すための受け皿として、受動的に経済循環型地域通貨を位置

づけるとすれば、前者の規模がなかなか拡大していかないことから、後者にも大きな経済

効果が期待できないものとなる。にもかかわらず、参加者を善意の交換よりもポイントの

取得に走らせ、有価商品の交換への向かわせるために、両者の機能が均衡して通貨の役割

を果たすことが難しくなる。このことは前にも述べたとおりである。 
 コミュニティ型とのハイブリッドであるか否かを問わず、経済循環型を志向する場合の

地域通貨にあっては、スイスの Wir のように、本来は地域内で循環的（反復）に使用され

なければ真価（経済効果）を発揮しないはずである。善意の交換よりも商品の交換に偏っ

ていたとはいえ、銚子のヴォランは反復利用された記録がある。ヴォランの流通が法定通

貨との交換からスタートし、換金を認めたための効果であろう。1930 年代の地域通貨をみ

ても、法定通貨を担保として発行されたものが多く、そうでないにしても燃料という生活

必需品との交換が保障されたものであった。このことから、円と交換性を持たない地域通

貨は、行政が関与するなど地域の誰もが信頼のおける者が発行元にならなければ、経済循
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環作用をもちにくいであろう。 
 地元商店街のほそぼそとした経済循環志向型の地域通貨が、なかなか成功せずに単に補

助券的な存在になっているのに対して、全国の大型小売店やチェーン店は相次いでポイン

トカード等の特典システムを導入して顧客の吸引に努め、かつ相互に極限までのサービス

合戦を繰り広げている。“地域限定”であることこそが大型小売店に対抗する唯一の武器で

あるはずである。にもかかわらず、大型小売店が全国にネットを張り、弱小店舗を強大店

舗が併呑して寡占状態がますます進行しており、大型小売店の勢力が点ではなくて面にな

っている。しかも、地域通貨論者が指摘する常に収益増大を狙う大型店は、矢作弘が指摘

するように薄利多売であれ「焼畑商業」9を各地で展開してコミュニティを破壊している。 
地域経済の活性化は、コミュニティを囲い込んで団結させる何がしかの特別な条件―全

国的に評価される強い魅力―が存在しない限り難しいのではないかと思われる。そこに地

域通貨が存立する可能性はいまだ見えていない。 
  

（４） まとめ 

以上みてきたように、わが国の地域通貨の実践は、いずれのタイプにしても初期の目標

を達成しているとは言いがたい。地域通貨の提唱者が訴える趣旨はそれなりに説得力があ

るが、地域通貨のみをもって地域社会が抱える課題を解決することが難しいのが実情であ

る。地域通貨でコミュニティの意識が変えられるのではなく、コミュニティ内に生じた“意

識の変化を表現する手段として地域通貨が位置づけられる”と考える必要がある。 
地域通貨の存立点は「鞍点」（サドルポイント）にある。すなわち提唱者はそれが安定な

平衡点におさまるとして、多くの人々が地域通貨導入を図ったが、軸を 90 度回転させて眺

めれば、地域通貨は不安定な平衡点にかろうじて乗っているのであって、わずかな“位置

のずれ”が生ずれば復元力が働かずに、一挙に転落して崩壊する危険性を孕んでいる。 
 
４．環境保全への地域通貨活用の可能性 

わが国における環境保全を視野に入れた地域通貨の実例を系統的に分類し、その特性や

問題点を抽出し、その上で、環境地域通貨の存立の可能性について考察してみよう。 
 

４－１ 環境問題を掲げる地域通貨の実例と評価 

環境保全に関する目的・目標を掲げた地域通貨としては以下のような事例がある。 
① エコマネーにエコポイントの仕組みを織りこみ、環境活動の高揚を取りいれたもの 
・ クリン：エコマネーの優等生である北海道栗山町のクリンは、環境保全活動と高齢者

がクリンを得にくいという欠点を改めるために、エコポイント制度を導入。ごみ減量

化、資源リサイクル、レジ袋持参、包装不要などで地域通貨が取得できる。５エコポ

イントで５００クリンに交換。協賛店はスーパー、コンビニを含めて５６店舗。 
                                                  
9 「大型店とまちづくり」（矢作弘、岩波新書 2005） 
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（レジ袋をポイント対象にするからにはスーパー、コンビニの参入は必至。地元資本

であるのか不明ながら、一般商店の反応を知りたいところ。 
② LETS 方式＝借用書方式の決済手段に環境保全を組み込んだもの 
・ WAT(ゲゼル研究会系)証書には「ワット会員及びワット友の会より本券の提示をもっ

て返済請求がなされた場合、市民共同発電所あるいは提示者と合意しうる財ないし役

務の支払いを約束します」とあり、証書の下部には“ワット会員は自然と人間という

自然が本位とされることを願っています”とある。提唱者である森野栄一氏の説明（冊

子：人間の経済第二期第２０号（通巻９８号）２００５年５月２３日）によれば、“ワ

ットはクリーンな自然エネルギーを市民が発電するときのコストをベースとしてい

る。１ｋｗｈを発電するのに 100 円から 70 円かかっているが、電力会社が購入する

のは 20 円強である。自然エネルギーの推進を願う私達は、その原価のとおりに参考

にします（？）。ですから 1 ワットは 100 円に相当します。（中略）そうしてもし、最

後の清算する人が市民共同発電所債で返済するなら、その債権の購入には円が使われ

ますので、自然エネルギーの推進が支援されることになるでしょう。” 
（１ｋｗの債権は何ｋｗｈに相当する（稼働時間）ことになるのかが不明。） 

③ 地域住民が等しく努力すべき環境行動の高揚を目的とする。このため、地域通貨を取

得する方法として環境活動をメインに据えるもの。 
・ 環境パスポート：環境保全活動を行うか市が企画する環境イベントにった市民に地域

通貨を発行し、市内の公共施設の利用券、エコグッズの購入、レストランでの飲食等

に利用が可能。IC カードにポイントを記録するが、一回限りの利用の後に受領した

商店・施設が換金。NPO 法人「里山の会」が運営する。3 ヶ月の実施期間中に参加

者数は 1000 人超過。地域通貨（ポイント）を発行財源は 300 万円で総務省の委託を

受けた市役所が負担。2004 年実施。 
・ フシノ：椹野川源流域の保全にボランティア活動行った市民に発行される紙幣形式の

地域通貨で、活動支援を表明している協力店（約 40 店）で使うことができる。運営

は流域地域通貨検討協議会（山口市及び小郡市）。2003 年からこれまで山口県の委託

費によって運営費が賄われてきたが、今後は自主的な財源を確保して運営する意向。。

その仕組みはコミュニティウェイに相当する。これまでの発行量は 40 万フシノ。 
・ アトム：早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター、早稲田大学周辺商店連合会、

高田馬場西商店街振興組合等で構成する「アトム通貨実行委員会」が 2004 に企画。

広く一般から基金を集め、6 ヶ月間限定で環境保全に貢献した市民に発行し、商店街

で利用できる一回限りの地域通貨。基金の出損者にはアトムが発行されないこと、商

店は受領したアトムを換金できることが特徴的。第一期の発行原資となった基金総額

は約 70 万円。 
・ エコ・ポイント：気仙沼地区エネルギー懇談会（商工会議所系？）が企業・団体が行

う清掃や植栽、研修会・講習会などのエコ活動に参加した者にポイントを発給し、獲



地域通貨を用いた多摩川源流域における環境機能の向上に関する研究 

 

27 

得ポイントに応じて表彰する仕組みを発足させた際に、将来地域通貨への発展もと述

べたもの。（エコ・ポイントと地域通貨との差異がどこにあるのか考えさせる事例） 
※ このほかにも、自治体が資金を援助して行うものとしては、山形県立川町（風力発電

所立地）のフーチャン、埼玉県川口市のキューポラなど。いずれも一過性である。 
④ 環境保全に取り組む NPO を支援する財源を確保するためにコミュニティウェイによ

って資金を調達するもの。 
・ J ファンド：三重県四日市で行われている J ファンドーJ マネーでは登録された 10

ほどの NPO を支援するための集金システムである。協賛商店・企業が少なく、地域

受容性がどの程度のものか不明。登録 NPO の中に環境保全活動を掲げるものが２～

３にとどまっている。 
 

４－２ 環境分野に馴染む地域通貨の形態 

環境は市場経済では価値付けができないものの代表であり、したがって、福祉や教育な

どと並んで地域通貨の流通の動機として最も馴染みやすいものであると説明されてきた。 
確かに福祉や教育などの分野では人と人との間でサービスが授受されるが、環境保全はや

や性格が異なっている。 
我々の環境資源は公共財である。したがって地球的レベルにせよ地域的レベルにせよ、

社会における環境保全上のニーズは、すべての社会構成員の努力によって充足されなけれ

ばならない公共的な責務である。地球温暖化防止のための二酸化炭素排出量の削減も、地

域におけるごみの減量化も、大気汚染や水質汚濁の防止もそうである。そのための行政努

力も事業活動も個人の生活にしても、すべての者が環境の負荷を削減することによって環

境保全を果たしていかなくてはならない。 
 地域通貨を介して個人から個人に環境保全のサービスを提供するというケースはそう多

いものではない。自宅の庭の落ち葉を拾って焼却すること、ごみ出しを手伝うこと、生ゴ

ミの堆肥化のノウハウを伝えること、環境保全について学習会の講師をすることなどが考

えられるが、最後の例を除けばそれは地域の環境保全という公共的な問題ではなく、家事

の手伝いであり、生活の知恵の伝授として取り扱うべきである。 
 コミュニティ志向型地域通貨ではメンバーが「して欲しいこと」と「してやれること」

を掲示板で明らかにして互いに決済を待つのであるが、そのメニューの中に環境保全に関

することは極めて少ないことに気づく。それは環境保全への地域のニーズが少ないためで

はない。公道や河川のごみ広い、森林の枝打ち、地域のごみ発生量の軽減、C02 の排出量

の抑制、自宅の前を走る幹線道路の自動車騒音やディーゼル排ガスの改善策など、地域の

環境保全のために誰もがして欲しいことが地域には沢山ある。しかし、そうした公共財で

ある環境の保全を個人が地域通貨のメンバーに頼むことは適当でないと考えるのである。

やるとすれば、一人一人が生活の中で最大限の努力をするか、公的な機関に実施を要請す

るか、または、地域住民が総出で実施することになる。 
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環境保全は最もヒューマンニズムを必要とする分野であり、貨幣価値では正しく評価で

きないが、地域通貨を支払って誰かに労働奉仕を依頼する類の問題はまれである。 
我々市民は、地域の環境を改善ずるためにいったいどのような行動が求められ、あるい

は時として求められるのかといえば、それはおおかた次のように区分できる。 
① 環境保全に関する知識と意識を深め、環境保全努力を日々実践すること 
② 環境保全のための地域活動を組織し又はそれに参加すること 
③ 特定の地域で発生した環境問題の解決に手を差し伸べること 
④ 賛同できる環境 NPO の活動に参加しあるいは支援すること 
⑤ 環境保全に関する新たな行政施策の実施や既存施策の改善の要求すること 等 

 
 地域通貨を環境保全の目的で導入しようとする場合には、こうした諸課題にそれがどの

ように有効に機能するかということを見極める必要がある。 
このように考えを整理してみると、純粋にコミュニティ志向型地域通貨が想定する、メ

．

ンバー間での通貨の交換・循環
．．．．．．．．．．．．．．

によって問題を解決する方法ではなくして、コミュニティ

の全構成員（全員でないにせよできるだけ多くの人々）が一致団結して行動することにな

るような仕組みが最も必要であるといえる。 
４－１で見たように、環境分野をターゲットにして導入された地域通貨は、ア）行政や

NPO が主導して地域の人々の環境行動を促すタイプのもの、イ）NPO の活動への参加や

支援を糾合するタイプのもの、ウ）地域の重大な環境問題の解決のために地域の人々の労

働奉仕を求めるタイプのものである。 
クリンなどのコミュニティ志向型の地域通貨は、環境保全行動の実践によって取得でき

るエコポイントの仕組みを加えたことによって、上記のア）タイプに属するものとなった。

また、経済循環志向型にも属し、かつ、プロジェクト志向型でもあるアトムは、ア）のタ

イプに区分されるであろう。実態は不明ながら J マネーが提案する仕組みは、イ）のタイ

プであり、水源地の環境保全を目指すフシノはウ）のタイプである。北九州市の環境パス

ポートは行政が主導するプロジェクト志向型であって、環境行動を促すア）のタイプであ

る。筑後川流域連携倶楽部のカッパも同じく NPO が主導するプロジェクト志向型であって、

ア）のタイプである。 
 以上見てきたように、環境保全分野に馴染む地域通貨群は、プロジェクト志向型を中心

として構成されている。しかし、コミュニティ志向型や経済循環志向型とのハイブリッド

も存在しうる。いずれのタイプにも共通な点は、環境保全行動を実践したり鼓舞するため

には、何らかの形で安定的な財源が必要とされることである。であればこそ、踏み間違え

ると、単に集金システムとして受け止められる危険性があり、逆に環境マインドや善意に

頼ってことを進めれば、あえなく崩壊するという脆弱性がある。 
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４－３ 環境地域通貨導入の多面的な意義 

ここで、環境保全の高揚を図るためになぜ地域通貨を用いるのかというそもそも論につ

いて考えておく必要がある。人々の環境への崇高な思いを実現するためには地域通貨は必

要ない。すでに多くの企業が地域や地球の環境保全のために相当の金額を自発的に投じて

おり、環境美化の奉仕活動を営々と続けている個人、団体も少なからずある。とすれば、

地域通貨の効用はそうした環境保全活動の①裾野を広げる、②底上げを図るという点に見

出されなくてはならない。  
ここで参考となる事例は北九州市の環境パスポート事業である。環境パスポートではそ

のポイントを環境改善活動への貢献に対して発給しており、そのポイントが環境貢献に対

する指標（バロメータ）になるとしている。この通知表では個人の環境活動への努力がポ

イントの流通量とバランス、その二酸化炭素の削減効果で示されるようになっている。ま

た、個人の通知表だけでなくこれを合算したモノが参加者全体の通知表として表現されて

おり、市民の活動の総量を可視化する仕組みとなっている。 
ポイントを額面の価値だけでなく、行動の指標として評価に用いていくことで、その価

値は有用な情報として、市民の励みとなり環境活動の裾野を広げ、底上げを実現する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－１ 環境パスポート通知表 

 
今日の環境問題の性格上、環境教育を道徳教育の延長線上のものと捉えることもできる

が、洗脳するものではなく、多くの人々の心の中にある健常な環境意識を開花させるため

21

ポイントポイント獲得の獲得の
月別表示月別表示

個人の活動の軌跡
が見られます。

ポイントポイントをを参加者中参加者中
の偏差値の偏差値で表示で表示

個人の行動のバランス
が見られます。

環境行動環境行動
パターン分類パターン分類

COCO22削減量削減量表示表示
具体的な環境貢献が
数値で見られます。

個人の通知表

LCA評価指標への連動

市民の環境活動の
多面的評価

目的を共有する仮想的コミュニティを
全体の動きが俯瞰できるシステムで

表現し協働意識を醸成する
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の触媒となることが地域通貨に期待される役目である。 
ここを立脚点として環境地域通貨のあり方を見定め、そのシステムの簡便さや効率性、

通貨の永続性の確保、運用経費を超える効果の出現（コスト・パフォーマンス）を追求し

なければなるまい。また、プロジェクトタイプの形式をとるからには、地域通貨導入の目

標を明確にすることも不可欠な要素となる。単にプロジェクト志向型であれば環境地域通

貨が成功するものではない。行政機関からの補助金によって支援されてきた地域通貨はい

くつかある。可能性の議論をすれば、行政施策として地域通貨を発行し続けることもあり

えないことではないが、その場合にも少なくとも地域通貨を介して行政経費を投入するこ

とが、直接的な補助によるよりも環境保全効果を高めるという増幅作用が認められなけれ

ば地域通貨導入事業は持続しない。理想的には行政の支援がなくとも自律的に環境保全活

動のバッテリーとなることができれば、地域通貨はその真価を発揮したことになる。  
行政の支援を受けずにプロジェクト志向型の地域通貨の試みが成功している例はいまだ

ない。その中で、環境保全の志を立てて敢えて新たに「源流通貨」を導入するからには、

地域通貨機能の限界を十分踏まえて、謙虚な目標を掲げて進まざるを得ない。 
しかし、これを実験的な研究として位置づける場合、地域通貨の流通をトレーサーとし

て得られる様々な情報や、流通に伴って生ずる地域の人々の環境意識の深化や、環境保全

行動の裾野の広がり、あるいは、流域の上下流間の交流促進など、多くの副次的な成果を

得ることが期待され、これらも極めて重要な研究の成果となるであろう。 
 
４－４ 環境地域通貨が存立する条件についての考察 

（１）過去の事例に照らした環境地域通貨導入の課題 
環境地域通貨の実例から問題点を抽出すれば次のような点を指摘できる。 

① プロジェクト志向型の地域通貨の場合に、一度限り使われるものが多く、果たして地

域通貨といいうるのか、敢えて地域通貨と称する意図がどこにあるのか不明朗である。

単に環境保全活動参加へのご褒美の引換券となっている例が多い。 
② 地域通貨の発行の動機が省エネ努力、省資源、節水、ゴミの減量化、まちの清掃活動

の実践、環境教育の機会への参加などの環境マナーであることが多く、取得した地域

通貨（エコポイント）の交換対象のもの・サービスがそれほど魅力的でない。 
③ 行政主導の場合、要請を受けて協力するケースが多く、商店・企業が負担する意思に

乏しいため、循環利用もなく、また、継続性が危ぶまれる。 
④ フシノは過去に重大な環境問題が発生し、地域を越えた広域的な支援体制ができ、地

元の保全意識が高い。そのポテンシャルがあるために比較的流通が活発であると評価

されているが、行政の支援が途切れた後も持続するか否か瀬戸際にある。 
⑤ 行政では手が届かず、地域の重要な環境課題となっている事項をプロジェクトとして

掲げる場合、所要資金は相当大規模になる。不特定多数の人々から長期にわたって支

援を得ることは決して容易ではない。地縁あるいは経営方針に合致するとして、特定
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の企業が資金を援助する場合もあるが、地域通貨を介して実現した例はまだない。こ

うしたケースに地域通貨を介在させることの意義について十分な検討が必要である。 
 
（２）源流通貨が成立するための条件についての考察 

上記の諸課題を踏まえつつ、源流通貨が成立して目的を達成しうる条件を考察する。 
１）プロジェクトに掲げる目的・目標に対して広く社会的な受容性があること 
※ 所要資金のすべてを地域通貨を活用した基金（原資）で賄うものと予め思い定める

必要はない。また、資金だけでなく樹木の剪定、下草狩りなどの労働の提供もプロ

ジェクトの重要な構成要素になるであろうから、それらが参加者自身に自然とのふ

れあいの貴重な体験を与え、環境教育としても大きな意義をもつことを十分説明す

ることは重要である。しかし、その上でもなお、多摩川源流域の森林の保全がどの

ような重要な意義を持ち、行政的努力ではカバーしきれない部分がどこにあるのか、

地域通貨を介して達成しようとする森林管理の目標がどこにあるのかを明確にして、

社会の賛同を得なければならない。 
２）確保しうる支援の規模が目標に見合ったものであること 
※ プロジェクトの趣旨に賛同する関係地域及び全国の人々の規模をどのように見積も

るかは、目標設定にも関わることである。 
３）特定のサポーターの確保 
※ 不特定多数の協力者のほかに、資金力を有する特定のサポーターを予め確保するこ

とができればプロジェクトは非常に有利になる。 
４）コミュニティウェイの方式をとるべきこと 

※ 地域通貨を介在させて参加と協賛の輪を広げることが適当である。プロジェクト志

向型であるものの、通常は連帯感が薄い多摩川の上下流のコミュニティを結ぶ架け

橋とすることも目指してハイブリッド型の地域通貨に仕立てる工夫が必要である。 
５）魅力あるメニューで地域通貨の循環を促進 

※ 出損者に支給する地域通貨に、魅力的かつ特権的（通常では手に入らない）使途が

用意されていること。また通貨が反復利用する仕組みが用意されていることが必要

である。 
６）情報性を活用すること 
※ 通貨そのものの価値にのみに依らず、通貨の持つ情報性（取引履歴の持つ意味や意

義）を活用することで、価値を倍増する演出を導入する。この情報による価値は、

新たな（別な）価値観、評価軸を創出するものである。 
７）合意に基づく通貨の運用体制を確立 
※ 通貨発行と基金運用の決定を、出損者の意見を反映しつつ行う仕組みが必要である。 
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注１）多摩川流域の環境保全のうち、地域通貨にゆだねられるべき事項を予め明確にして

おかなければならない。地域通貨ですべてが解決できようはずもなく、併せて実施す

べき他の施策も多数ある。 
注２）システム設計については突っ込んだ検討を行っていないが、ITC の活用、クレジッ

トカードとの連携、PR 活動など、運用システムを利便性が高く、上記の条件に有効

に機能するものにするべく今後検討を進める。 
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５．源流通貨の予備的な検討 

 本年度は、源流域の森林保全の強化を機軸にしつつも、多摩川流域全体の環境保全の向

上図ることを目指した地域通貨の存立可能性を探るために予備的な調査を実施した。 
具体的には多摩川流域の市民や流域に立地する企業などを対象として、多摩川流域の環

境の現状に対する認識、環境保全上の課題及び環境保全への意欲高さなどを把握するため

にアンケートを実施したほか、地域通貨の一種であるコミュニティウェイ導入に当たって

特に参考となると思われる全国の民間企業や NPO 等が推進している環境保全行動の事例

について分析・考察した。 
 
５－１ 流域関係者の環境保全と地域通貨に関する意識調査 
（１）アンケート調査の実施概要 

 多摩川流域の環境の現状に対する認識、環境保全上の課題そして環境保全への意欲の高

さなどを把握するために、流域に居住する市民や学校関係者、流域に立地する企業、多摩

川に関心を有する学識経験者など計 1,000 の個人・団体・企業に対して、11 月に郵送によ

るアンケート調査を実施した。アンケート用紙は別添１，２のとおりである。アンケート

項目は、個人と団体・企業とで異なるものとしている。 
 個人に対するアンケート項目は、①多摩川との関わり、②多摩川の環境の現状に対する

満足度、改善を要すると考える点、③多摩川源流域の森林管理に対する問題意識、④源流

域の森林管理向上に担い手と方法に関する意見、⑤源流域の森林管理活動への参加意欲な

どである。 
団体・企業に対するアンケート項目は、上記の個人向けのアンケート項目のほかに、①

各団体・企業の環境保全への取組み、②地域通貨に対する認知度と地域通貨への評価、そ

して、コミュニティウェイについて説明をした上で、③これを導入した場合の参加意欲や

④コミュニティウェイ導入に対する意見などを加えた。 
 

（２）アンケート結果の集計 

（２－１） 個人向けのアンケート結果 

１）回答者の外形的分類 

個人向けのアンケートは電話番号帳に氏名、住所が掲げられている方々から多摩川流域

に在住の 200 名をランダムに抽出したほか、環境分野や河川工学等の分野に造詣が深い学

識者、ジャーナリスト等約 100 名を対象に行った。 
回答を寄せられた方々は 12 月 20 日現在で 55 名であり、男性が 50 名、女性が 5 名であ

った。年齢構成は圧倒的に中高年であり、20 歳代 1 名、30 歳代 5 名、40 歳代 3 名、50 歳

代 9 名、そして 60 歳代以上が 37 名と偏っている。個人情報の流出が大きな社会問題とな

っている昨今、アンケート対象者を多摩川流域から抽出するための方法は限られおり、電

話番号帳からの任意抽出に頼らざるを得なかったが、そのことが年齢構成に偏りを生ずる
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大きな理由でもあったと考えられる。 
回答者の職業をみると、農業関係が 3 名、自営業が 10 名、会社勤務者が 15 名、公務員

が 1 名、教職者が 3 名、無職が 13 名、その他の区分 4 名となっている。 
回答者のうち源流域（奥多摩湖より上流もしくは秋川渓谷よりも上流）に居住する人は

なく、上流域（小河内ダムから秋川合流点までの区間）が 3 名、中流域（秋川合流点から

田園調布堰までの区間）が 33 名、下流域（田園調布堰より下流）が 18 名となっている。

およそ人口比率に対応する回答数となっているが、源流域に居住する方々からは回答が得

られなかったために、小菅村を始めとする源流域の環境保全を強く意識した本研究の目的

に照らすと、中下流域の人々の声しか聞かれなかったことは残念である。このため来年度

調査においては、上流域の意識を直接ヒアリングで補完する必要がある。 
 

２）多摩川の環境に関する意識 

① 多摩川との関わりについて 

 多摩川を巡る環境意識は多摩川との各人が多摩川とどのような接点を持つかに大きく左

右される。このためアンケートにおいてはまず多摩川との関わり合いを質した（複数回答）。 
 その結果、自宅に近いために多摩川を目するとする人の 30 名と多摩川べりの公園・遊歩

道を散策するとする人の 32 名が最も多く、多摩川流域の自然に憩うとする人が 14 名、釣

りや水遊びを楽しむとする人が 10 名、自宅の水道水の取水元が多摩川であるとする人が９

名、多摩川の環境保全活動に参加したことがあるとする人が 9 名、多摩川の河川敷で行わ

れるイベントへの参加を掲げた人が 8 名、河川敷のリクリエーション施設を利用するとす

る人が 4 名、関わりがないとする人が 5 名であった。この中で、多摩川との関わりを消極

的にのみ捉えている（「多摩川を目する」又は「水道水源である」のいずれかしか選択しな

かった）人は 8 名であり、多摩川との関わりを感じていない人 5 名と合計しても 13 名と 4
分の１に留まっている。逆に、多摩川と積極的に関わりあっているとした人（散策、施設

の利用、イベント参加、釣り・水遊び、環境保全活動）は 42 名である。 
② 現在の多摩川の環境に関する満足度について 

 現在の多摩川の環境について不満に感じている点（３つ以内で選択）を、回答数の多い

順に整理すると以下のとおりである。 
          表―２ 多摩川の環境について不満なこと 

   不満なこと 回答者数 

河川敷の散乱ゴミ・雑草の繁茂 35 人 

 河川の水質汚濁 28 人 

 河川の水量が少ないこと 14 人 

 河川及び河川敷の動植物生態系の貧困 12 人 

 河川周辺の公園・遊歩道の欠如・整備不良 11 人 

 河川へのアクセスが悪い（親水性の欠如） 10 人 
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 河川又は河川敷の自然景観の悪さ  9 人 

 河川工作物の景観が悪いこと  8 人 

 リクリエーション施設の欠如・整備不良  3 人 

 その他（ホームレス、奥多摩湖外来種など）  5 人 

 一方、多摩川の環境について満足している点（3 つ以内で選択）を、回答者の多い順に整

理すると以下のとおりである。（なお、選択項目は前述の不満なことと対をなしているので、

同一項目について満足と不満の両方を同一回答者が選択することはない。） 
         表―３ 多摩川の環境について満足していること   

   満足していること 回答者数 

 河川周辺の公園・遊歩道の整備が良好 21 人 

河川又は河川敷の自然景観がよい 20 人 

河川へのアクセスがよいこと（親水性が高い） 17 人 

リクリエーション施設の整備が良好 13 人 

河川の水量が豊富なこと 11 人 

河川の水質が良好  9 人 

河川及び河川敷の動植物生態系が豊か   7 人 

 河川敷が清掃され良好に保持  5 人 

 河川工作物の景観がよい  1 人 

 その他（ 十分に満足できるものはない）  1 人 

 生活する多摩川の区域による差異や、周辺の他の環境と多摩川の環境との相対的な比較

によって回答が異なることは当然であるが、上記の表―２と表―３を同一項目に対する賛

否両論と考えて整理すると下の図－２のようになる。 
 このことから流域市民

の意識の上では、水質が

良好でないこと、ゴミ散

乱・雑草の繁茂及び河川

工作物の景観の悪さに対

する不満が強い一方で、

自然景観、公園整備及び

親水性の良さには満足を

感じている人が相対的に

多いことが伺える。また、

水量、生態系については

不満を感じている人が多

いものの、これを評価する人も少なくない。 
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図―２ 多摩川の環境への満足度 
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３）森林保全に関する意識 

① 多摩川源流域の森林への関心の高さ 

 まず、多摩川源流域を訪れたことがあるか否かという質問に対しては、まれに訪れると

する人が 28 名、一度も訪れたことがないとする人が 20 名であり、年に一、二度訪れると

する人は 5 名、頻繁に訪れるとの回答者は 2 名に留まっている。多摩川は首都圏に生活す

る人々の身近な行楽の場であるものの、源流域を訪れたことがないとする人々は 20 名と 4
割近くを占めていたことは意外に感じられる。 
 ついで、源流域の森林管理についての感じ方を問うたところ、「よくわからない」とする

人が 25 名と半数近くを占め、「だんだん森林が荒廃していると感ずる」との回答者は 16 名

であった。また、「よく管理されていると思う」人は 8 人で、「相当荒廃していると感ずる」

人は 5 名であった。森林の荒廃を多少なりとも感じていると回答した人々の情報の根拠を

問うた質問には、16 名から回答があったが、そのうち新聞・テレビ報道を上げた人が 2 名、

友人から聞いたとする人が 1 名のほかはご自身が源流域を見た経験に基づくものであった。 
 さらに、実際に目撃したか否かに関わらず、森林の荒廃を危惧するか否かについての質

問に対しては、「あまり危惧を感じない」とする回答と「強い危惧を感ずる」との回答が同

数の 9 名で、大方は「やや危惧を感ずる」との回答であった。（今回の質問では源流域の森

林の荒廃の状況を客観的なデータで示さずに回答者の経験に基づき回答を求めている。） 
 また、森林の荒廃が自らの多摩川の環境との関わりとの関連においてどのように認識し

ているかを問うたところ、「強く感ずる」が 16 名、「多少は感ずる」が 25 名で合計 41 名を

占め、全く感じないとしたのは 1 名であった。このことから森林の荒廃が起こったとすれ

ばそれが多摩川の環境に影響を及ぼすであろうとの意識が多くの人々に根付いていること

をうかがわせた。 
 
② 森林保全の主体と方法について 

 森林所有者と行政的な努力だけでは森林の荒廃が食い止められないとすれば、誰が森林

保全に努力すべきかを問うた（3 つ以内で複数回答）ところ、「流域の市民や NGO/NPO」

を挙げた人が 40 名と最も多かったが、ついで多かったのは、「全国の専門家・研究者」で

31 人、「流域の企業・商店」とする回答がほぼ同数の 30 名であった。また、「全国の市民ネ

ットワーク」を挙げた人が 19 名あった。そのほか、全国内水面漁業協同組合連合会及び多

摩川を管轄する漁業協同組合、全国森林組合連合会、森林組合といった林業・水産関連組

織を具体的に掲げた回答が一件あった。 
 これと対をなす質問として、どのような方策で森林を保全することが有効かを質問（3 つ

以内で複数回答）したところ、「森林保全に必要な資金の確保」が最も多く 38 名、ついで

「森林保全に必要な労力の確保」が 30 名、第 3 位は「森林保全の環境意義に関する教育推

進」で２５名であった。その他では、「森林保全の技術開発・供与」が 16 名、「森林保全の

多面的な価値の創出」が 12 名、「森林の恵みの販売促進」が 9 名、「木材製品の販売促進」
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が 7 名となっている。 
 
③ 森林保全の意欲について 

 さらに、そうした森林保全のための行動が行政や市民団体から提案された場合に、ご自

身が参加するもしくは側面的に支援する気持ちがあるかどうかを質問したところ、具体的

な提案がなされなければ判断できないと留保する回答が 15 名からものの、真っ向から協力

を否定する回答は 2 名のみで、多かれ少なかれ森林保全への協力には好意的であった。す

なわち、「そうした気持ちが多少ある」との回答者は 22 名、「そうした気持ちが大いにある」

は 11 名であった。ただし、「すでにそうした活動に参加・協力してきている」との回答は

なく、例えば小菅村が毎年

開催してきた森林ボランテ

ィア活動などの森林保全活

動は個人レベルまで浸透し

ていないことがうかがえた。 
 次に、森林保全への協力

をどのような方法で行うか

を問うた（複数回答）とこ

ろ、「資金提供する」との回

答が 18 名、「森林の特産品

の購入に協力する」

が 19 名と拮抗して

おり、ついで「労力

を提供する」の 15
名が続いている。ま

た、資金提供を選択

した回答者が提供

しうる金額の分布

をとると図―３の

とおりであり、労力

提供を選択した回

答者が提供しうる労働日数の分布は図―３のとおりである。また、森林からの特産品購入

の意思があるとした回答者が求める産品は図―５のとおりである。 
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（２－２） 団体向けのアンケート結果 

１）回答者の外形的分類 

 団体向けのアンケートは、多摩川流域に本社・工場・事業所・店舗を置く企業・商店約

３００、多摩川流域で活動する環境 NGO/NPO 約１００、多摩川流域に所在する小中学校

及び高等学校約２００、多摩川流域を行政区域とする市町村の環境担当部局３５に対して

行った。 
 回答を得たのは１２月２０日現在で１１２団体であり、内訳は学校が最も多く６４（大

部分が小中学校）、民間企業が１６、市町村が１３、各種団体（商工会、観光協会など）が

１１、NGO/NPO が６、そして小売業が１となっている。 
 

２）団体における環境保全への取組について 

 アンケートではまず団体の環境保全への取組の状況について質問（複数回答）をした。

結果は図―６のと

おりである。 
 企業からの回答

が少なく、学校と自

治体が圧倒的に多

いために、省エネ・

省資源、リサイクル

推進と、環境保全の

ための組織体制の

整備をしていると

の回答が目立って
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図―６ 環境保全への取り組み 
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いる。 
 極めて多くの学校において省エネ・省資源、リサイクル推進が行われているほか、市民

や行政とともに地域の環境保全活動を展開している学校もいくつか見られる。学校におけ

る環境保全取組を切り出して一覧表に纏めたのが表―４である。ISO14001 を取得した学校

が一校、環境報告書を作成している学校が一校あったのが注目される。 
  
    表―４ 学校における環境保全への取組の状況（回答があった 64 校中） 

環境保全への取組 学校数 

法令遵守のための組織・体制整備 ４ 

ISO14001 を取得 １ 

環境報告書作成 １ 

省エネ・省資源の努力 ３３ 

資源リサイクルの努力 ４５ 

行政や市民団体の環境活動に資金・労力を提供 ５ 

行政や市民団体とともに環境活動を企画し自らも実施 ６ 

自ら環境活動を提案し、実施 ８ 

その他の環境保全活動＊ ７ 

現在は何もしていない ６ 

 
３）多摩川の環境に関する意識 

① 多摩川との関わりについて 

 団体・組織と多摩川との関わりについて質問したところ、回答は図―７のとおりであっ

た。学校においては身近にある多摩川を環境教育の場として活用しているとの回答が多か

った。その他に

も、環境保全活

動の場としての

利用や職員の憩

いの場としてい

るとの回答が多

くなっており、

多摩川の環境が

地域にとって貴

重であるとの認

識を示している。 
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② 現在の多摩川の環境に関する満足度について 

 個人向けと同様に多摩川の環境に対する満足度について質したところ、回答は表―５，

表―６のとおりであった。さらに、個人からの回答と同様に同一項目について満足、不満

を重ねて図化すると図―８のとおりとなる。この結果は、およそ個人からの回答と類似し

ている。（回答が記入した担当者の個人的な認識でよいとしたためもある。） 
表―５ 多摩川の環境について不満なこと 

   不満なこと 回答数 

河川の水質汚濁                44 

河川の水量が少ないこと 23 

河川敷の散乱ゴミ・雑草の繁茂 66 

河川又は河川敷の自然景観が悪いこと 10 

河川工作物の景観が悪いこと 11 

河川及び河川敷の動植物生態系の貧困 22 

堤防等による河川へのアクセス阻害（親水性の欠如） 24 

河川敷のリクリエーション施設の欠如又は整備不良 13 

河川周辺の公園・遊歩道の欠如又は整備不良 21 

その他 （具体的に記述してください） 8 

  
表―６ 多摩川の環境について満足していること 

満足していること 回答数 

河川の良好な水質 15 

河川の水量が豊富なこと 20 

河川敷が清掃され良好に整備されていること 13 

河川又は河川敷の自然景観がよいこと 35 

河川工作物の景観がよいこと 4 

河川及び河川敷の豊かな動植物生態系 19 

河川へのアクセスがよいこと（親水性が高いこと） 30 

河川敷のリクリエーション施設が整備されていること 20 

河川周辺の公園・遊歩道が整備されていること 36 

その他（具体的に記述してください） 5 

 
 多摩川の環境に不満を感じている項目について、誰が主体となり、どのような方法・手

段で改善を進めていくべきかとの質問に対しては、水質の改善とゴミ散乱・雑草の繁茂の 2
項目に多くの回答が寄せられ、それぞれ 30 件及び 29 件の回答数であった。このうち、水

質改善に関しては行政が主体となるべきとの回答が多かったが、併せて市民の協力、官民
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一体的な努力が必要との回答も見られたほか、森林の整備が必要との回答もあった。 

一方、ゴミ散乱・雑草の繁茂については、団体の種類によらず身近な問題として捉える

傾向が強く、地域の幅広い関係者が協力して改善に努力すべきとの回答が目立っている。 
 
４）森林保全に関する意識 

① 多摩川源流域の森林への関心の高さ 

 多摩川源流域の森林の荒廃を感じているかどうかの質問に対しては、「よくわからない」

とする回答が多かった（４８件）と同時に、実体験に基づいて「だんだん荒廃していると

感ずる」との回答が相当あった（34 件）。「すでに相当荒廃していると感ずる」との回答も

15 件あった。また、「よく管理されている」との回答は 11 件であった。 
 ついで、森林の荒廃がさらに進んだ場合に、流域に与える環境悪化や治水・治山への影

響について危惧を感ずるかとの質問に対しては、大多数がすくなからず危惧を感ずると回

答しており、個人へのアンケートに比べて「強い危惧を感ずる」とする回答が「やや危惧

を感ずる」を相当程度上回り 6 割を占めていることが注目される。これと関連する質問で、

森林の管理充実が属する組織と多摩川の環境との関わりに深く関連すると感じるか否かを

問うたところ、「強く感ずる」、「多少感ずる」が 7 割を超え、「あまり感じない」、「全く感

じない」が 3 割弱となっている。 
 
② 森林保全の主体と方法について 

 森林所有者と行政的な努力だけでは森林の荒廃が食い止められないとすれば、誰が森林

保全に努力すべきかを問うた（3 つ以内で複数回答）ところ、「流域の企業・商店」が最も

多くて 59 件、ついで「全国の専門家・研究者」で 3６件、「全国の市民ネットワーク」を挙

0

10

20

30

40

50

60

70

80

回答数（延べ数）

水質 水量 ゴミ 自然景観 人工景観 生態系 親水性 レク施設 公園 その他

多 環 足度

満足

不満

図―８ 多摩川環境の満足度 



地域通貨を用いた多摩川源流域における環境機能の向上に関する研究 

 

42 

げた回答が 28 件、「流域の市民及び NGO/NPO」が 10 件であった。「その他」を選んだ回

答の大部分はその主体を国又は自治体としている。「流域の企業・商店」が圧倒的に多いこ

とは個人へのアンケート結果と異なっているが、企業・商店からの回答中でもこれを選択

した団体は少なくないことは注目される。 
 これと対をなす質問として、どのような方策で森林を保全することが有効かを質問（3 つ

以内で複数回答）したところ、「森林保全に必要な資金の確保」が最も多く 91 件、ついで

「森林保全に必要な労力の確保」が 70 件、第 3 位は「森林保全の環境意義に関する教育推

進」で 53 件であった。その他では、「森林保全の技術開発・供与」が 37 件、「森林保全の

多面的な価値の創出」が 14 件、「森林の恵みの販売促進」が５件、「木材製品の販売促進」

が 7 件となっている。この回答状況は個人向けアンケートとほとんど同じである。 
 
③ 森林保全の意欲について 

 さらに、そうした森林保全のための行動が行政や市民団体から提案された場合に、ご自

身が参加するもしくは側面的に支援する気持ちがあるかどうかを質問したところ、「具体的

な提案がなされなければ判断できない」と留保する回答が 35 件と多く、「支援はむつかし

い」する回答が８件、「場合によっては支援する」が 17 件、「多くの市民が立ち上がるなら

ば側面的な支援を検討する」が 20 件となっている。「その他」では学校関係者からの“環

境教育を通じて”との回答のほか、調査データの提供を掲げるものなど計 14 件あった。 
また、「すでに森林保全のための活動をしており、今後も続けていく」との回答も 10 件

寄せられている。来年度調査ではこれら活動の詳細を、ヒアリングを通じて把握したい。 
 次に、森林保全への協力をどのような方法で行うかを問うた（複数回答）ところ、学校

関係者からの回答が多数を占めていることを反映して「森林保全の重要性について普及啓

発活動を行う」が最も多く 71 件、「労力を提供する」が 16 件、「資金提供する」が 13 件、

「森林の特産品の購入に協力する」が 12 件である。このうち個人への質問と共通する   

１．資金提供、２．労力提供、３．特産品購入の回答数を対比したのが図―９である。 
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５）地域通貨の認知度及び意見 

 地域通貨（地域通貨、エコマネー、LETS、コミュニティウェイなど）について知ってい

るか否かという質問に対して、「よく知っている」との回答は 9 件に留まり 1 割に満たない。

「少し知っている」、「言葉を聞いたことがある」がそれぞれ 33 件、37 件あった。また、全

く知らないとの回答が 31 件あった。 
地域通貨について多少なりとも知っているとの回答者に対して、地域通貨発行に関わっ

たことがあるか否かを問うたところ、「発行に関与したことがある」が１件、「流通に協力

したことがある」が３件、「関与したことがない」が大多数の 78 件となっている。 
次に、コミュニティウェイの概念について説明をした上で、その導入の企画があるもの

としてこれに対する意見を聞いた。ご存じない団体が多いことから、これに対する回答も

「わからない」とするものが 92 件と圧倒的に多かったことは当然ながら、参加したいとす

る回答が 9 件、参加したくないとの回答が 3 件あった。参加したくないとの回答を寄せた

団体にその理由を聞いた（複数回答）ところ、「多摩川の環境保全に関心がない」、「森林保

全に貢献する必要を感じない」が計 4 件であった。 
 なお、コミュニティウェイにどのような機能を期待するかとの質問（複数回答）に対し

ては、表―７のとおりであった。 
表―７ コミュニティウェイに期待する機能 

期待する機能 回答数 

(ア) 森林保全等の環境保全が促進されること 73 

(イ) 環境保全活動を介し地域の人々の連帯感や相互扶助意識が高まること 57 

(ウ) 商品・サービス割引等の特典を得られること 4 

(エ) 地域で活動する NGO/NPO 活動への支援強化が図られること 21 

(オ) 環境ボランティア活動への市民等の参加が促進されること 46 

(カ) 地域経済の活性化が図られること 14 

(キ) 期待するものがない。 0 

(ク) その他 1 

 
この結果の正確な解釈は、今後追加調査を進めながら固めていく必要があるが、環境保

全の促進、連帯感の強化、市民の環境保全への参加促進といった、導入の趣旨に賛同する

意見が多く、商品・サービスなどの得点が得られる、地域経済への活性化が図られるなど

の実利的な項目への期待は相対的に低いように見受けられる。 
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５－２ 源流通貨導入を検討するに当たって参考とすべき先行事例 

 ここでは、コミュニティウェイに類似した仕組みをもつ民間企業や NPO の環境保全取組

の例や、森林保全の観点からの民間企業の取組例をとりまとめた。 
それぞれ地域通貨としての機能はうたっていないが、地域通貨としてとらえることので

きる取り組みである。 
 分類として、（１）は地域、ＮＰＯが主導して、（２）は企業が主導して取り組むもので、

大半がプロジェクト志向の取り組みであるが、一部に商店街ポイントやクレジットカード

の手数料の一部が募金される経済循環指向型の取り組みが見うけられる。 
 また、（３）は企業単独の取り組みであるが、地域通貨の要素を加えることが有効である

と考えられるものである。 
 これらの取り組みは、それぞれ単独に取り組まれている事例であるが、我々の志向する

地域環境通貨はこれらを統合するものであると考えている。 
 
（１）地域、ＮＰＯが主導する取り組み 

ア）空き容器回収機ＲＶＭ 

ＲＶＭは、投入された容器（空き缶・ペットボトル等）の正確な分別、減容、大容量保

管、そして還元までを１台でこなすシステムである。機器としては通常の自動販売機のサ

イズであり、市民はこれに容器を投入することで、ポイントが付与たり、抽選で商店街の

サービス券がもらえたりするシステムで、通常の自治体回収によらない容器回収を実現す

るものである。 

市 民

協力店等

再生事業者

ＲＶＭ

ポイント
カード

サービス

収集・中間処理

資源売却益

回収協力

ポイントカード

ポイント還元

ポイント還元

 
図－１０ ＲＶＭによる回収とポイントシステム 
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＜システムとしての着眼点＞ 

元々は欧米であき容器のデポジットを実現する機械として開発されたものであるが、国

内では富士エンビプコ（株）、（株）トムラ・システムズ・ジャパン・アジアパシフィック

が容リ法の回収ルートに乗らない市民参加型の独自回収ルートとして提案している。 

デポジット的な運用が可能なため、参加者の協力に対してポイントを還元することがで

きる。 
ポイント還元のための原資としては、設置する商店街等が集客のための広告宣伝費とし

て負担するほか、アルミ缶やＰＥＴボトルなどはその売却益が充てられるとしている。 
特に、富士エンビピコ社製のＲＶＭは容器のバーコードを読んで処理するため、回収さ

れた容器の製造者が特定でき、製造者のポイント負担の可能性があると考えられる。 
  
＜環境保全の目的＞ 

 通常の自治体の容器回収との違いとして、回収機で容器を圧縮あるいは破砕するため回

収に際する減容率が１０分の１程度になる。また、確実な容器分別が可能なためリサイク

ルの前処理行程がほとんど必要ないとされる。 
さらに、市民を資源循環のネットワークに主体的に参加させることで、環境教育効果が

あると考えられる。 
 
＜地域通貨としての機能＞ 

 消費者（客）にとっては、身近な環境保全の取り組みでポイントが還元され、また、抽

選機能を利用したゲーム感覚の参加が可能である。提供者（店）にとっては商店街、店舗

への集客につながる効果が期待できる。 
 財の流通に経済的インセンティヴを持たせると共に、地域の振興を実現する地域通貨と

しての有効性があると考えられる。 
 また、この仕組みを利用して中間処理業者が回収ルートを確立することで、廃棄物であ

る容器の有価性を上げ、これを市民に地域通貨として還元していこうと取り組む事例もあ

る。 
  
＜流通の状況＞ 

 現在は、国内に５００台程度の試験的設置が行われている。福岡県篠栗町では自治体の

容器回収をすべてＲＶＭで行っているほか、品川区の商店街をはじめ多くの商店街で商店

街等のポイントシステムを運用し商店街活性に役立てている、また、北九州市の環境パス

ポート事業では地域通貨の交付を行った実績がある。 
今後、容リ法の改正により、その利用動向が注目される。 

  
参考）富士エンビピコ提供資料より 
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イ）アドバシ 

「アドバシ」プロジェクトはＮＰＯ法人エコメディア・ファウンデーションが提案する国

内の森林保全プロジェクトである。「アドバシ」＝advertisement＋割り箸の造語であり、

割り箸の袋に広告を載せて、環境保全を呼びかけようというものである。 
 
＜システムとしての着眼点＞ 

 ４倍の価格差がある国産材は外材の割り箸の価格差を埋めて、国産間伐材の有効活用を

促進させようというもので、使用される店舗の環境保全をアピールするとともに、広告主

を店舗以外の企業に求めることもできる。 

 
図－１１ 一膳あたりの割り箸の値段 

 これらの広告にプラスして、地域商店街のサービス券や地域通貨を載せる活用法を提案

し、広告効果を高めると共に、使用済み割り箸の回収、再利用を促進しようという取り組

みも試行している。 
 これらを地域通貨として使用する場合、原資を広告料に含めて考えることになり、集金

システムとして有効である。 
  
＜環境保全の目的＞ 

 同ＮＰＯ法人の主張によれば、外材（中国、東南アジア等）由来の割り箸は、国産材の

ような間伐材の有効活用ではなく、皆伐によるものであり森林破壊の原因になっており、

さらに、箸を白く見せるために漂白剤を使用しており、健康にも良くないと主張している。

国産間伐材の有効利用により国産間伐材の安定的な利活用ルートを確保し、国内の森林保

全に寄与しようというもの。 
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＜地域通貨としての機能＞ 

 消費者（客）にとっては、地域商店街等での環境保全の取り組みを身近に感じることが

でき、提供者（店）にとっては直接的に集客につながる効果が期待できる。 
 原資の点で、安定的な広告主の確保ができれば、地域通貨として安定的な運営と、森林

保全が可能なシステムであるといえる。 
  
＜流通の状況＞ 

 現在は、学園祭やイベント等での利用が中心であるが、大手企業からの協賛の問い合わ

せがあり、間伐の有効活用による森林の保全効果が有効に証明できれば、今後のプロジェ

クト拡大に期待できる。 
  
参考）ＮＰＯ法人エコメディア・ファウンデーション プレゼン資料より 
 
ウ）瀬戸内オリーブ基金 

瀬戸内オリーブ基金は、わが国最大級の産業廃棄物の不法投棄事件として注目を集めた

豊島事件を契機として、平成１２年に中坊公平氏と安藤忠雄氏の呼びかけで、豊島及び直

島から瀬戸内海周辺一帯を対象にオリーブの木をはじめとした緑化活動を行うため基金が

設立された。市民の個別参加だけでなく、株式会社ユニクロが参加を呼びかけたことで、

全国規模の活動として広がりを持っている。 
 

＜システムとしての着眼点＞ 

 寄附１０００円に対して、一本の植樹を行うというシステムで基金を呼びかけている点

で、集金システムとしてわかりやすいシステムである。 
 問題意識を、環境に大きな負荷を与えた廃棄物不法投棄問題に求めている点で、参加者

にとってもわかりやすい参加動機を与えると共に、オリーブの生長を楽しみにする演出も

基金の特徴といえる。 
 また、株式会社ユニクロのように、消費者の善意を集め、これに企業の寄附を加えて企

業の社会貢献として表現する寄附手法として注目できる。 
  
＜環境保全の目的＞ 

前述のように、瀬戸内の自然環境を回復することを目的としており、最終的には、100 万本のオリーブ

の木を植えることを目標としており、5 年後、10 年後には瀬戸内海一帯を人間と自然とが共存する豊かな

地域に再生し、美しい故郷として子孫に残すことを目的としている。 

オリーブは生長すれば、商品作物としての価値があり、地域の産業の振興も併せて実現することとなる。 
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＜地域通貨としての機能＞ 

 本基金は地域通貨としての運用は前提としていないが、地域通貨の原資を集めつつ、市

民の参加を呼びかける手法としては期待ができる。 
 将来のオリーブ産業による地域振興、観光客の誘致などを視野に入れることで、地域通

貨として運営していくメリットがあると考えられる。 
  
＜流通の状況＞ 

 基金の状況は、図に示すように２０分の一の目標達成率で、７千万円程度の寄付額があ

り、一口１０００円の寄附に対して、オリーブの木の苗を用意する費用が小さいが予想さ

れ（瀬戸内オリーブ基金事務局の公表はない）、地域の問題を考える通貨の原資としての展開も期

待できる。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

（2005 年 11 月 17 日現在） http://www.uniqlo.co.jp/society/action/olive.html 
図－１２ 植樹の状況を知らせるＷｅｂサイト 

 
 
参考）瀬戸内オリーブ基金Ｗｅｂサイト（http://www.teshima.ne.jp/olive_kikin.htm）、 

廃棄物対策豊島住民会議Ｗｅｂサイト（http://www.teshima.ne.jp/）より 
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エ）グリーン電気料金制度 

「グリーン電気料金制度」は、国内10 電力会社が中心になってスタートした自然エネル

ギー電力の買い取り制度である。 

代表例として、ＮＰＯ法人北海道グリーンファンドと北海道電力の取り組みをみると、

月々の電気料金に5％のグリーンファンド分を加えた額を支払い、グリーンファンド分を自

然エネルギーによる「市民共同発電所」を建設するための基金として積み立て、運用して

いる。個人の負担としては、1ヶ月の電気料金が8千円だとしたら、4百円が基金になる。 

 

 

図－１３ グリーン電力料金制度 

 

＜システムとしての着眼点＞ 

 「市民の風車をたてよう」などの呼びかけのもと、自然エネルギー基金への負担を呼び

かけている点、さらに、電力会社の買い取り制度を背景とした点は、基金の目的性と安定

性を担保しているといえる。集金システムとしては任意の寄附に近いものがある。 

ただし、電気代の5％を単なる寄附・負担ととらえるのではなく、省エネ、節電して電気

代を5％浮かせて、その分を基金にするという発想をよびかけ、環境家計簿等を活用し総合

的に取り組んでいる点が注目できる。 

 
＜環境保全の目的＞ 

北海道グリーンファンドは本制度に３つの利点を唱えている。環境にやさしいエネルギ

ー未来への意思表示ができ、誰もが気軽に環境のためになることを継続的に続けられる仕



地域通貨を用いた多摩川源流域における環境機能の向上に関する研究 

 

50 

組みをつくること（電気代５％の寄付）。電気料金５％の寄付は節電することで生み出し、

電気の使用量を減らすこと（電気使用量の５％削減）。そして、自然エネルギー普及のた

め市民共同発電所を市民の手でつくることの３つである。 

 

＜地域通貨としての機能＞ 

 北海道グリーンファンドの事例では見られなかったが、個人の寄付の見返りに「グリー

ン証書」、これらを企業として取り組み寄附した場合に「グリーン証券」を発行する例があ

る、現在は、自主的な取り組みにすぎないが、将来、消費者や電力会社などに一定量の自

然エネルギー発電による電力購入を義務づける制度ができた際には、これが取引できるよ

うにしていきたいという動きがある。これらの価値をもとに、地域通貨の原資としていく

ことも大いに期待できる。 

 
＜流通の状況＞ 

 市民風車の活動は、徐々に広がりをみせ、これらの活動は一様に市民の支持を得ている

と考えられる。ＣＯ２排出権取引の動向によっては、さらに盛んな取り組みとなる可能性

がある。 
  
参考）ＮＰＯ法人北海道グリーンファンドのＷｅｂサイト

（http://www.h-greenfund.jp/index.html）より 
 
（２）企業が主導し市民が参加する取り組み 

ア）ノーレジ袋・マイバック運動 

「買物袋持参運動（ノーレジ袋・マイバック運動）」は多くの小売店、商店街単位で取り

組まれている活動で、買い物の度に消費されるレジ袋を削減しようという取り組みであり、

多くの場合、事業者が取り組みを提唱し、消費者と共に取り組む活動である。 
 

＜システムとしての着眼点＞ 

レジ袋の削減は、身近な取り組みであること。消費社会の象徴的存在であることなどか

ら、事業者と市民が共に取り組んでいける良い題材である。取り組みの経済性としても、

レジ袋の削減に対して、企業としてレジ袋が不要になるメリット、容リ法の事業者負担の

削減のメリットが上げられ、その部分のメリットを消費者の協力に対して還元していくと

いうシステムが描きやすい。 

 
＜環境保全の目的＞ 

レジ袋の削減効果としては、原料である石油の使用量削減や家庭でのレジ袋廃棄量の削

減などの効果がある。ただし、昨今のレジ袋は軽量化が図られており、特筆するほどの削
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減効果はないが、全ての国民が参加したとすれば大きな削減効果となる。 
 

＜地域通貨としての機能＞ 

 現在の多くの小売店での取り組みは、レジ袋を断るごとのスタンプカードにスタンプを

押し、貯めるとその小売店でのサービスに変えられるという取り組みが一般的である。 

 これらの活動に対して北九州市の環境パスポート事業など地域通貨のポイントとしてい

く取り組みも多く、大きな取り組みとしては愛・地球博におけるＥＸＰＯマネーの取り組

みがある。 

ＥＸＰＯマネーの取り組みは、参加登録した事業者のレジ袋スタンプ等をマネーに変え

ることができた。参加者は、獲得したマネーの一部がエコ商品と交換ができ、残りは植樹

活動への寄附とするというもので、その原資は協賛企業が負担するというものであった（残

念ながら植樹の実績は公開されていない）。 

 

図－１４ ＥＸＰＯマネー概念図 
＜流通の状況＞ 

 ノーレジ袋・マイバックの取り組みは、多くの活動実績が報告されており、イオン（株）

の報告では、2004 年度にイオン（株）で削減したレジ袋は、石油に換算すると、およそ 3,312

キロリットル分、200 リットルドラム缶に換算すると、およそ 16,560 本分になったとされ

ている。 

 その他、容器包装をあつかう事業者の多くのアニュアルレポートなどで取り上げられて

いる。 

 
参考）イオン株式会社のＷｅｂサイト（http://www.aeon.info/）より 
   ＥＸＰＯマネーのＷｅｂサイト（http://eem.jp/jp/）より 
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イ）ＥＣＯサポートプラン 

「ECOサポートプラン」は、東京電力が消費者の高効率電気給湯機「エコキュート」の購

入に際し、「エコキュート」使用によるCO2削減に対して、ECOサポートマネーとして現金5,000

円のキャッシュバックを行うとともに、CO2削減証明書を発行、さらに、東京電力では、「ECO

サポートプラン」へ参加した消費者の想いをもとに「森林保全活動」に5,000円を拠出する

という取り組みである。 

 

＜システムとしての着眼点＞ 

消費者の環境負荷が低いが価格の高い機器の導入に対して、報奨金を出そうというもの

である。その一方で、東京電力も同額の寄附をするとしたところが興味深い制度である。 

 ただし、消費者にとっては購入に際する割引としか受け取られない可能性があり、CO2削

減証明書は経済的な裏付けは今のところない。 

 
※1  一定の給湯負荷条件をもとに算定した従来型の燃焼式給湯器の CO2 排出量と「エコキュート」の CO2 排出量の差に

より算定。CO2 削減量算定については、中央青山サステナビリティ認証機構（東京都千代田区）によって認証済みです。 

※2  算出方法は東京電力算定によるものです（植林・間伐などによる森林保全活動の場合）。  

※3  ECO サポートマネー5,000 円は、エコキュート 1台の CO2 削減量を金銭価値に換算したものです (東京電力算定)。 

図－１５ ＥＣＯサポートプラン概念図 
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＜環境保全の目的＞ 

森林保全活動に対しての基金として企業が費用を拠出するにあたり、消費者と共に取り

組むという状況を演出することとなる。 

 

＜地域通貨としての機能＞ 

 これらの取り組みは地域通貨を前提としていない、しかし、これらの取り組みをさらに

一歩進めて、地域通貨の原資としていくことは大いに期待できる。 
 
＜流通の状況＞ 

 東京電力の報告によると、１６年度の実績として、CO2削減量 11,421t-CO2/年（一般家庭 

約 3千世帯分の排出量に相当）を実現したとしている。 

 

表－８ ＥＣＯサポートプラン実績 

 申込件数 
CO2 削減量 

(t-CO2/年) 

１件あたり CO2 削減量 

(t-CO2/年) 

家庭部門 11,499 5,749.5 約 0.5 *1 

業務部門 94 5,671.5 *2 約 60 

合計 - 11,421.0 - 

＊１ 一定条件下における従来型燃焼式給湯器との差（中央青山サステナビリティ認証機構の認証済み） 
＊２ 業務部門の CO2 削減量は、申し込み時点の推定量の集計値。（1 年間計測後に確定） 

  
参考）株式会社東京電力のＷｅｂサイト

（http://www.tepco.co.jp/eco/support_plan/family/index-j.html）より 
  

ウ）ダイヤスタンプ 

東京都世田谷区の烏山駅前通り商店街（えるもーる烏山）の「ダイヤスタンプ」事業は、

昭和 40 年に始まり、開始から一度も前年の実績を下回ったことがない。平成７年にはスタ

ンプの売上が３億円を突破し、全国で一番の規模を誇る。 

 
＜システムとしての着眼点＞ 

システムとしては媒体がシール方式から磁気方式を経て、接触式ＩＣカードに進化して

いるが、あわせてシール方式も併用している。 

商店はシールポイント１枚を２円で買い取り、消費者は３５０枚で５００円相当のサー

ビスと交換できる。つまり、本来の価値は７００円（２円×３５０枚）であり、差額２０

０円がスタンプ事業の運営費になる仕組みである。 
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＜環境保全の目的＞ 

通常は商店街のポイントシステムであるが、実験的に地域環境保全のために使われたこ

とがある。「クリーン・クリーン大作戦」（清掃、自転車の整理）、公園整備事業等の地域貢

献活動に対して、エコマネーが参加者に配布された。（実験時の名称は「いいポン」（いい・

こみゅにてぃポイントを略して）） 

本実験以来、ダイヤスタンプ事業は、地域通貨「せたがやポイント」と連動し、複数の

商店街のスタンプ事業による商流、地域ボランティア活動、鉄道による人の移動を媒介す

る地域情報メディアとなっている。 
 

 

図－１６ いいポン実証実験の概要図 

 

＜地域通貨としての機能＞ 

 既に、烏山商店街では第２の通貨としての位置づけを持ち、地域で活用されている。原
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資がしっかりしたシステムであり、これが地域に定着した要因であると考えられる。 
 
＜流通の状況＞ 

 前述の通り、毎年スタンプに関連する売り上げが、数億円単位。 
 
参考）えも～る烏山のＷｅｂサイト等 

（http://www.elmall.or.jp/）
（http://www.internetclub.ne.jp/MRIKAI/region/NO50/l_topi/l_topics.html）より 

 

エ）クレジットカード等による寄附 

① 貯金・預金の利子・利息から寄付 

「郵便局「国際ボランティア貯金」・・・郵便局の通常貯金の受け取り利子の全部または

一部を寄付。集まった寄付金は、民間援助団体（ＮＧＯ）が海外で実施する援助事業に

配分される。  

 

② クレジットカードの利用額から寄付 

指定した社会貢献カードの利用額の一定割合が、カード会社から自動的に指定の団体に

寄付される。ほとんどのケースでカード会員の負担はなく、会員のカード利用実績に応じ

てカード会社が利益の一部を寄附するというもの。一部のカードに、カード利用実績に対

するポイントを、選択で寄附すするもの。年間一定額の寄附をするものがある。 

 

＜システムとしての着眼点＞ 

消費者の負担意識のほとんどないまま、寄附を誘導する制度としては有効な手段である

が、寄附意識がないことで市民の盛り上がりにはつながりにくい。 

カードの請求と併せて処理できることから、集金システムとしては有効である。 

 
＜環境保全の目的＞ 

郵便局の場合はＮＧＯ支援を通じて、一部が環境保全に寄与するというものであるが、

クレジットカードの場合は、寄附対象は環境保全に止まらず、国際ボランティア、世界遺

産保全など様々な目的に向けられる。ただし、昨今の環境意識の高まりからか環境の配慮

した貢献に対する募金をうたうカードが多く発行されている。 

多くの場合、寄付先は基金を通じて、寄付先を決定している。 
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図－１７ エコカード基金の概要図 

 

＜地域通貨としての機能＞ 

 前述の通り、消費者の寄附の感覚が希薄になりがちなシステムであり、市民が主体的に

寄付先を決定していくような仕組みがあれば、さらなる広がりを期待できるシステムであ

る。この観点からも、地域通貨の市民（消費者）が、その利用先を決定していくことで、

寄附が成立していくシステムは価値があると考えられる。 
 
＜流通の状況＞ 

 寄附の状況としては会員には報告がなされているようであるが、公表資料は少ない。 
 
 
参考）コスモ・ザ・カード「エコ」のＷｅｂサイト

（http://www.cosmo-thecard.com/ncd/eco/index.asp）より 
 

 

（３）企業単独の取り組み 

ア）水源を守る活動 

 サントリー株式会社は、飲料メーカーであることから製品づくりに水が欠かせない、よ
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って、水源涵養活動を社会的責任と認識し、森林保全活動の場をサントリー「天然水の森」

と名付け、各地で展開している。 

九州熊本工場の水源地にあたる熊本県南阿蘇外輪山で、国と協働して60年間にわたり国有

林102haを整備するほか、2004年から山梨県にある白州蒸溜所、白州水工場近くの森林約

62haを）国土緑化推進機構と協働で整備するなど積極的に活動を行っている。 

 

＜システムとしての着眼点＞ 

企業単独の取り組みであり、企業が独自に社会的責任と考える範囲内での取り組みであ

り、現状ではこれに他のステークフォルダーの介在する余地はない。 

 
＜環境保全の目的＞ 

純粋に水源涵養林の保全を行うほか、絶滅危惧種の保護を行うとなどの活動を、社員の

取り組みとして行っている。 

2004年からは南阿蘇「天然水の森」に子どもたちを対象としたサントリー「森と水の学校」

を開校、2004年度は、約1,600名の親子の参加があった。 

 

＜地域通貨としての機能＞ 

 地域通貨としての要素はないが、サントリーの取り組みは企業の閉じた環境貢献であり、

一方的な社会貢献である。地域通貨を通じてステークフォルダーを巻き込んだ環境活動に

広げていく上で、地域通貨を用いることは有用である。 
 
＜流通の状況＞ 

 詳細な費用は公表されていないが、サントリーの２００４年度のＣＳＲレポートのよる

と環境対策費用（「天然水の森」事業など）は６億円程度とある。 
 
参考）サントリー（株）のＷｅｂサイト（http://www.suntory.co.jp/）より 
 

イ）環境配慮商品の表示 

 多くの企業が自社の環境配慮商品に対してエコマークを表示するなどの取り組みを行っ

ているが、小売店として環境配慮商品に独自のエコマークを表示する取り組みがある。 

 ここではイオン（株）の取り組みを紹介する。イオン（株）「トップバリュ」制度は、食

料品・衣料品・家庭用品など生活のすべてをサポートする約 2,000 品目を、4つのブランド

でカテゴリー展開している。特に「共環宣言」ブランドは、リサイクル・クリーン・ナチ

ュラルの視点で開発したエコロジー商品を、「グリーンアイ」は、農薬や化学肥料、抗生物

質、合成添加物の使用を抑えて作られた農・水・畜産物とそれらを原料に作られた加工食

品を認定して販売している。 
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＜システムとしての着眼点＞ 

消費者の声が直接営業活動の官営する小売店ならではの消費者との距離感で設定された

ブランドであり、消費者へのメッセージ性の大きな取り組みである。商品に付加価値をつ

けるという意味でも機能している。 

 
＜環境保全の目的＞ 

トップバリュ「共環宣言」は、リサイクル・クリーン・ナチュラルの視点で開発した、

エコロジー商品ブランドで、消費者ともに環境保全に貢献する商品である。商品化の姿勢

には「環境に配慮しているから高価格で当然」という考えをなくし、品質と価格にこだわ

った魅力のある商品を届けることが目的となっている。 

 

＜地域通貨としての機能＞ 

 我々の提唱する地域通貨としては、地域通貨で交換できる商品を一つのブランドとして

扱うことを提案しており、この種の環境ブランドの設定は有効である。 
 
参考）イオン（株）のＷｅｂサイト 

（http://www.aeon.info/topvalu/topvalu/kyokan.html）より 
６．源流通貨の提案 

６－１ 源流通貨提案の意図 

本研究では、小菅村の森林の適切な管理方策を見出そうと、村と協力して源流地域の“地

域通貨”の社会実験プロジェクトをするものである。 
前述のように、地域通貨とは法定通貨と違い、ある地域や、ある目的に限定して通用す

る通貨のことで、法定通貨では競争力の無い市場をブロックしたり、法定通貨では表現し

にくい価値を流通させたりする試みである。日本各地でさまざまな特色を持った通貨が登

場しており、地域の福祉や環境のボランティア活動を支えたり、商店街の振興に役立った

りしている。 
小菅村および多摩川流域で計画している地域通貨は、“流域”に限定した“川（水源）の

環境保全”に目的をおいた地域通貨で、我々はこれを“源流通貨”と定義している。“源流

通貨”は源流地域と下流の都市地域をつなぐ試みで、流域経済圏の環境的側面を明らかに

することになる。さらに、源流通貨を介して、上下流の環境の心をつなぎ、コミュニケー

ションの促進を図ろうとするもので、源流通貨によって実経済のグリーン化を促すことを

期待している。 
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６－２ 流通のデザイン 

通貨の流通は、多くの流域の市民、企業の方々に、源流通貨を介して、源流域の環境保

全に関与していただきたいと考えている。そして、通貨の循環は既存の取り組みを活かす

形で構築したいと考えている。以下に流通のコンセプトを示す。 
流通は、大きく分けて３つ考えられる。 
①は交流人口である都市住民が、源流域で各種ボランティアプログラムに参加したこと

で、通貨がもらえて、これが村内での様々なサービスに変えるというもの、②は源流域住

民間での流通で、村民が受け入れた源流通貨を用いて、村内のサービスを受けていくもの、

③は都市住民が流域エリアでの環境改善活動プログラムに参加することで通貨がもらえて、

これが源流域で使えるというもので、源流通貨を使うことで、主に①が観光による交流人

口の増加を促進する効果が期待でき、「プロジェクト志向型地域通貨」の性格を有している。

②が村内での経済循環型のコミュニティの活性化を促す効果が期待でき、「コミュニティ志

向型地域通貨」「経済循環指向型地域通貨」の性格を有している。③が企業等の森林保全運

動に対する寄附メリットを増大させる効果があり、「プロジェクト志向型地域通貨」で特に

「コミュニティウェイ型地域通貨」の性格を有していると考えている。 
 

図―１８ 多摩川流域の一体感の創成 
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① 源流域でのプログラム 
源流域でのプログラムは、市民参加の源流水源涵養林保全活動を中核にいくつかのイベ

ントを設定し、これにボランティア参加した都市住民に地域通貨を発給しようというもの

で、発給された地域通貨は次節に示す特典プログラムや地域の公共施設、協力店などで消

費される。（これらの消費された通貨は②につながる利用を考える） 
これらの通貨の原資となる事業費は、流域企業や労力の提供をしない市民からの金銭的

な寄附でまかなうものとする。

14
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図―１９ 流域でのプログラム 

 
② 源流住民間での流通 
 前述で源流域に流通した地域通貨は、村内での経済循環型のコミュニティの活性に活か

されるものと考える。既に行われている、村内での間伐材を利用した商品の利用や、さら

なる山の資源（現在では使われなくなった森に恵みに利活用）の有効活用につながるよう

設計されることが望ましい。こうした未利用バイオマスの利活用が、村の農産品の付加価

値を高める好循環が生まれることが望ましい。 
また、村民の福利厚生に活用できるようにすることが考えられる。多くの中山間地では

公共施設として温泉施設や交流施設が整備されており、これらの施設は遊休資本となって

いることが多く、これを活用した活性が望まれる。 
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③ 都市でのプログラム 

また、これらの源流域での問題を考えるとき流域での河川との一体感を醸成することが

重要であることが、アンケートからも読み取れる。そこで、我々の志向する源流通貨はこ

うした中下流域での活動を取り込むこととする。これが今回のアンケートでも多くの質問

を費やした「コミュニティウェイ」の流れである。 
都市住民は様々な環境配慮プログラム（中下流域の環境ＮＧＯ等が主催する）に参加し

労力を提供することで、地域通貨を入手する。流域企業等はこれらの地域通貨を引き受け

ることで事業費を捻出しようというものである。 
ただし、ここで流域企業の受け入れる地域通貨は、源流域の産品に限定することで、間

接的に源流域の経済的自立を支援しようというものである。 

図―２０ 源流住民間での流通 
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６－３ 源流通貨の価値の考え方 

24
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源流通貨の原資・原動力となるモノは、流域市民の源流域に対する憧れや、癒しを背景

とした企業の社会貢献を明確にすることによって生まれると考えられる。また、企業の活

図―２２ 源流通貨のキーワード 

図―２１ 都市でのプログラム 
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動ばかりでなく流域住民の労力や金銭の提供も重要な原動力となる。 
そして、舞台装置としてはすでに村内で展開している様々なイベント、交流プログラム、

中下流域での環境保全活動を有機的に連携させ活用していくことになる。 
特に、このとき明確な価値として見いだせるものは、源流域で行われる以下に示すプロ

グラムであり、これらのプログラムは都市の住民にとっては得難い体験であり、アンケー

トからも価値があるモノと考えられる。 

15
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源流通貨を使うことで、都市住民に対してもその価値を表現することができ、通貨の循

環の中に織り込んでいくことで、ボランティアと源流の恵みが持続的な循環システムを作

り上げていくことが期待したい。 
 
また、昨今、企業等の社会的責任の概念から、二酸化炭素吸収源の確保、源流の保全へ

の取り組みが行われるようになり、森林保全活動への資金的協力が得られる可能性が大き

くなっている。現在はこれらの行為は企業の独善的な活動として行われ、企業はそのアピ

ールをすることで、その社会的責任を果たすようになっているが、こうした流れの中にも、

源流通貨を織り込んでいくことで、企業の貢献を市民のアクティビティーを絡めて演出し

ていくことができ、新しい企業貢献、企業広告の形として、可能性が期待できる。 
下図は、その考え方の一例であるが、例えば企業等が森林保全事業に寄附を予定する額

の１０分の１程度の源流通貨を顧客である都市住民に発給すると仮定する。発給の根拠は

図―２３ 源流ブランドを活かしたプログラム 
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「環境配慮商品の購入」であったり企業の支援する「環境配慮ボランティアへの参加」で

あったり、様々なバリエーションが考えられる。こうして様々な方法で得た源流通貨を都

市住民はどこかの源流で消費したり、寄附をしたりするになるが、企業等は、その源流通

貨の取引額に応じて、源流に現金による寄附を行っていく仕組みである。 
このことにより、企業は環境保全に貢献を行うのですが、それも顧客（ステークフォル

ダー）である都市住民がその選択権を持つ形で進めることができ、より一層、社会的貢献

の価値を高めることができると考えられる。 

20
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また、寄附を受ける源流域においても源流通貨を介して、寄付額の１０分の１程度の価

値が流通することで経済の活性化が期待でき、通常での森林保全であれば、その委託業者

にしか利益が生じないところを、源流通貨を受け入れる様々なビジネスに利益を得る機会

が広がると考えられ、コミュニティビジネスの可能性が充分にあると考える。 
 

６－４ 情報の有効活用 

こうした地域通貨の考え方でその価値を額面以上に評価させていく方法として、情報の

有効活用が考えられる。 
通貨の流通をわかりやすく表現する（可視化）することで、地域通貨を介して生じたネ

ットワークを明確に示すことができ企業等はその貢献を示す良い機会となるであろうし、

北九州市の環境パスポート事業に見られるように、地域通貨の取引高から努力・貢献が数

図―２４ 企業寄附の仕組み 
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値となって現れることで、これを指標と捉えて活用していくことが考えられる。 
こうした可視化を通じて、都市と農村の交流を表現していくことで、源流通貨の参加者

は源流との一体感を感じ、年間を通じて様々な活動の中で源流を意識することができると

考えられる。 
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感じることができるシステム

Ｗ
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開
で

距
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るイベントの時だけでなく

いつも源流の一員として
心と心をつなぐ
絆としての通貨

源
流

と都
市

とを
つ

な
ぐ

村での互助のつながり

流域環境意識の醸成

源流通貨に
参加することで

交流人口も
源流の一員となる

水源涵養林保全への
貢献が見えるような

指標づくり

 

 
 

６－５ 通貨の運営について 

 通貨の運営については、源流域の既存の活動がコアになって行くことを期待している。

こうした地域通貨のプログラムは地域にある様々な問題を解決する手段として用いられ、

地域に特化した進化をしていきます。源流通貨もそれぞれの源流にある森林保全以外の問

題も巻き込みながら展開していくことが考えられる。 
 また、運営には参加者や寄付者も積極的に参加してもらうことで、より参加者が望んで

いる形態に進化していくことも、通貨の持続性の秘訣といえると考えている。 
 将来的には、源流通貨は小菅村の源流域だけに止まらず、全国各地の源流域に横展開し

ていくことが可能であり、全国規模での源流保全の仕組みに発展していく可能性もある。

そのためのプロトタイプづくりが小菅村で実証できることを期待したい。 
 

図―２５ 地域通貨のオン・オフ両面展開 
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28

将来的には
全国の源流を対象とした

ネットワーク的展開へ

運営組織

組織運営を通じて
源流の新しい活力を

山里の良さの再発見を
流域を共創の場に

これまでの交流事業の
ポテンシャルを生かした

持続的水源保全システム
確立への取り組み

水源涵養林保全
への積極的参加

都市市民

環境事業への
協賛・寄付

協賛企業
・個人寄付

源流

源流通貨の取引システムに
関する研究的サポート

システム一般化に向けた協力

早稲田大学
 

 
 

 様々な手法により河川の上下流の交流を促すプログラムが考えられてきたが、この地

域源流通貨のようにこれらを統合するシステムが有効であることが本研究からも推定

でき、そのつながりを明確にすることが新たな価値観を生むネットワークを形成するこ

とが源流域の問題を解決する原動力になっていくと考える。 
 
 

 
 

図―２６ 通貨運営体制 
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７．実証実験の概要 
 本事業では地域で既に行われてきた個別の環境保全活動に、共通の経済インセンティヴ

として発行される地域通貨として、実験的に地域環境通貨小菅村「源流通貨」を導入した。 

 

７－１ 事業の仕組み 

 小菅村「源流通貨」のコンセプトは以下に示す３つに集約される。 

① 流域市民がさまざまな環境活動に「協力」する、もしくは「労力」を提供することで源

流通貨がもらえる。 

② 流域市民は源流通貨を、小菅村の「自然の恵み」と交換できる。 

③ 流域企業は源流通貨に協賛することで「市民の環境活動の促進」への貢献と、「源

流域の環境保全」への貢献が達成でき、流域一帯への効果的な社会貢献が可能。 

 

図－２７ 「源流通貨」の流れ 

 

 

小菅村「源流通貨」ではこれら①②のコンセプトをより効果的に実現する方法として、

切り離し式のクーポン券を採用した。 
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図－２８ 小菅村「源流通貨」 

 

具体的な小菅村「源流通貨」の流れは、図－２７に示すように、まず、小菅村や源流研

究所の主催する環境イベントに参加しアンケートに答えていただいた方に、図－２８のク

ーポン（１００タマ券×１０＝１０００タマ≒１０００円）を配布する。利用は小菅村内

の指定された店舗にて行い、源流独特の環境配慮商品・サービスの価格の一部（1商品に対

して 1枚）として割引となる。 

また、後日、小菅村「源流通貨」利用に関するアンケートに答え、郵送してもらう流れ

となっている。 



地域通貨を用いた多摩川源流域における環境機能の向上に関する研究 

 

69 

 

図―２９ 小菅村「源流通貨」の概要 

 また、参加者はＷｅｂサイトから、当日の小菅村「源流通貨」利用が、どのように環境

保全に役立っているかを確認することができる。 

 

図－３０ 小菅村「源流通貨」の環境評価 Web サイト 

 

７－２ 事業主体としての役割 

本事業は事業主体である早稲田大学が事業のマネージメント手段として、モデル地域

内で流通する地域環境通貨を導入し、通貨の流通と市民の行動を連動したものととらえ

るシステムを構築する。 

   

地域環境通貨のシステムについては早稲田大学が開発を進めている「地域環境通貨シ

ステム（DB サーバー・取引端末・評価ソフトウエア）」の提供を受け、自治体および大学

など参加主体の発想を加えて、よりエリアの特性に合わせたシステムとして完成させる。 
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本事業では地域環境通貨を実証実験として流通させ、参加者の実績を数値データで示

すとともに、ここから読み取れる環境活動に対するマインドの変化を検証する。また、

環境保全活動によって生まれたポイントが、額面以上に価値あるインセンティヴとなる

プログラムの構築を行う。 

本年度は本システムの実証を小菅村中心に行い、具体的な成果としては、これまでの

ここの取り組みでは不可能であった多くの参加者を募ったコミュニティモデルを構築す

る。具体的な目標としては参加者数 500 人のコミュニティモデル構築し、実証実験３ヶ

月の間に、それぞれのポイント発行企画が参加者総数に対して複数回参加されるサイク

ルを実証するとした。このことにより継続的にこれらの取り組みが実現可能であること

を検証する。 

 

７－３ アクターの連携 

具体的な環境保全活動の取り組みとしては、①源流塾、②②蕎麦打ち体験、③昭島環

境体験、④『大地の恵祭』in 小菅の湯、⑤干し柿体験、⑥源流シンポジウムへ参加する

ことによりポイントが発行される。また、⑦小菅村内の旅館・民宿に宿泊、⑧小菅の湯

の利用でも発行することにした。 

ポイントの用途としては、⑨小菅物産館にて、小菅村の産品（対象表示のあるもの） 

１アイテムにつき１００タマで１００円割引き、⑩「小菅の湯」の入湯料が１名あたり

１００タマで１００円引き。⑪村営バスに１回乗車。⑫小菅村の「自然の恵み」と交換、

もしくは源流自然保全に寄付。などを企画した。 

 

 

 

７－４ 事業結果 

 

１）環境保全プログラムの展開 

個別の環境保全活動として、市民の活動、事業者の努力および環境教育の観点から特

徴的なモデルを実証した。 

表２－２に示すように、取り組み予定であった①～⑥のプロジェクトはすべて実行し

た。 

結果として、実証期間中の延べの配布枚数は５２０枚であった。 

この種の取り組みは、市民に浸透するのに時間がかかるようである。しかし、実証実

験終了後も会員数を増やしており、今後さらなる拡大は充分期待できる。 

 

表－９ 発行一覧 

配布箇所 配布枚数 
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①源流塾 ３４枚 

②蕎麦打ち体験 ４枚 

③昭島環境体験 ２６枚 

④『大地の恵祭』in 小菅の湯 ５１枚 

⑤干し柿体験 １５枚 

⑥シンポジウム ３３枚 

⑦小菅村内の旅館・民宿に宿泊 １４０枚 

⑧小菅の湯の利用 ２１７枚 

 

 

図－３１ 配布箇所別発行部数 

３）環境価値の増幅の試み 

環境保全活動への協力の特典として、⑨地域産品・⑩～⑪地域サービス・⑫寄付での

還元を企画することを目標とした。⑨地域産品での商品の購入は、下記商品を対象とし

た。 

表－１０ 特典プログラム一覧 
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７－５ 成果概要 

７－６ システムの導入 

１）事業結果に対応した成果評価・考察 

小菅村をモデル地区として、本システムの基幹となる通貨システムを導入することを実

現した。具体的な項目は以下の通りである。 

 

① ポイントシステムの導入 

・ バーコードを利用した地域通貨の開発・導入 

・ 低コスト運営システムの開発・導入 

・ ポイント閲覧機能の開発・導入 

・ バーコードによるトレーサビリティシステムの開発・導入 

② ポイント評価システムの導入 

・ ポイント履歴の評価・集計機能の導入 

・ コミュニティ集計機能の導入 

 

システムの詳細は、９－３に示す。 

 

２）事業推進上の課題 

 システムは既存の電子決済による地域通貨システムに比べ、端末で１／４、使用カード

で１／10 のコストダウンをはかっており、通常の通貨運営に比べると格段にコストダウン
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が実現しており、今回の実証実験の規模のシステムのランニングコストは、年間 300 万円

程度（サーバー管理 250 万円、通信費 36 万円、カード発行など 14 万円とし、事務局人件

費は見込んでいない）である。ただし、今回のシステムを横展開していくことでコストダ

ウンをはかれば、60 万円程度のコストで運用が可能であると考える。 

今回のシステム導入には、本事業の補助金を利用したが、今後のシステムの運用・拡充

にあたってコスト負担をどう行うかという課題が残る。 

 また、評価システムの活用には参加者の情報リテラシーが必要となり、幅広い年齢層の

方のために閲覧システムを導入するなどの対応が必要である。 
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８．事業の実施内容 
８－１ ポイントシステム（ポイントの配布） 

小菅村「源流通貨」は、図に示すように、まず、環境保全活動に参加することで配布さ

れた源流通貨を商品・サービスを購入する際に割引として使用する。各人の購入活動は通

貨に記載されているバーコードと裏書きにより集計する。 

 図－３２ ポイントシステムの概要 

このとき、店頭でお客様より回収の時点で日付および商品が何であるかを分類しておく

必要がある。平日などレジオペレーションに余裕ある場合は問題ないが、休日やイベント

などがある場合、商品ごとの仕分けができておらず、商品と源流通貨のひも付けができて

いない例も見られた。 

 現在ではこの事象をふまえ、店頭にて後述のバーコードリーダーを活用し、ポイント登

録作業を２つのバーコードを順に読み取るだけの単純操作にすることができ、この点にお

いては画期的な改善点が提供できるようになった。 

  

   

 回収した源流通貨は日付、使用したサービスで分類され、図－３４のバーコードリーダ

ーを使用し、評価システムへのデータ送信を行った。登録は、表－１０にあるプログラム

ごとに取引情報（通貨コード、プログラムコード、ポイント数などからなる）を含んだバ
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ーコードを記載したメニューシートを作成し、流通通貨とメニューシートの２つのバーコ

ードを順に読み取るだけの単純操作である。バーコード体系は情報量からコード 128 の１

次元バーコードを採用した。一方、源流通貨のバーコードも１次元であるが JAN の短縮タ

イプ（８桁）のものを使用している。 

 

図－３３ メニューシート 
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実際には JAN の短縮タイプはシステム上では、コード 128 の一部として認識しており、

すべてのポイント体系はコード 128 で構築されている。源流通貨に JAN を使用したのは携

帯電話端末での読み取りを想定した将来対応である。また、同様の理由で、ポイント交換

券にも携帯電話端末で読み取り可能な２次元バーコード（QR コード）を添付している。 

※当初は携帯端末で読み取り可能な２次元バーコードでの体系化を試みたが、２次元バ

ーコードリーダーの価格が１次元バーコードリーダーに比べて高いため、複雑な体系とな

った。 

PCPCレス端末レス端末
簡単起動簡単起動

ACAC給電タイプ給電タイプ
（バッテリーオプションあり）（バッテリーオプションあり）

PHSPHS回線使用回線使用

低コスト化低コスト化
機器：機器：1010万円程度万円程度
ランニング：ランニング：33千円千円//月月

※利用台数によりさらに低コスト化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３４ 読み取り端末 

バーコードの読み取り処理によるデータは PHS 電波によってサーバーに転送される。こ

の通信端末は、大学とシステム開発ベンチャーの共同開発によるものある。 

 

名称；RS37（e-yonde-PHS-linear） 

読取部；汎用性１次元バーコードリーダー（シリアル入力） 

通信部；PHS（Willcom 社製 W-SIM 使用） 

電源部；AC アダプター（DC5V、2.3A） 

 

開発：早稲田大学・（株）レセプター 

製造：（株）レセプター 

販売：（株）早稲田環境研究所 
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８－２ ポイント評価システム 

本事業の中核をなすシステムとして、参加者の環境保全活動を評価するポイント評価シ

ステムを構築した。 

本システムの特徴としては、参加者のポイントの取引履歴を、環境保全活動の履歴とと

らえ、そのデータの集計、分析されたものが、Ｗｅｂサイト上で確認できるシステムにな

っている。 

 Ｗｅｂサイトは一部事業の紹介は一般公開であるが、参加者個人の成果を表示するポー

タルサイト部分は、参加者の会員番号 ID（源流通貨に記載されているバーコードと同様）

とパスワードで管理されている。なお、会員番号 ID はニックネーム登録をすることが可能

であり、ログインするとニックネームで呼びかけられることになる。 

 

図－３５ 成果表示ポータルサイトのログイン画面 

 

本システムでは活動履歴から個人の環境行動を分析しようというもので、情報は準個人

情報として扱い、ニックネームなどを用いて、個人の特定を防止している。 

システムに閲覧はインターネットに接続された PC があれば、どこからでも閲覧すること

が可能である。 
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図－３６ 個人の成果表示画面 

 

小菅村「源流通貨」の取引履歴はプログラムごとにＡ～Ｉの 9 つの行動パターンに分類

される（表３－６参照）。行動パターンは、Ａ（リデュース)，Ｂ（リユース），Ｃ（リサイ

クル），Ｄ（省エネルギー、ＣＯ２排出量削減），Ｅ（生活環境改善（大気・水質・健康な

ど）），Ｆ（地域づくり、まちづくり参加），Ｇ（地産地消、地域経済振興），Ｈ（自然との

ふれあい、自然環境保全），Ｉ（環境教育）の９つで、パターンごとの累積ポイントで示す

棒グラフと、参加者中の偏差値で示すレーダーチャートを用いて、個人の環境行動の傾向

が診断できるようにしている。 

本事業における活動の分類を表－１１に示す。今回は環境保全活動のため活動プロジェ

クト自体に偏りがあるが、将来的な対応を見据えてのシステム設計となっている。 
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表－１１ 特典プログラム評価 

 

プログラム ポイント 

A

リ
デ
ュ
ー
ス 

B

リ
ユ
ー
ス 

C

リ
サ
イ
ク
ル 

D

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
削
減 

E

生
活
環
境
改
善
（
大
気
・
水
質
・
健
康
な
ど
） 

F
地
域
づ
く
り
、
ま
ち
づ
く
り
参
加 

G

地
産
地
消
、
地
域
経
済
振
興 

H

自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
、
自
然
環
境
保
全 

I

環
境
教
育 

檜オイル 100     ● ●    ● ●   

檜香料 100     ● ●    ● ●   

源流水 100      ● ●   ●     

堆肥 100     ● ●    ●     

まんじゅう  100      ● ●   ●     

こんにゃく 100      ● ●   ●     

おつけもの 100      ● ●   ●     

しいたけなどの野菜 100      ● ●   ●     

根菜類などの野菜 100      ● ●   ●     

蜂蜜 100          ●     

木彫り 100     ● ●    ● ●   

木帯び 100     ● ●    ● ●   

竹かご 100     ● ●    ● ●   

草木染め 100          ● ●   

小菅の湯 100      ●  ●       

村営バス 100      ●    ●     

雑穀 100      ● ●   ●     

温泉美容液 100          ●     

 

また、これらの中のいくつかのプログラムについてはプログラムを行うことによる二酸

化炭素の排出量の削減効果を示すこととした。なお、評価は統合化指標 ELP(Environmental 

Load Point)で行なった。ELP は LCA 手法の一つで、地球温暖化、酸性雨等の異なるカテゴ

リーの環境負荷を一つの指標で統一的に表現することが可能で、現在は、廃棄物処理技術
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やライフスタイル等にまで対象を拡大し評価手法の有効性を実証しており、完成度の高い

評価指標である。 

ELP は総合的評価であるが、今回はこの評価手法を用いて、とくになじみのある指標であ

る二酸化炭素の削減量の部分だけを評価単位として用いた。算出条件は別添資料？に示す。

（監修：早稲田大学理工学術院教授 永田勝也） 

 

表－１２ ELP による二酸化炭素削減量 

現状 代替行動 削減量 
製品名 対象 

kg-CO2 
小菅の湯 1 回  0.61 2.82 -2.21 
小菅の湯  （1 人） 

(バイオエタノール水 CGS）   
0.61 0.61 0 

木工製品（1kg） 1 個 0 -1.83 1.83 
再資源堆肥(8kg) 12.78 -20.54 33.32 
再資源堆肥(16kg) 

1 袋 
25.57 -41.08 66.65 

エッセンシャルオイル（5mL） 0 -6.79 6.79 
リフレッシュウォーター（30mL） 

1 本 
0 -40.74 40.74 

減農薬野菜（1kg） 1 個 21.2 2.98 18.22 
源流水（500mL） 0.19 0.18 0.01 
源流水（1.5L） 

1 本 
0.56 0.54 0.02 

公共交通（川崎駅発） 12.01 4.37 7.63 
公共交通（八王子駅発） 

往復 1 回 

（1 人） 6.4 3.47 2.93 
 

 さらに成績表では、その二酸化炭素の削減量を森林の二酸化炭素の吸収量として、「葉っ

ぱ」や「枝」、「小さい木」、「大きい木」、「森」に表現し、直感的なわかりやすさを実現し

た。二酸化炭素の吸収量の算出については樹冠の面積 1m2（上から見た樹冠が、だいたい直

径が 60cm の円の形）の木をイメージしており、この木は 1年間に約 1.8kg の二酸化炭素を

吸収すると仮定している。（監修：早稲田大学人間科学学術院教授 森川靖） 
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表－１３ 二酸化炭素吸収量の表示 

葉っぱ 

 

 

 

 

長さ約 10cm×５cm 

の葉っぱ１枚の 

面積が 50 ㎠で 

枝 

 

この葉が 10 枚 

集まった枝とすると 

面積が 500 ㎠で 

小さい木 

 

 

 

樹冠の面積が 

1ｍ2 の 

小さな木では 

大きい木 

 

樹冠の面積が 

20m2 の 

大きな木では 

森 

木々が集まった 

林冠＊の面積が 

１００㎡の森では 

吸収量 ９ｇ 吸収量 ９０ｇ 吸収量 １．８ｋｇ 吸収量 ３６ｋｇ 吸収量 １８０ｋｇ 

 

環境活動は、日々の努力の積み重ねであり先の見えない活動が多く、参加者の達成感を

演出していくことが必要である。本システムでは、ポイント履歴の評価・集計機能を通じ

て環境保全活動の指標化を実現し、努力のマイルストーンを示す効果、参加者の努力を顕

彰するフィードバック効果が実現されたといる。 

 

 

図－３７ 成績表の二酸化炭素削減効果表示 

全全体体のの環環境境行行動動ののCCOO22 削削減減
量量をを森森林林のの吸吸収収量量ととししてて表表示示  
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８－３ コミュニティ集計機能 

前節に示した成績表の機能は、個人の環境活動を可視化するものであったが、本システ

ムはこれを積算することで任意のコミュニティに参加する人々の環境活動を可視化する機

能を有している。 

5～300人

サークル・
事業者規模

1千～人300～1万人50～1千人1～10人

都市規模・
自治体規模

地域規模学校・会員
組織規模

家庭規模

非公開 コミュニティの環境行動指標として公開

個人 個人 個人 個人 個人 個人 個人 個人 個人 個人 個人

登録による様々なコミュニティへの複数帰属

 

図－３８ さまざまなコミュニティへの帰属 

 このコミュニティの捉え方は一個人を一つのコミュニティ帰属と捉えるのでなく、現代

社会の現状に即した、個人の複数のコミュニティへの帰属性を表現することができる。図

－３８に示すように、例えば、ある成人女性のコミュニティの帰属性を考えると、その女

性はまず、家庭という集団に属し、子供がいれば近所の子供会というコミュニティに属し、

さらに枠を広げて小学校単位のコミュニティ、例えば青梅市というコミュニティ、東京都

全体のコミュニティと様々なコミュニティに参加していると捉えられる。あるいは地縁に

縛られない広域的な NPO 法人に参加しているかもしれないとすると、帰属は空間を超越し

た集合体おも表現することができる。 

この女性はいろんな顔を持ってコミュニティに参加し、環境保全活動に協力している。

これらの個人の帰属情報と個人の活動の履歴を集計することで、多様なコミュニティの活

性（環境保全活動の盛り上がり）が評価できる。 

また、二酸化炭素排出削減量などはコミュニティの目標値と捉え、コミュニティの一体

感ある取り組みやコミュニティ同士の競争意識を促すことも可能であると考える。この仕

組みを使うことで市民の環境活動の状況や傾向が定量的にわかり、政策評価のための重要

なデータとして活用でき、行政は様々な施策を各々最も適切なコミュニティに対して作用
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させることができると考えられる。 

こうした活動はコミュニティに連帯感を醸成し、コミュニティ間の競争を生み、環境に

配慮するコミュニティの活性化につながると考えられる。そして、前述のようにここで言

うコミュニティは必ずしも物理的な接触のあるコミュニティのことをさすのではなく、ヴ

ァーチャルな人々の連携をも表現している。流域という広範囲な概念での結束を表現する

場合にこの方式は有効であると考える。 

 

図－３９ コミュニティ表示画面 
８－４ 事業の実施結果 

前節８－３で説明したシステムを用いることで、本事業における活動は定性的かつ定量

的に分析することが可能である。 

本来は参加者のＷｅｂサイト上での登録を元にコミュニティの分析を行うことになるが、

参加者によるコミュニティの登録が進んでいないため、次章では事前アンケートを元に参

加者を分類した分析を示す。 
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９．事業の成果 
９－１ 機能したインセンティヴ効果 

１）事業成果の詳細 

本実証実験における２月２８日現在の獲得ポイントは、以下の通りである。 

 

総計の付与ポイントは 

のべ 460 人に対して 460,000P であった。 

 

これは、１Ｐ＝１円のレートで原資の価値に換算すると 460,000 円 に相当する。 

 

一方、本実証実験における２月２８日現在の使用ポイントは、以下の通りである。 

 

使用されたポイントは 

のべ 373 人が 181,100 P で 181,100 円 相当 （３９％） 

 

市民の元に残っているポイントは  278,900 P であった。 

 

なお、二酸化炭素の削減量は  6494.741ｋｇ    で図－４０に示すように市民の努力は 

36 個の森林と 8本の小さな木、3本の枝と 3枚の葉っぱで表された。 

 
図－４０ 実証実験の環境負荷削減効果 
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２）事業成果の分析 

上記の CO2 削減量をプログラムごとに表すと、図－４１のようになる。 
単価が低い「減農薬農産物」「減農薬農産物を加工したもの」「まんじゅう」による削減

効果が突出している。小菅の湯の値がマイナスとなっているのは、湯を沸かすために現在

灯油および重油を使っているため、家庭で入浴するよりも CO2 の排出量が大きくなってし

まうためである。なお燃料としてバイオエタノール水、CGS を導入した場合家庭での入浴と

ほぼ同等の CO2 排出量になるという試算が出ている。 

 なお、これらのＬＣＡ評価の詳細は添付資料？に示す。 

 

 

図－４１ プログラム別 CO2 削減量 

 

参加状況について履歴を精査すると、参加者 460 人中、登録のみで活動履歴のないのが

87 人での 19％が参加していなかった。また、配布分 10 枚すべて利用した人は 73 人、全体

の 16%で最も多いのは当然として、利用 1 枚のみが 60 人で 13％、２枚が 67 人で 15％と多

いのは興味深い。図４－２にその活動回数分布の詳細を示す。なお、この枚数に寄付分は

含んでいない。 
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図－４２ 活動回数別参加者分布   
 

 参加者のプログラムへの参加回数は、参加者平均で 3.93 枚となったが、源流通貨の発行

だけで特典プログラムを利用していない参加者が 460 人中 87 名おり、残りの 373 名での平

均プログラム参加回数は 4.85 枚となる。 

３ヶ月の流通実験で、これだけのポイント利用実績が上がったのは非常に成功といえる、 

地域通貨に多くある問題として、配布した量に対し、利用されず死蔵されるケースが多

い。それに対し今回の実験では発行されたものの３９％が利用されたという結果が出た。

通常の過去の地域通貨の流通実験の事例で見ると、３割程度の利用率である。その理由と

して、①紙製のクーポン券という非常に利用に際して明快であったこと、②特典プログラ

ムと利用者が非常にマッチしていたということ、③次回の利用を前提とせず使い切りを促

進したこと、が挙げられる。 

 
１０．事業の考察 

１０－１ 実証実験の結果から 

 実証実験において参加者のアンケート結果と通貨利用との相関を添付資料？に示す。 
 特にポイント利用との相関関係が見られるものについてはそれぞれにコメントをのせた。

総じていえることは、①環境学習目的の参加者の源流通貨への参加意識が高い。②環境学

習目的の参加者の寄付枚数が多い。③寄付枚数が多い参加者ほど源流通貨入手に対するボ
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ランティア参加志向が高い。といえる。 
 また、来訪目的と交通機関などの関係を見ても、環境学習参加者は公共交通機関やイベ

ント主催者のバスで来訪するケースが多く、自家用車での訪問に比べて環境負荷が低いと

いえる。村の政策としても環境教育イベントを通じて、来訪者を増やしていくことは環境

負荷低減の面からも理にかなっているといえる。 
 さらに、今までは、おみやげ屋でも他の山村の産品と小菅村の産品が混在して販売され

ていたが、源流通貨では小菅村の産品に対する割引を行ったため、小菅村の産品を分けて

表示し販売を行った。源流通貨を通じて小菅村の産品をブランドとしてとらえる発想が根

付いたのか、実証実験以降も小菅村の産品は特別に表示を出すようになり、ブランド意識

が芽生えた。 
 地域通貨は、環境学習－地域ブランド－森林保全をつなぐものとして位置づけていくこ

とが効果的であるという我々の仮説を裏付けるものである。 
 
１０－２ 源流域の経済 

 現在、源流域の人口が減り、間伐材の活用用途が減ると同時に、源流域の民有林所有者

による民有林の手入れが難しくなった。昔ながらの山の利活用なしに山の手入れをする価

値が無いからである。 
 そうした現状にあって、森林を守ることの経済価値は残念ながらマイナスである。しか

し、手入れをしないことで、さらに大きな経済的マイナスを生む可能性がある。そのため

に、森林は税金を投じても守る必要がある。もちろん、この税負担は源流域の自治体の手

に負えるものではなく、この森林の恩恵に与る人々による税負担ということになる。 
 ただ、税金で片付くからといって、森林の荒廃にだけ目を向けて、源流域の山村が荒廃

してしまっていいのだろうか。人の住まない森林を守るコストはさらに大きくなるだろう。

源流域の森を守ることで、そこに住み居住者が経済的に潤い、森を守り育てる営みが行わ

れなくては意味がない。 
 また、税負担をする流域の人々も、森林の恩恵を十二分に楽しむ権利があるだろう。 
 源流通貨は流域を一つの経済圏に見立てて、その森林の価値を流域の財産と認識して、

流域の人々の協力で守ろうという一つのメッセージとなりうると評価できる。 
 
１０－３ 地域の資源を活かした原資の設定 

 地域通貨の循環は取引されるサービスが限定されているために、特定の参加者に通貨が

偏り、使い道のないまま死蔵されるケースが多い。一般に多くの地域通貨は、使い道のな

い通貨の乱発により、一時的な盛り上がりをもせるものの自然消滅するケースが多い。 
 継続的な通貨運用を行うためにも、地域通貨の流通により実体的な経済的インセンティ

ヴが働く仕組みが必要である。しかし、地域経済に影響を与えるような大きな資金を想定

しているわけでなく、一定のルールの下、一部に現金への兌換のルートや、多くの人が一
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般的に利用価値のあるものに交換される仕組みが必要である。 
 そのため必要となる、価値の裏付けとなる原資をどう設定するかは地域通貨を運営する

上で最も難しい問題であり、安易に兌換や商品への交換を設定すると原資が滞り、通貨循

環がうまくいかなくなり破綻するケースが多く見受けられる。 
 そうした中で、原資調達手法に健全な動きを試行する地域通貨がある。 
 本来、現金（円・ドルなど）の価値は金に裏打ちされた「金本位制」をとっている。こ

れに対してに対し、地域通貨の裏打ちに御当地ならではの価値を設定するもの。御当地で

は豊富な資源であるが、外来者にとっては得難い価値のあるものが設定される。地域通貨

の価値を地域の特産品などの特徴的な資源（ブランド）を活かしたものに設定し、通貨の

価値とその流通を確保しようというものである。「金本位制」に対して「御当地本位制」と

総称される。 
 その一例をあげると、山菜である「わらび」を原資とした「わらび本位制」（岩手県・西

和賀地域「わらび」）、特産品の「ゆず製品」を原資とした「ゆず本位制」（徳島県・木頭村

「ゆーず」）、有機農法でできる有機野菜や手作りみそを原資とする「有機野菜・みそ本位

制」（長野県・美麻村 「縁チケット」）、温泉の利用を原資とする「湯本位制」（大分県・別

府市「湯路（ゆーろ）」）、観光客誘致を目的としさまざまな取り組みを行う「観光資源本位

制」（熊本県・小国町「おぐにポイント」）などがある（ただし、全ての通貨で○○本位制

という言葉は用いておらず、こちらで定義したものがある）。以下に、これらの取り組みの

概要を図―４３～４９示す。 

特産品管理組織
（ＮＰＯ・第3セクターなど）

地域でのサービスにつかう地域ボランティア活動でもらう

ポイント受入者

●地域商店（おみやげ屋、旅館）

●公共施設（温泉など）

etc

ポイント活動実施者

●農作業体験
●まちづくりボランティア

etc

通貨運営者

市民

ポイント使用者

通貨

労力・

商品・

サービス

労働

通貨

通貨

商品
・サービス

通
貨

の
発
行 ポ

イ
ン
ト

①地域資源を生み出すボランティアで通貨がもらえる
②地域でのお買い物、サービスに使う
③地域資源の仕入れに使う

①

②

③特
産
品
な
ど

 
図－４３ 農産物系御当地本位制通貨の概要 
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わらび畑の
“助っ人ボランティア”

“スノーバスターズ”

参考：西和賀通貨「わらび」 http://www.shokokai.com/nishiwaga/warabi/

岩手県の中西部、奥羽山脈沿いにある湯田町、
沢内村を「西和賀地域」という。自然に恵まれた
地域だが、冬の厳しい寒さと豪雪、また、少子高
齢化の進行など、多くの地域課題を抱える。演劇
によるまちづくり、遊休耕地を活用したわらび等
の山菜の栽培、雪エネルギーの活用、など、ユ
ニークな取り組みを行う。

名称：わらび （単位：わらび）

運営主体：地域商工会

通貨媒体：紙幣

原資：通貨のために
栽培されたわらび

地域でのサービスにつかう地域ボランティア活動でもらう

基本は
わらびの購入

沢内村26ヵ所、湯田町139ヵ
所、合計165ヵ所の商店など。
商工会の２分の１で店舗で利
用可能。

６ヵ所の公衆浴場（温泉）地
域の旅館、食堂、お土産品店、
食料品店、酒屋、飲食店の他、
タクシー、クリーニング、ガソ
リンスタンド、理・美容での利
用が可能。わらび栽培は、通貨の原資を稼ぐため

のボランティアと位置づけている。

 
図－４４ わらび本位制（岩手県・西和賀地域「わらび」） 

 
 
 

ＮＰＯメンバーは木頭地域の
柚子生産者、林業者、大工、
商店主、地元町議会議員など

名称：ゆーず （単位：us）

運営主体：株式会社きとうむら（村民セクター）

通貨媒体：紙幣、スタンプカード

原資：ゆず関連商品の流通

地域でのサービスにつかう地域ボランティア活動でもらう

豊富なゆず関連商品

直営店「よいしょきとうむら」の他、木頭村内１０店舗

以上。（きとうむらの商品を置いている店）

ＮＰＯ里業ランド木頭村が主催する農業体験への参加

（（株）きとうむらが、柚子や農産物の管理、剪定、収穫などの

作業料として、ＮＰＯ法人 里業ランド木頭村 に支払う仕組み）

徳島で吉野川に続く第2の長流「那賀川」の最
上流部にある小さな山村です。奥深い山々に
囲まれ雨量多く、また寒暖差の大きさから、品
質のよい木頭杉や木頭柚子の産地として知ら
れている。この村に約30年前「ダム計画」が持
ち込まれ、住民は清流と、それに育まれてきた
山と川の生活文化を守ろうと、ダム開発に反対。

参考：株式会社きとうむらＷｅｂ http://www.kitomura.jp/  
図－４５ ゆず本位制（徳島県・木頭村「ゆーず」） 
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名称：縁チケット （単位：縁）

運営主体：有機栽培農家などでつくる
「自給のなかまたち・信州」 （任意団体）

通貨媒体：チケット

原資：有機野菜・手作りみそ

地域でのサービスにつかう地域ボランティア活動でもらう

「自給の市・えにしだ」において、県内で栽培した有
機野菜や持ち寄られた各地の特産物など約60品目
が購入できる。

販売する有機農物産を持ち寄るか、地域の手作りみそ
を現金で購入するとチケットを受け取ることができる。

物産を用意できない場合は「絵を教えられます」といっ

旧美麻村（2006年大町市に合併）は美しい村「いなか
ぐらし」の再創造をテーマに21世紀に向けた村づくり
を進めています。「自然を生かした村づくり」「交流に
よる新たなネットワークの構築」「安心して暮らせる基
盤整備」を目標に、市民農園整備や地域情報網の整
備、棚田整備、福祉の充実、山村留学の継続、国際
体験交流の継続、若者定住促進住宅整備、分譲宅
地造成等の事業に取り組んでいる。

参考：AZUMINO GUIDE PAGE NO.025 http://www.bekkoame.ne.jp/~greenrv/guide025.htm

た特技や「農作業の
手伝いします」などの
サービスを、店内の
掲示板、会報、イン
ターネットHPを通じて
売り込み、チケットを
稼ぐ。

農産物の地域循環を実現し、
持続的な農業を目指す集団

 
図－４６ 有機野菜・みそ本位制（長野県・美麻村 「縁チケット」） 

 
 
 

名称：湯路（ゆーろ） （単位：ゆーろ）

運営主体：アチチ中央銀行 （任意団体）

通貨媒体：紙幣

原資：別府温泉（湯担保）

地域でのサービスにつかう地域ボランティア活動でもらう

11箇所の共同浴場。22箇所の商店。4人の個人
サービス。商店は商品の割引や商品購入に際する
サービスをメニューにしている。

加盟宿泊施設での宿泊

町づくりのボランティア活動に参加

路地裏散歩という町歩きツアー参加

春の温泉まつりの際に神輿をかつぐ

「横丁お掃除会」に参加

別府の豊かな自然から生まれてくる「温泉」、
路地裏に暮らす人々の温かな人情「おもてなし
のこころ」、「まちづくりネットワーク」、「住民・観
光客・学生」、「商店や旅館」などの 地域資源
を繋ぐメディアとして通貨を設立。観光地別府
の集客の手法として、商店などは原資持ち出
し（販促費）で対応している。

参考：路地裏の新通貨システム「湯路」 http://www.coara.or.jp/~sanken/yuro/

最近は他の地域通
貨での温泉利用も
推進している。

無尽蔵にある温泉
エネルギーに着目

図－４７ 湯本位制（大分県・別府市「湯路（ゆーろ）」）
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•炭焼き体験
•国鉄宮原線の跡地整備
•ほうれん草出荷
•イチゴの手入れと出荷
•しいたけ栽培の準備
•乳牛の世話（搾乳・畜舎清掃）

参考：平成１６年度地域通貨モデルシステム実証事業報告書より

過疎化が進む小国町では、地域通貨で町外からの来訪
者を増やすのが目的。うさぎ追いや炭焼き体験などで
おぐにポイントを付与し、遠隔地からの観光客に利用し
てもらった。
都市住民の小国町への訪問や農作業・森林作業等に
対し、地域通貨を発行。地域通貨は町営施設等におい
て利用できることとし、小国町でのワーキングホリディや
グリーンツーリズムを促進。

名称：おぐにポイント （単位：ポイント）

運営主体：小国町

通貨媒体：ＩＣカード

原資：各種観光資源

地域でのサービスにつかう地域ボランティア活動でもらう

お金では得られない
サービスを考案。

＜食事系＞
手づくり漬物
農家縁故米

小国町のイベントや農家のワーキングホリデーに参加

•七草の収穫・出荷作業
•森林作業体験（枝打ち）
•鍋カ滝周辺遊歩道整備
•神社の灯篭づくり
•小藪集落農業体験
•水源の森ボランティア

町内の施設や店舗で商品やサービ
スと交換できる。（基本的に受け入
れたポイントは商店の負担、非買の
農産加工品等との交換も可能）。

その他、イベント的なメニューとして。
＜体験系＞
1日小国町長体験
宮原線ウォーキング
消防団体験
大字対抗駅伝出走

 
図－４８ 観光資源本位制（熊本県・小国町「おぐにポイント」） 

 
 こうした考え方から小菅村の源流通貨を見たとき、小菅村の森林資源を活かした「森林

本位制」（図－４９）という独自の価値観を創出することは有効であると考えられる。 
 
１０－４ 森林本位制 

 森林本位制とは森林を守り育てることによって生じた価値を原資として、これを元に通

貨を運営しようというものである。 
 前述のように森林を守ることによる経済的な価値は、残念ながら直接的な経済効果とし

てはマイナスである。しかし、それに付随するイベントや創出される産品の価値を顕在化

させることで、その価値観を活用できると考えられる。特に、環境問題の深刻化が問題と

なっている現代において、森林の水源を守る機能、二酸化炭素を固定する機能を考慮した

とき、それに関連づけてこれらの付随した価値を表現することは効果的である。 
 源流通貨の実験においては、森林に付随する価値の中でも、特に現地の産品に目を向け

て、その環境負荷の削減効果、中でも二酸化炭素の削減効果に着目した。 
 また、システム的にも、この価値を表現する手法を確立した。 
 残念ながら、短期間の実証実験においては、システムの価値表現を裏付ける結果は得ら

れなかったが、システムの機能を検証することは達成できた。 
 こうしたシステムを通じて顕在化される森林の価値（特に二酸化炭素削減効果）に、企

業等がその意義を認め原資を提供してくれることを期待したい。 
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間伐ボランティア

自然環境教育イベント

山梨県ではあるが、生活圏は山梨県よりも東京
都に属する。また大半の森林は東京都水道局が
水源林として大切に維持管理してきため、手つ
かずの豊かな自然が広範に残された。流域人口
60万人の首都圏の水瓶であり、毎年1万人の環
境客が訪れる。間伐材の利活用など環境に対す
る取り組みも積極的である。

名称：源流通貨 （単位：たま）

運営主体：多摩川源流研究所

通貨媒体：紙幣（ＩＤ添付）

原資：森林のＣＯ２吸収量

地域でのサービスにつかう地域ボランティア活動でもらう

間伐材工芸品

村内のお土産屋、温泉施設で利用可能。

地域での宿泊

間伐材利用の堆肥 山の恵み

間伐によるＣＯ２吸収量の増大や間伐

材利用によるＣＯ２の固定を評価する。
原資はＣＯ２削減への
協力として企業協賛を募る

 
図－４９ 森林本位制（山梨県・小菅村「源流通貨」） 

 
１０－５ ポイントの統合による原資調達の可能性 

 現在日本の会員ポイント制度は、大規模小売店舗のショッピングポイント、航空会社の

マイレージ、商店街の買い物シールポイント、Ｗｅｂショップでの通販ポイントなど多種

多様で、消費活動に対するインセンティヴと顧客の抱え込みを結びつけて展開している。

まさしくそれは消費を奨励する大量生産、大量消費、大量廃棄のポイントであると言って

良い。これらのポイントはこれまで独立で運営されてきたが、昨今の傾向として統合され

る流れになっている。複数の異業種が結びついて共通のポイントへの交換や、提携先のポ

イントに交換可能な「Ｔポイント」は「楽天ポイント」などがあり、中心となる業界に、

コンビニのポイントやガソリンスタンド、レンタルビデオ店が結びついて展開している。

消費者のポイント分散による死蔵を避け、ポイント流通による消費拡大をねらったもので

ある。 
 さらに、これらのポイント統合の流れは、電子媒体の普及も手伝い、「Ｓｕｉｃａ」「Ｅ

ＤＩ」といった電子通貨と大手航空会社のマイレージが結びつくことで加速し、こうした

動きの中でポイントの現金性があがってきている。 
 ただし、会員ポイント制度は統合の動きでは、大規模ポイントが小規模ポイントを飲み

込む現象が発生している。会員ポイント制度は会員の囲い込みを目的としたものであり、

特定の小売店で販売などで発生したポイントが、将来的には同一の小売店でのリピーター

につながるとおい発想で運営されるものであるが、統合により小規模ポイントを運営する

小売店の原資負担者にとっては原資負担したポイントが、大規模ポイントの特典に換えら

れてしまい自分の手元に戻ってこないという現象が発生している。ただ、それでも消費者



地域通貨を用いた多摩川源流域における環境機能の向上に関する研究 

 

93 

のポイント分散による死蔵を避け、ポイント流通による消費拡大をねらった方が良いとい

う考え方もあり、これについてはまだ結論が出ていない。 
 
 さて、一方でもう一つの傾向として、こうした消費行動に対してポイントを付けるとい

う考え方とは別に、環境に優しい行動をとると環境ポイントを付けようというものも、昨

今増えつつあると言って良い。特に容器包装リサイクル法の見直しにより、スーパー等小

売店に対してレジ袋削減の自主努力が要請されたことを受け、マイバック促進、レジ袋の

断りに環境ポイントを付けようという取り組みが、大手スーパーから始まり、2005 年度か

らはこれらを自治体単位の取り組みとして展開する都市も現れた。2005 年の北九州市民環

境パスポート事業や、名古屋市のＥＸＰＯエコマネーはこうした取り組みを地域通貨とい

う切り口から、単に小売店の取り組みに止めず、ＮＰＯなど地域の活力を活かしながら展

開しようというものである。 
 こうした取り組みで特徴的なのは、小売店などはマイバック促進の環境ポイントと販促

をつなげて考えるのに対して、地域通貨を活用した取り組みはマイバックの取り組みを軸

に広く環境貢献活動の促進につなげていこうというものが見られる。 

地域の特性を生かした
のエコポイント事業を支援

各地域の課題やノウハウを
共有

交流と健全な競争の促進
地球環境問題解決への貢献

地域ネットワーク型プラットフォーム

・地域固有の発行・還元メニュー
を柔軟に設定可能
・さまざまなポイント媒体に対応
（バーコード、FeliCa等）
・数十万人規模の参加を促し、
２年間継続運営してきたノウハウ
の蓄積
・システムの共用化によるコスト
低減

・人気発行還元メニュー情報の共有
・課題解決のための利害調整
ノウハウ共有など

・地域間の交流を促す
・エコ活動の貢献度を参加地域
ごとに可視化
・各地域・グループの貢献度を表
現することでより参加を促す
・参加地域トータルでの地球環境
に対する貢献度を表現し、地域
に対する帰属意識の薄い市民の
参加も促す

各地域の特性を生かした事業展開
システム／ノウハウ／成果の共有

互いに励み、競い合い、地球環境問題解決へ

eco
eco

eco

eco
地域・グループの貢献度

地域ネットワーク参加者全体の貢献度

個人の貢献度

環境貢献 活動した時間 仲間づくり

 

図－５０ 地域環境通貨の全国展開イメージ 
 

特に北九州市の事業は行政が主導して行うに際し、地域通貨のシステムを環境活動に促

進のためのプラットフォームであると位置づけ、市民の環境貢献活動をする権利を守るも
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のであるとしており、さまざまな環境活動と結びつけて展開している。また、名古屋市の

取り組みは企業協賛を募る試みをいち早く取り入れたために、既に販促としてポイントと

いう発想を超越して森林保全への寄付を謳っており、これに企業の地域貢献活動を連携さ

せた取り組みになっている。 
現在、北九州市と名古屋市の地域通貨の活動実績の共通の比較基準となるものとして、

その行為による二酸化炭素の削減量をＬＣＡで評価して行こうとする考え方がある。両市

は活動実績の評価基準を、2007 年秋をめどに両市共通のＬＣＡ評価基準を設定し、将来的

には全国のスタンダードにしていきたいと考えている。 
 また、両市のもくろみとしては地域通貨の機能をマイバック促進のみならず、省エネ家

電の購入や、資源回収、環境家計簿などさまざまな環境への取り組みを統合させていこう

と考えている。 
 こうした動きが起こると必然的に考えられるのが、こうした地域通貨の存在と、小売店

が取り組んでいる既存の会員ポイント制度との相乗りという発想である。 
 

地域α
管理主体

地域α
参加者

地域α参加メニュー

地域通貨
獲得

地域通貨
利用

地域α
管理主体

地域α
参加者

地域α特典メニュー

AA’

C
C’

地域β
管理主体

地域β
参加者

地域β参加メニュー

地域β
管理主体

地域β
参加者

地域β特典メニュー

EE’

F
F’

会員ポイントγ参加メニュー

会員ポイントγ特典メニュー

BB’BB’

DD’ DD’

地域β特典メニュー

F’’

F’

地域α 地域β

会員ﾎﾟｲﾝﾄ運営企業γ

地域通貨

原資

クーポン券など

※地域通貨支援ルール
ΣB’＞ΣD’

※各地域の通貨は地域独自の参加メニュー・特典メニューを持つ。
※全国区の企業は全国共通の参加メニュー・特典メニューを持つ。

全国区のメニューの原資は全国区の企業負担とし地域通貨支援のルールを持つ。
※地域間を渡る特典メニューは参加者にとっては自分の地域の特典メニューとして決済される。

原資負担は特典固有のもの（F’）とするが、必要な地域通貨（F’）’は地域ごとの裁量とする。  

 図－５１ 通貨統合のイメージ 
 
前述のように、日本の会員ポイント制度は統合の動きにある。こうしたポイントの統合

の流れに合わせて地域通貨が統合され、その価値の裏付けが明確になってくるとすれば、
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これまで通貨やポイント発行に際する原資の問題が一気に解決することが期待できるので

はないだろうか。 
 消費行動を推奨する会員ポイントと環境ポイントが連携することで、会員ポイントを運

営する企業にとっても、良い環境貢献の機会となるだろう。 
 
 ただし、前述のように大規模ポイントが小規模ポイントを飲み込む現象が、地域通貨に

対して起こらないようにする必要がある。地域通貨の背景となる環境のポイントは、消費

行動による会員ポイントより、市場性は弱いと考えられる。これらをプロテクトする運用

上のルールを適切に設定する必要があるだろう。例えば、会員ポイントと地域通貨の兌換

に関しては、地域通貨として使うことが有利なレートに設定する、あるいは地域通貨の原

資負担を会員ポイントの運営企業が必ず保証するなどのルールが考えられる。（図―５１） 
この運用のルールをうまく調整次第では、消費行動を環境配慮の方向へ導ける可能性も

充分にある。 
 

以上 
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（別紙１）1 

「コミュニティウェイ」による多摩川流域の環境保全を目指して（アンケート） 
 

早稲田大学環境総合研究センター 
地域通貨プロジェクトチーム 

 
 このアンケート票は、多摩川流域やその近くにお住まいの市民の方々、多摩川流域に本

社・工場・事業所・店舗を置いている企業・商店、多摩川流域で活動している環境 NGO/NPO、

多摩川流域内に所在する小・中学校及び高等学校並びに多摩川流域を行政区域とする市役

所・町村役場の環境担当部局の中からランダムに抽出した計 1000 の個人と組織・団体にお

送りしております。 
 
 私ども早稲田大学環境総合研究センターでは、「とうきゅう環境浄化財団」の資金援助を

受けて、首都圏随一の河川である多摩川の流域を対象にして、そこに生活する人々、多摩

川の恵みを受けつつ活動しまたは多摩川の環境保全に取り組む人々など、多摩川に関わり

をもつ様々な分野の多数の人々が互いに協力しながら、多摩川源流域の森林保全と多摩川

の水辺環境を守り育てるための地域に根ざした仕組みづくりについて研究を進めています。 
 
 多摩川及びその支川は一時期に比べれば随分きれいになり、最近ではアユが遡上する姿

も見られるようになりました。しかし、水質はなお十分に満足できる状況にはありません。

河川敷のごみ散乱や雑草繁茂なども親水性（水に親しみやすいこと）を低下させる要因に

なっています。さらに最近指摘されている大きな問題は森林の荒廃です。多摩川源流域の

森林は、水源涵養や治水・治山といった、流域全体に関わる重要な役割を果たしてきまし

た。ところが、源流域の過疎化と林業従事者の高齢化・後継者不足によって、奥多摩地域

の森林の管理が十分に行えない状況が出現してきました。 
 多摩川の水質と水辺の生態系をもっと豊かなものにし、多摩川源流域の森林を守り育て

る努力が必要になっているのです。無論、これまでも関係する行政機関や環境保全に熱意

のある人々又は NGO/NPO が、多摩川の環境保全のために活動してきました。 
例えば、源流地域の一つである小菅村では、山村と森林の価値を多くの人々に見直して

もらおうと様々な努力を展開してきました。村では毎年初夏に「源流祭り」を開催して都

会の人々に自然体験の機会を提供し、また、森林の下草刈りや枝打ちに協力するボランテ

ィアの人々に村の季節の森の恵みの品をプレゼントするなどの企画を行っています。 
 しかし、こうした一部の人々の努力だけでは、多摩川の環境を保全する大きな力にはな

りません。多摩川の流域に関わっている多くの個人や NGO/NPO そして企業などが、一致

協力して多摩川の環境保全に取り組むため仕組みづくりがいま必要とされています。 
 
 私どもの研究の目的は、多摩川をケース・スタディーの場として流域内の人々が相互に

個人向け 
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協力して環境保全に取り組むための新しい仕組みのあり方を提案することにあります。 
河川環境の保全を考える際にしばしば障害となってきたのは、“上流の人々と下流の人々

の間の連帯意識を創出することが難しい”ことであり、また、“往々にして都会の人々の河

川環境保全意識が刹那的で持続しない”ことです。 
こうした障害を乗り越えるために、本研究では、地域通貨

．．．．
の一種である「コミュニティ

ウェイ」aというものを実験的に導入してみたいと考えています。コミュニティウェイを導

入することによって、我々の心の中に潜在的に存在している身近な自然環境を保全しよう

とする意欲を発露させ、流域の人々の共通項である“一筋の川”を絆として、連帯の輪を

面的に広げ、しかも、それを長く継続させうるのではないかと考えています。 
  
 つきましては、ご多用中まことに恐縮ではございますが、本研究の重要な基礎資料とす

るため、皆様方に以下のアンケートにお答えいただきたくお願いいたします。 
 個人情報保護法を遵守し、個人情報の保護には万全を期することとしています。また、

回答者の個別属性が明らかになる形でアンケート結果を集計することはありません。 
 なお、アンケートにご協力をいただきました個人の方々にはお礼として後日図書券（500
円分）をお送りします。また、アンケートの集計結果の送付をご希望の場合には、回答用

紙の最後の「集計結果等の送付を希望する」の欄に○印をご記入ください。結果がまとま

り次第お送りいたします。 
 
                         研究代表者 吉田徳久 
【回答の方法と期限】 
１．回答の方法：本アンケート用紙の最後に回答用紙２枚が綴じこんであります。この回

答用紙を切り離し以下のいずれかの方法でご返送ください。 
① 回答用紙をファックスで送信する（FAX 番号 03-5286-8359） 
② 回答用紙を同封の返信用封筒に入れて投函する 

２．回答期限：平成 17 年 11 月 30 日とさせていただきます。 
 
【アンケートに関する照会・連絡先】 
 早稲田大学環境総合研究センター 永井祐二 寺嶋千博 
 〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 513 研究開発センター3 号館 104 
 ℡ 03-5286-8371 Fax 03-5286-8359 

                                                  
aコミュニティウェイは地域通貨の一種です。企業・商店、ＮＧＯ/ＮＰＯ、個人の間に地域通貨を流通させ

ることによって、個人の社会貢献活動への参加を促進し、ＮＰＯ等の市民団体の活動を支援し、企業の信

頼性や評価を高めるといった効果があるとされるものです。詳しくは参考をご参照ください。 
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個人用アンケート用紙  
 
あなた個人のご意見を伺います。なお、回答は回答用紙に一括ご記入ください。 

 
問１ あなたの性別を以下から選んでください。 
 １．女性   ２．男性 
 
問２ あなたの年齢を以下から選んでください。 
１．20 歳未満 ２．20 歳代 ３．30 歳代 ４．40 歳代 ５．50 歳代 ６．60 歳以上 
 
問３ あなたのご職業を以下から選んでください。 
１．農・畜産業従事 ２．漁業従事 ３．林業従事 ４．自営業（卸売商店）５．自営業

（小売商店・飲食店） 6．自営業（商店以外の工務店、理容・美容等のサービス業） 7．
自営業（法務・経営・医療･福祉専門職）8．自由業（文芸、美術、音楽、宗教）9．会社勤

務（製造業）10．会社勤務（非製造業） 11．公務員 12．教職員・研究者 13．団体職

員 14．学生 15．なし（無職） 16．その他（回答欄に職業をご記入ください） 
 
問４ あなたがお住まいの地域は、多摩川の源流域（奥多摩湖より上流の多摩川の区間又

は秋川渓谷よりも上流の秋川の区間の流域）、上流域（小河内ダムから秋川合流点までの多

摩川の区間の流域）、中流域（秋川合流点から田園調布堰までの多摩川の区間の流域）、下

流域（田園調布堰から河口までの多摩川の区間の流域）のいずれですか。（別添地図を参照） 
１．源流域  ２．上流域  ３．中流域  ４．下流域 

 
問５ あなたの生活と多摩川（本川及び支川）bとの関わりはどのようなものですか、以下

から選んでください。（複数回答可） 
１．自宅が多摩川に近いため日頃多摩川を見ることが多い 
２．多摩川べりの公園・遊歩道を散策することがある 
３．多摩川で釣りや水遊びを楽しむことがある 
４．多摩川の河川敷のリクリエーション施設を利用することがある 
５．多摩川の河川敷で行われるイベントに参加することがある 
６．多摩川流域の森林や里山に出かけ憩うことがある 
７．多摩川の水を自宅の水道水に利用している 
８．多摩川の環境を保全する活動に加わったことがある 
９．多摩川と特別の関わりはない又は関わりを感じない 

                                                  
b 以下では単に「多摩川」としていますが、いずれも多摩川の源流河川及び多摩川に合流する支川を含め

た意味で用いていますのでお間違えのないようご注意ください。 
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10．その他（具体的に記入してください） 
 
問６ 多摩川及びその河川敷の環境について、あなたが不満なこと又は改善を要すると感

じていることは何ですか、以下から特に重要と考えるものを３つ以内で選択してください。 
なお、「10.その他」を選択された場合には、回答に具体的な内容を記入してください。 

1. 河川の水質汚濁 
2. 河川の水量が少ないこと 
3. 河川敷の散乱ゴミ・雑草の繁茂 
4. 河川又は河川敷の自然景観が悪いこと 
5. 河川工作物の景観が悪いこと 
6. 河川及び河川敷の動植物生態系の貧困 
7. 堤防等による河川へのアクセス阻害（親水性の欠如） 
8. 河川敷のリクリエーション施設の欠如又は整備不良 
9. 河川周辺の公園・遊歩道の欠如又は整備不良 
10. その他 （具体的に記述してください） 
 

問７ 多摩川及びその河川敷の環境について、あなたが満足していることは何ですか、以

下から特に満足しているものを３つ以内で選択してください。 
なお、「10.その他」を選択された場合には、回答欄に具体的な内容を記入してください。 

1. 河川の良好な水質 
2. 河川の水量が豊富なこと 
3. 河川敷が清掃され良好に整備されていること 
4. 河川又は河川敷の自然景観がよいこと 
5. 河川工作物の景観がよいこと 
6. 河川及び河川敷の豊かな動植物生態系 
7. 河川へのアクセスがよいこと（親水性が高いこと） 
8. 河川敷のリクリエーション施設が整備されていること 
9. 河川周辺の公園・遊歩道が整備されていること 
10. その他（具体的に記述してください） 

 
問８ あなたは多摩川源流域（奥多摩湖よりも上流の地域）を訪れたことがありますか 
１．頻繁に訪れる ２．年１～２回訪れる ３．まれに訪れる ４．一度も訪れていない 
 
問９ 多摩川源流域の森林管理の状態についてあなたはどのように感じていますか。 

１．よく管理されていると思う 
２．森林がだんだん荒廃していると感ずる 
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３．すでに森林が相当に荒廃していると感ずる 
４．よくわからない 

 
問10 問９で２．と３．を選択された方に伺います。あなたは森林の荒廃をどこで、な

にをもって（見て・聞いて・知って）感じましたか、回答欄に簡単に記述してください。 
 
問11 多摩川源流域の森林の荒廃についてあなたは危惧を感じますか。 

１．強い危惧を感ずる   ２．やや危惧を感ずる  
３．あまり危惧を感じない ４．全く危惧を感じない 

 
問 12 多摩川源流域の森林が荒廃することは、あなたが関わっている多摩川の環境と深く

関連していると感じとることができますか。 
１．強く感ずる ２．多少は感ずる ３．あまり感じない ４．全く感じない 

 
問 13 水源涵養力を増強し、治水・治山を図るために、国や地方公共団体も毎年予算を投

入して森林の保全に努めてきました。最近では、いくつかの地方公共団体が新たに水源税・

森林税などと呼ばれる地方税を導入して財源を確保し、森林の保全を促進しようとしてい

ます。しかし、現行の森林所有者や行政の努力だけでは森林の荒廃を食い止められないと

すれば、追加的な努力を誰にして欲しいと考えますか。また、どのような方策で森林保全

を進めることが適当だと考えますか。以下の（１）、（２）に分けて回答してください。 
（１）森林保全に努力して欲しいと考える主体をⅠ欄から３つ以内で選択してください。

なお、「Ｈ その他」を選択された場合には回答欄に具体的な主体を記入してください。 
（２）森林保全のために有効で適切と考える方策をⅡ欄から３つ以内で選択してください。

なお、「ク その他」を選択された場合には回答欄にその具体的な方策を記入してください。 
 

Ⅰ 努力して欲しい主体 Ⅱ 森林保全のための方策 
Ａ 流域の市民及び NGO/NPO ア 森林保全に必要な予算確保・資金提供 
Ｂ 流域の企業・商店 イ 森林保全に必要な労力の確保・提供 
Ｃ 全国の市民ネットワーク ウ 森林保全のための技術開発・供与 
Ｄ 全国の研究機関・専門家 エ 木材製品や加工品の販売促進 
Ｅ その他（具体的に記入してください） オ 森林の恵みcの活用・販売促進 

カ その他、森林の多面的経済価値dの創出 
キ 森林保全の環境意義に関する教育推進 

 

 

ク その他（具体的に記入してください） 
                                                  
c 森でとれる山菜、キノコ、竹の子、木材から抽出した香料などが考えられる。 
d 森林浴の機会提供、自然体験などが考えられる。 
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問 14 問 13 のⅡ欄に掲げた様々な方策による森林保全運動が流域内の行政機関や市民団

体等によって提唱された場合、あなたご自身はそれに参加もしくはそれを側面的に支援す

る気持ちがありますか。以下から選んでください。 
１．そうした気持ちは全くない 
２．そうした気持ちが多少ある 
３．そうした気持ちが大いにある 
４．すでにそうした活動に参加・協力してきており今後も続けていきたい 
５．運動の趣旨や方法が具体的に示されなければ判断できない 
６．その他（具体的に記述してください） 

 
問 15 問 14 で１以外を選択された方に伺います。参加・支援する気持ちがあるとすればど

のような方法によって行いますか、以下から選んでください。（複数回答可） 
１．森林管理のために資金を提供する  
２．森林管理に必要な労力を提供する 
３．源流域の特産品（木材製品・加工品、山菜、キノコ等）購入に積極的に協力する 

 ４．その他（具体的に記載してください） 
 

問 1６ 問 15 で１．を選択された方に伺います。あなたは年間どのくらいの額を多摩川源

流域の森林管理のために寄付する意欲がありますか。 
１．100 円未満 ２．100 円～500 円程度 ３．500 円～1000 円程度 
４．1000 円～3000 円程度 ５．3000 円～5000 円程度 ６．5000 円～1 万円 
７．1 万円以上（どの程度の金額を想定するかご記入ください） 
 
問 1７ 問 1６に回答された方に伺います。あなたが森林管理に資金を援助する意欲を毎年

継続させるために、見返りとして以下のどれを希望しますか。（複数回答可） 
１．無報酬でよい ２．源流域の特産品の無償提供又は優先・限定・割引での購入 
３．日常購入する幅広い商品やサービスの割引券 ５．記念品や感謝状等の（物品でない）

感謝のあかし ４．源流域の自然体験ツアー等への招待 ６．その他（具体的に記述して

ください） 
 
問１8 問 15 で 2．を選択された方に伺います。あなたは年間延べ何日くらい森林管理のた

めに労働力（下草刈り、枝打ち等への参加）を提供する意欲がありますか。 
１．1 日 ２．2 日～3 日 ３．4 日～6 日 ４．１週間～2 週間 ５．2 週間以上  
 
問 19 問 18 に回答された方に伺います。あなたが森林管理に労働力を提供する意欲を持続

させるために、以下のどれを希望しますか。（複数回答可） 
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１．無報酬でよい 2．旅費等の実費 ３．アルバイト賃金相当の報酬 ４．源流域の特産

品の無償提供又は優先・限定・割引での購入 ５．源流域の自然体験ツアー等への招待  
６．日常購入する幅広い商品やサービスの割引券 ７．記念品や感謝状等の（物品でない）

感謝のあかし ８．その他（具体的に記述してください） 
 
問 20 問 15 で３を選択された方及び問 17 で２．又は問 19 で４．を選択された方に伺い

ます。あなたが入手したいと考える源流域の特産品はどのようなものですか。（複数回答可） 
１．スギ・ヒノキの木材 ２．木材工芸品・装飾品 3．ヒノキの香料 
4．山菜類・キノコ類 5．腐葉土・堆肥 6．そば粉、豆類、山芋などの畑の幸 
7．いわな・やまめ等の川の幸 8 ．その他（具体的に記入してください） 
 
問 21 問 15 で３を選択された方に伺います。問 20 で掲げた源流域の特産品の購入価格に

ついてどのように考えますか、以下から一つ選んでください。 
１．商店やスーパーで購入するのと同程度の価格であること 
２．商店やスーパーで購入するより 1-2 割程度高くてもかまわない 
３．産地直送の送料分だけ商店やスーパーよりも高くともかまわない 
４．品質や提供時期などに左右されるので一概にいえない 
５．その他（具体的に記入してください） 
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【参考】 コミュニティウェイについて（早稲田大学環境総合研究センター作成） 
 

地域通貨の一種であるコミュニティウェイは、企業・商店、ＮＧＯ/ＮＰＯ、個人の間を

地域通貨が流通することによって、ＮＰＯ等の市民団体の活動を支援し、個人の社会貢献

活動への参加を促進し、企業の信頼性や評価を高めるといった効果があるとされます。 
コミュニティウェイの最大の特徴は、社会を構成する多くの主体が、それぞれの得意な

方法で目的とする事柄について貢献することができるところにこそあります。しかも、多

くの人々が少しずつの資金や労力を提供することによって、大きな社会貢献ができる仕組

みなのです。だからといって、宝くじのように単に主催者の資金調達だけを目的とするも

のでもありません。趣旨に賛同して参加する人々の連帯意識を強め、社会貢献することへ

の満足感を得つつ、行政的努力や私企業の営利活動では手が届かない公益性の強い地域の

課題を解決する手段として注目されているのです。このような役割を発揮するためには、

参加者全てが満足感を得ることができ、相互に報いあう仕組みが用意されなければなりま

せんし、同時に参加することが面白いものになるよう様々な工夫やアイデアが必要です。 
コミュニティウェイ方式で地域通貨を多摩川流域の環境保全、例えば源流域の森林保全

を目的として導入するならば、どのような姿になるのかをやや具体的にご説明しましょう。

まず、趣旨に賛同する個人･団体から資金や労力の提供を行う意思が示されると、信頼のお

ける管理団体を経由して森林保全のために使われます。この際に管理団体は、提供された

資金高や労力量に見合った枚数の地域通貨を発行します。一方、この運動に協賛する企業

や商店は、資金を投じあるいは労力を提供した人々を「特別の顧客」として、自らの商品

販売やサービス業務において、地域通貨と引き換えに商品・サービスの割引等を行います。

地域通貨と交換に特別限定品の販売を行ったり、魅力あるイベントを主催して地域通貨を

その優待券として取り扱うなどの方法も考えられます。こうすることによって、自らも間

接的に森林管理の費用と労力を負担することになります。（もちろん、企業や商店が直接資

金や労力を提供することもできます）。 
地域通貨の動きを追ってみましょう。地域通貨は、まず資金や労力提供の証明書として

発行されます。次に、商品やサービスの割引券として使用されることになります。その結

果、企業や商店に回収された地域通貨は、再び発行元の管理団体に引き渡されます。協賛

企業や商店は割引サービスや魅力あるイベント開催を通じて参加者を拡大し、森林保全に

貢献した証として地域通貨は発行元に戻っていくのです。さらに、森林を管理する団体（森

林組合）や個人（土地所有者）も、資金や労力を提供した人々に還元する努力をして感謝

の意を表すことが重要です。その方法としては、森から得た産物等を地域通貨と交換に資

金や労力を提供した人々に還元するといったことが考えられます。また、環境ＮＧＯがボ

ランティアとして森林管理業務に従事することも想定されますが、市民の協力で集まった

資金をその活動の実費に充てることができれば、環境ＮＧＯにとって大きな支えとなり、

森林保全のためにいっそう貢献することができます。このように多くの人々が協力して森
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林保全運動を結実させることによって、参加した人々の間には連帯感が醸成されます。ま

た、一人ひとりが小さな善意を提供することは無理なくできることであり、その貢献に対

して感謝の証が還元されますから、その活動は長く持続すると考えられるのです。 
なお、地域通貨は、貢献の証、感謝の証として流通させるものですから、紙幣や硬貨と

類似の姿かたちである必要はなく、磁気媒体を使ったカード方式や通帳方式などその形態

は様々です。通貨そのものの形態のほか、システム全体の利便性が高いこと、協賛する企

業や商店が提供してくれる交換メニュー等が魅力あるものであることなどもコミュニティ

ウェイの成否を握る重要なポイントになるでしょう。 
 
【森林保全のためのコミュニティウェイの一例（概念図）】 

多摩川源流域
森林保全事業

多摩川源流域
森林保全事業流域市民

（資金提供）

流域市民
（資金提供）

流域市民
（役務提供）

流域市民
（役務提供）

環境NGO/NPO

協賛する商店・企業協賛する商店・企業

森林関係団体等

地域通貨管理主体

寄付又は役務提供を通じて森林保全に貢献
役務提供

役
務
提
供
等

源流域の恵みを
支援者に還元

地域通貨の流れ

寄付の流れ

森林保全役務

源流域の恵み還元

源流域の恵みを
支援者に還元

助成

助成

地域通貨と交換に特典を提供
して流域市民の連帯を促進

地
域
通
貨
使
用

寄付による支援

地域通貨を還流

地域通貨発行

寄
付
に
よ
る
支
援

森林保全事業

 
 
 
 
【別添】 
１．多摩川の流域概念図（1 頁） 
２．回答用紙（３頁）
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「コミュニティウェイ」による多摩川流域の環境保全を目指して（アンケート） 
 

早稲田大学環境総合研究センター 
地域通貨プロジェクトチーム 

 
 このアンケート票は、多摩川流域やその近くにお住まいの市民の方々、多摩川流域に本

社・工場・事業所・店舗を置いている企業・商店、多摩川流域で活動している環境 NGO/NPO、

多摩川流域内に所在する小・中学校及び高等学校並びに多摩川流域を行政区域とする市役

所・町村役場の環境担当部局の中からランダムに抽出した計 1000 の個人と組織・団体にお

送りしております。 
 
 私ども早稲田大学環境総合研究センターでは、「とうきゅう環境浄化財団」の資金援助を

受けて、首都圏随一の河川である多摩川の流域を対象にして、そこに生活する人々、多摩

川の恵みを受けつつ活動しまたは多摩川の環境保全に取り組む人々など、多摩川に関わり

をもつ様々な分野の多数の人々が互いに協力しながら、多摩川源流域の森林保全と多摩川

の水辺環境を守り育てるための地域に根ざした仕組みづくりについて研究を進めています。 
 
 多摩川及びその支川は一時期に比べれば随分きれいになり、最近ではアユが遡上する姿

も見られるようになりました。しかし、水質はなお十分に満足できる状況にはありません。

河川敷のごみ散乱や雑草繁茂なども親水性（水に親しみやすいこと）を低下させる要因に

なっています。さらに最近指摘されている大きな問題は森林の荒廃です。多摩川源流域の

森林は、水源涵養や治水・治山といった、流域全体に関わる重要な役割を果たしてきまし

た。ところが、源流域の過疎化と林業従事者の高齢化・後継者不足によって、奥多摩地域

の森林の管理が十分に行えない状況が出現してきました。 
 多摩川の水質と水辺の生態系をもっと豊かなものにし、多摩川源流域の森林を守り育て

る努力が必要になっているのです。無論、これまでも関係する行政機関や環境保全に熱意

のある人々又は NGO/NPO が、多摩川の環境保全のために活動してきました。 
例えば、源流地域の一つである小菅村では、山村と森林の価値を多くの人々に見直して

もらおうと様々な努力を展開してきました。村では毎年初夏に「源流祭り」を開催して都

会の人々に自然体験の機会を提供し、また、森林の下草刈りや枝打ちに協力するボランテ

ィアの人々に村の季節の森の恵みの品をプレゼントするなどの企画を行っています。 
 しかし、こうした一部の人々の努力だけでは、多摩川の環境を保全する大きな力にはな

りません。多摩川の流域に関わっている多くの個人や NGO/NPO そして企業などが、一致

協力して多摩川の環境保全に取り組むため仕組みづくりがいま必要とされています。 
 
 私どもの研究の目的は、多摩川をケース・スタディーの場として流域内の人々が相互に

団体向け 
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協力して環境保全に取り組むための新しい仕組みのあり方を提案することにあります。 
河川環境の保全を考える際にしばしば障害となってきたのは、“上流の人々と下流の人々

の間の連帯意識を創出することが難しい”ことであり、また、“往々にして都会の人々の河

川環境保全意識が刹那的で持続しない”ことです。 
こうした障害を乗り越えるために、本研究では、地域通貨

．．．．
の一種である「コミュニティ

ウェイ」eというものを実験的に導入してみたいと考えています。コミュニティウェイを導

入することによって、我々の心の中に潜在的に存在している身近な自然環境を保全しよう

とする意欲を発露させ、流域の人々の共通項である“一筋の川”を絆として、連帯の輪を

面的に広げ、しかも、それを長く継続させうるのではないかと考えています。 
  
 つきましては、ご多用中まことに恐縮ではございますが、本研究の重要な基礎資料とす

るため、皆様方に以下のアンケートにお答えいただきたくお願いいたします。 
 個人情報保護法を遵守し、個人情報の保護には万全を期することとしています。また、

回答者の個別属性が明らかになる形でアンケート結果を集計することはありません。 
 なお、アンケートの集計結果の送付をご希望の場合には、回答用紙の最後の「集計結果

等の送付を希望する」の欄に○印をご記入ください。結果がまとまり次第お送りいたしま

す。 
 
                         研究代表者 吉田徳久 
【回答の方法と期限】 
３．回答の方法：本アンケート用紙の最後に回答用紙２枚が綴じこんであります。この回

答用紙を切り離し以下のいずれかの方法でご返送ください。 
③ 回答用紙をファックスで送信する（FAX 番号 03-5286-8359） 
④ 回答用紙を同封の返信用封筒に入れて投函する 

４．回答期限：平成 17 年 11 月 30 日とさせていただきます。 
 
【アンケートに関する照会・連絡先】 
 早稲田大学環境総合研究センター 永井祐二 寺嶋千博 
 〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 513 研究開発センター3 号館 104 
 ℡ 03-5286-8371 Fax 03-5286-8359 

                                                  
eコミュニティウェイは地域通貨の一種です。企業・商店、ＮＧＯ/ＮＰＯ、個人の間に地域通貨を流通させ

ることによって、個人の社会貢献活動への参加を促進し、ＮＰＯ等の市民団体の活動を支援し、企業の信

頼性や評価を高めるといった効果があるとされます。詳しくは参考をご参照ください。 
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企業・団体・学校・NGO/NPO・自治体向けアンケート票 
 
貴組織において地域の環境保全に関係が深い業務を所掌しておられる部署の担当者がお

答えください。また、ご意見に関わる質問（問 5～12、15、17、19《質問番号に下線を引

いてあります》）に対する回答は、組織の意思を代表したものである必要はなく、回答され

る方の個人のご意見で結構です。なお、回答は解答用紙に一括ご記入ください。 
 
問1 あなたが属する組織は以下のどれに該当しますか。 
１．民間企業（製造業）２．民間企業（非製造業）3．商店（大型小売店舗）4．商店（小

売・飲食店）５．商店（卸売業）6．教育・研究機関 7．NGO/NPO  8．各種団体 9．
地方公共団体 10．その他（具体的に記述してください） 
 
問2 あなたが属する組織は地域の環境保全のためにどのような取組をしていますか 
（複数回答可）。６．７．８．11．を選択された場合は具体的内容を記入してください。 
１．環境法令を遵守するための組織・体制を整備している 
２．ISO14000 シリーズを取得している 
３．環境報告書を作成している又は環境会計を取り入れている 
４．事業又は業務において省エネ・温暖化対策に努めている 
５．事業又は業務において資源のリサイクルに努めている 
６．行政や市民団体等が企画する環境保全活動に資金・労力等を提供している⇒具体的に 
７．行政や市民団体等とともに環境保全活動を企画し、自らも実施している⇒具体的に 
８．組織が単独で環境保全活動を提案し、実施している⇒具体的に 
９．環境保全のための行政施策を推進している（自治体の場合） 
10．現在は特に何もしていない 
11．その他（具体的にご記入ください） 
 
問3 あなたが属する組織と多摩川（本川及び支川）fとの関わりは以下のどれに該当し

ますか（複数回答可）。その他を選択された場合は具体的内容を記入して下さい。 
１．多摩川流域の自然資源（土石・木材、景観等）の経済的価値を利用又は活用している 
２．多摩川の水（農業用、養殖用、工業用、上水用等）を取水し消費している 
３．多摩川の治水（河川・河川敷・河川工作物の管理）に関係する業務を行っている 
４．多摩川流域の治山・森林管理に関係する業務を行っている 
５．多摩川や河川敷・公園が組織の職員等の憩いの場になっている 

                                                  
f以下では単に「多摩川」としていますが、いずれも多摩川の源流河川及び多摩川に合流する支川を含めた

意味で用いていますのでお間違えのないようご注意ください。 
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６．多摩川の環境を保全するための事業又は活動を行っている 
７．多摩川の環境を教育の場として活用している 
８．多摩川とは特別の関わりはない 
９．その他（具体的にご記入ください） 
 
問 4 問３で８．以外を選択された方に伺います。あなたが属する組織と多摩川との関わり

は、多摩川の源流域（奥多摩湖より上流の多摩川の区間及び秋川渓谷よりも上流の秋川の

区間の流域）、上流域（小河内ダムから秋川合流点までの多摩川の区間の流域）、中流（秋

川合流点から田園調布堰までの多摩川の区間の流域）、下流域（田園調布堰から河口までの

多摩川の区間）の流域のいずれですか。（別添地図を参照）（複数回答可） 
１．源流域  ２．上流域  ３．中流域  ４．下流域 

 
問 5 多摩川及びその河川敷の環境について不満なこと又は改善を要すると感じているこ

とは何ですか、特に重大と考えるものを３つ以内で選択してください。 
1. 河川の水質汚濁 
2. 河川の水量が少ないこと 
3. 河川敷の散乱ゴミ・雑草の繁茂 
4. 河川又は河川敷の自然景観が悪いこと 
5. 河川工作物の景観が悪いこと 
6. 河川及び河川敷の動植物生態系の貧困 
7. 堤防等による河川へのアクセス阻害（親水性の欠如） 
8. 河川敷のリクリエーション施設の欠如又は整備不良 
9. 河川周辺の公園・遊歩道の欠如又は整備不良 
10. その他 （具体的に記述してください） 

 
問 6 多摩川及びその河川敷の環境について満足していることは何ですか、特に満足度が高

いものを３つ以内で選択してください。 
1. 河川の良好な水質 
2. 河川の水量が豊富なこと 
3. 河川敷が清掃され良好に整備されていること 
4. 河川又は河川敷の自然景観がよいこと 
5. 河川工作物の景観がよいこと 
6. 河川及び河川敷の豊かな動植物生態系 
7. 河川へのアクセスがよいこと（親水性が高いこと） 
8. 河川敷のリクリエーション施設が整備されていること 
9. 河川周辺の公園・遊歩道が整備されていること 
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10. その他（具体的に記述してください） 
 
問 7 問 5 で回答された環境悪化を改善しようとする場合、i)誰が主体となって、どのよう

な方法・手段で行うことが適切だと考えますか。また、ii)あなたの組織はその中でどのよう

な役割を果たすべき、あるいは、果たしうると考えますか。問 5 で選択された項目別に回

答欄にご記入ください。 
 
問８ 多摩川源流域の森林管理の状態についてどのように感じていますか。 

１．よく管理されていると思う 
２．森林がだんだん荒廃していると感ずる 
３．すでに森林が相当に荒廃していると感ずる 
４．よくわからない 

  
問 9 問８で２．と３．を選択された方に伺います。森林の荒廃をどこで、なにをもって（見

て・聞いて・知って）感じましたか、回答欄に簡単に記述してください。  
 
問 10 多摩川源流域の森林の荒廃がさらに進んだ場合、流域に与える環境悪化や治水・治

山上の影響について危惧を感じますか。 
１．強い危惧を感ずる   ２．やや危惧を感ずる  
３．あまり危惧を感じない ４．全く危惧を感じない 

 
問 11 多摩川源流域の森林の管理を充実させることは、問 3 で回答されたあなたが属する

組織と多摩川の環境との関わりと深く関連していると感じとることができますか。 
１．強く感ずる ２．多少は感ずる ３．あまり感じない ４．全く感じない 

 
問 12 水源涵養力を増強し、治水・治山を図るために、国や地方公共団体も毎年予算を投

入して森林の保全に努めてきました。最近では、いくつかの地方公共団体が新たに水源税・

森林税などと呼ばれる地方税を導入して財源を確保し、森林の保全を促進しようとしてい

ます。しかし、現行の森林所有者や行政の努力だけでは森林の荒廃を食い止められないと

すれば、追加的な努力を誰がすべきだと考えますか。また、どのような方策で森林保全を

進めることが必要だと考えますか。以下の（１）、（２）に分けて回答してください。 
 
（１）森林保全に努力して欲しいと考える主体をⅠ欄から３つ以内で選択してください。

なお、「Ｅ その他」を選択された場合には回答欄に具体的な主体を記入してください。 
（２）森林保全のために有効で適切と考える方策をⅡ欄から３つ以内で選択してください。

なお、「ク その他」を選択された場合には回答欄にその具体的な方策を記入してください。 



（別添１）アンケート用紙 多摩川源流の森林保全に関するアンケート票（団体向け） 
         

15 

Ⅰ 努力して欲しい主体 Ⅱ 森林保全のための方策 
Ａ 流域の市民及び NGO/NPO ア 森林保全に必要な予算確保・資金提供 
Ｂ 流域の企業・商店 イ 森林保全に必要な労力の確保・提供 
Ｃ 全国の市民ネットワーク ウ 森林保全のための技術開発・供与 
Ｄ 全国の研究機関・専門家 エ 木材製品や加工品の販売促進 
Ｅ その他（具体的に記入してください） オ 森林の恵みgの活用・販売促進 

カ その他、森林の多面的経済価値hの創出 
キ 森林保全の環境意義に関する教育推進 

 

 

ク その他（具体的に記入してください） 
 
問 13 問 12 のⅡ欄に掲げた様々な方策による森林保全運動が流域内の行政機関や市民団

体等によって提唱された場合、あなたが属する組織はそれに参加もしくはそれを側面的に

支援する意思がありますか。以下から一つ選択してください。 
１．関係行政機関と森林関係者が解決すべき問題であり、支援することは難しい 
２．森林の実情を仔細に把握した上で、場合によっては支援もありうる 
３．多くの市民が森林保全に立ち上がるならば側面的な支援を検討してみたい 
４．すでにそうした活動に参加・協力してきており今後も続けていきたい 
５．運動の趣旨や具体的な方法が示されなければ判断できない 
６．その他（具体的に記述してください） 

 
問 14 問 13 で１以外を選択された方に伺います。参加・支援する気持ちがあるとすればど

のような方法によって行いますか、以下から選択してください。（複数回答可） 
１．森林保全のために資金を提供する  
２．森林保全に必要な労力を提供する 
３．源流域の特産品（木材製品・加工品、山菜、キノコ等）購入に積極的に協力する 
４．森林保全向上のための技術的な支援を行う 
５．森林保全の重要性について普及啓発活動を行う 
６．その他（具体的に記載してください） 

 

                                                  
g 森でとれる山菜、キノコ、竹の子、木材から抽出した香料などが考えられる。 
h 森林浴の機会提供、自然体験などが考えられる。 
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【近年、地域通貨（「エコマネー」、「ＬＥＴＳ」と称されるものも地域通貨の一種です。）

を導入する動きが全国各地で起こっています。地域通貨導入の目的と仕組みには様々なも

のがありますが、①地域住民の相互の助け合いに対する感謝の証として交換し、思いやり

に満ちた暖かい地域づくりを目指そうとするもの、②地域経済の活性化（地元商店街の活

性化など）に寄与することを狙ったもの、③行政や民間企業の営利活動ではカバーできな

い公益性が高い課題を様々なセクターの人々の協力で解決することを狙ったものなどに区

分できます。アンケート用紙の末尾に【参考】として地域通貨の一種である「コミュニテ

ィウェイ」についての説明を掲げておりますので、これをご一読の上、以下の問 15～19 に

ご回答ください。】 
 
問 15 「地域通貨」、「エコマネー」、「ＬＥＴＳ」「コミュニティウェイ」（以下では「地域

通貨」と総称します。）について知っていましたか。 
１．よく知っている ２．すこし知っている 
３．言葉は聞いたことがあるが詳しく知らない ４．全く知らなかった 

 
問 16 問 15 で１．２．３．を選択された方に伺います。あなたの組織はこれまでに地域通

貨の発行や流通に関与されたことがありますか。 
１．発行に関与したことがある ２．流通に協力したことがある  
３．関与したことが全くない 

 
問 17 問 15 で１．２．３．を選択された方に伺います。実際に導入された地域通貨の中で

成功しているとお考えの地域通貨があればお教えください。（地域通貨の名称でも結構です

が、お忘れでしたら導入された地域や導入した団体の名前でも結構です。）また、成功して

いるとお考えになる理由をお聞かせください。 
 
問 18 多摩川流域の環境保全とりわけ森林保全のためにコミュニティウェイを導入しよう

とする企画があるとして、それに対するご意見を伺います。 
 
（１）多摩川源流域の森林保全を促進するためにコミュニティウェイの企画が開始された

場合、あなたが属する組織は参加してみたいとお考えになりますか。 
 １．参加したい ２．参加したくない ３．どちらともいえない（わからない） 
 
（２）（１）で参加する意思がない（２．）と回答された方に伺います。参加したくない理

由は以下のどれですか。（複数回答可） 
 １．多摩川流域の環境保全に関心がないから 
 ２．多摩川流域では源流域の森林保全より優先順位の高い環境課題があるから 
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 ３．多摩川源流域の森林保全に組織として貢献する必要を感じないから 
 ４．そもそも地域通貨、コミュニティウェイの意義を認めないから 
 ５．その他（具体的に記述してください） 
 
（３）コミュニティウェイが多摩川流域にどのような機能を発生させることを期待します

か、期待するものを３つ以内で選択して下さい。 
(ア) 森林保全等の環境保全が促進されること 
(イ) 環境保全活動を介して地域の人々の連帯感や相互扶助意識が高まること 
(ウ) 商品・サービス割引等の特典を得られること 
(エ) 地域で活動する NGO/NPO 活動への支援強化が図られること 
(オ) 環境ボランティア活動への市民等の参加が促進されること 
(カ) 地域経済の活性化が図られること 
(キ) 期待するものがない。 
(ク) その他（具体的に記述してください） 

 
問 19 多摩川源流域の森林保全のためにコミュニティウェイを導入することについて、ど

のようなご意見や感想あるいは疑問をもたれますか。簡単な箇条書きで結構ですのでお答

えください。 
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【参考】  コミュニティウェイについて（早稲田大学環境総合研究センター作成） 
 
地域通貨の一種であるコミュニティウェイは、企業・商店、ＮＧＯ/ＮＰＯ、個人の間を

地域通貨が流通することによって、ＮＰＯ等の市民団体の活動を支援し、個人の社会貢献

活動への参加を促進し、企業の信頼性や評価を高めるといった効果があるとされます。 
コミュニティウェイの最大の特徴は、社会を構成する多くの主体が、それぞれの得意な

方法で目的とする事柄について貢献することができるところにこそあります。しかも、多

くの人々が少しずつの資金や労力を提供することによって、大きな社会貢献ができる仕組

みなのです。だからといって、宝くじのように単に主催者の資金調達だけを目的とするも

のでもありません。趣旨に賛同して参加する人々の連帯意識を強め、社会貢献することへ

の満足感を得つつ、行政的努力や私企業の営利活動では手が届かない公益性の強い地域の

課題を解決する手段として注目されているのです。このような役割を発揮するためには、

参加者全てが満足感を得ることができ、相互に報いあう仕組みが用意されなければなりま

せんし、同時に参加することが面白いものになるよう様々な工夫やアイデアが必要です。 
コミュニティウェイ方式で地域通貨を多摩川流域の環境保全、例えば源流域の森林保全

を目的として導入するならば、どのような姿になるのかをやや具体的にご説明しましょう。

まず、趣旨に賛同する個人･団体から資金や労力の提供を行う意思が示されると、信頼のお

ける管理団体を経由して森林保全のために使われます。この際に管理団体は、提供された

資金高や労力量に見合った枚数の地域通貨を発行します。一方、この運動に協賛する企業

や商店は、資金を投じあるいは労力を提供した人々を「特別の顧客」として、自らの商品

販売やサービス業務において、地域通貨と引き換えに商品・サービスの割引等を行います。

地域通貨と交換に特別限定品の販売を行ったり、魅力あるイベントを主催して地域通貨を

その優待券として取り扱うなどの方法も考えられます。こうすることによって、自らも間

接的に森林管理の費用と労力を負担することになります。（もちろん、企業や商店が直接資

金や労力を提供することもできます）。 
地域通貨の動きを追ってみましょう。地域通貨は、まず寄付や役務提供の証明書として

発行されます。次に、商品やサービスの割引券として使用されることになります。その結

果、企業や商店に回収された地域通貨は、再び発行元の管理団体に引き渡されます。協賛

企業や商店は割引サービスや魅力あるイベント開催を通じて参加者を拡大し、森林保全に

貢献した証として地域通貨は発行元に戻っていくのです。さらに、森林を管理する団体（森

林組合）や個人（土地所有者）も、寄付をした人々や役務を提供した人々に還元する努力

をして感謝の意を表すことが重要です。その方法としては、森から得た産物等を地域通貨

と交換に寄付した人々や役務を提供した人々に還元するといったことが考えられます。ま

た、環境ＮＧＯがボランティアとして森林管理業務に従事することも想定されますが、市

民の協力で集まった寄付金の一部をその活動実費に充てることができれば、環境ＮＧＯに

とって大きな支えとなり、森林保全のためにいっそう貢献することができます。このよう



（別添１）アンケート用紙 多摩川源流の森林保全に関するアンケート票（団体向け） 
         

19 

に多くの人々が協力して森林保全運動を結実させることによって、参加した人々の間には

連帯感が醸成されます。また、一人ひとりが小さな善意を提供することは無理なくできる

ことであり、その貢献に対して感謝の証が還元されますから、その活動は長く持続すると

考えられるのです。 
なお、地域通貨は、貢献の証、感謝の証として流通させるものですから、紙幣や硬貨と

類似の姿かたちである必要はなく、磁気媒体を使ったカード方式や通帳方式などその形態

は様々です。通貨そのものの形態のほか、システム全体の利便性が高いこと、協賛する企

業や商店が提供してくれる交換メニュー等が魅力あるものであることなどもコミュニティ

ウェイの成否を握る重要なポイントになるでしょう。】 
 
【森林保全のためのコミュニティウェイの一例（概念図）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【別添】 
１．多摩川の流域概念図（1 頁） 
２．回答用紙（4 頁） 
 

多摩川源流域
森林保全事業

多摩川源流域
森林保全事業流域市民

（資金提供）

流域市民
（資金提供）

流域市民
（役務提供）

流域市民
（役務提供）

環境NGO/NPO

協賛する商店・企業協賛する商店・企業

森林関係団体等

地域通貨管理主体

寄付又は役務提供を通じて森林保全に貢献
役務提供

役
務
提
供
等

源流域の恵みを
支援者に還元

地域通貨の流れ

寄付の流れ

森林保全役務

源流域の恵み還元

源流域の恵みを
支援者に還元

助成

助成

地域通貨と交換に特典を提供
して流域市民の連帯を促進

地
域
通
貨
使
用

寄付による支援

地域通貨を還流

地域通貨発行

寄
付
に
よ
る
支
援

森林保全事業



わが国の地域通貨一覧

都道府県 市町村 名称 発行者・運営者名称 運営組織属性 形式 参加者数 財源 発案者、発行時期、形式
北海道 札幌市 ガバチョ ガバチョ・マネー研究会 任意団体 紙券 2000年7月より樽見弘紀北海学園大学助教授が中心となって紙券型で開始

札幌市 からっと からっと札幌 通帳 2000年9月より乾淑子北海道東海大学助教授が中心となって通帳型で開始

札幌市 エス
自主自立まちづくりネットワークＳ
ＯＳ＝略称まちネット

通帳   2000年７月から通帳型で実験的に開始

札幌市 ぱる 北区篠路地区新生町内会 紙券  町内会の福祉ボランティア活動評価のためのエコマネー券

札幌市 キタサン
北ノ沢第三町内会福祉のまち推
進委員会

通帳
  2000年10月に町内会の範囲で通帳＆スタンプ型で実験的に開始。 2002年５
月から地域通貨「キタサン」を通帳型で本格的に導入

札幌市 チャレ NPO法人札幌チャレンジド NPO 紙券  紙券型で障害者向けパソコン教室ほか提携10余の店・団体で使える
札幌市 タッピー NPO法人さっぽろ村コミュニティ工 NPO 紙券 2002年8月札幌市東区たまねぎ倉庫でのフリーマーケットで紙券型で発行

札幌市 郷 NPO法人あずまし家 NPO
　 2002年１月から中央区の小規模作業所「まるしょう・なはは」内部で発行。
2003年秋より精神障害者の社会とのかかわりを願い一般会員も募集

小樽市 タル 小樽エコマネー実行委員会 紙券・通帳 2001年11月に栗山町を参考にエコマネーとして開始

旭川市 こころ＜ＣＯＣＯ＞ とよおか地域通貨研究会→参考 紙券
　2003年9～11月に豊岡商店街振興組合・旭川ＮＰＯサポートセンターが地域
交流スペースとよおか村を拠点に2003年9～11月に紙券型で流通実験

旭川市 ぶりっじ 上川市庁 紙券
　2002年２月「地域通貨ふれ愛デー2002in旭川」で発行。古切手持参か会場で
のボランティアでもらえ会場イベントで使える

室蘭市 ふんべ NPO法人室蘭地域再生工場
2004年10～11月に輪西地区を中心にエコマネーを実験。ふんべはアイヌ語で
クジラの意味

釧路市 マーシュ 釧路公立大学マーシュサークル 紙券  2002年1月より携帯電話対応の電子地域通貨としてスタート。2003年4月より
帯広市 Ｃｅｅ 帯広Ｃｅｅの会 紙券･通帳 2001年7月から紙券型と通帳型で開始
帯広市 そらん 帯広市大空町連合自治会 紙券 2002年9月から紙券型エコマネーで実験開始

帯広市 サラダ 帯広市役所農林課 通帳
　 2003年度から帯広の森市民農園での利用者同士の交流を目的に通帳型で
本格導入予定

帯広市 トカチ 帯広商工宇会議所青年部 通帳 2003年度中に農業支援を目的にNPO法人を設立しオンライン通帳型で開始
網走市 億縁券 NPO法人夢の樹オホーツク 紙券 ボランティアで入手できる紙券で時間に換算し預託可能

稚内市 タラ 稚内市教育委員会 紙券
　 2002年9月より子供向け地域通貨を発行。導入後子供たちのボランティアグ
ループも発足

苫小牧市 ガル 石ころ農場ガル委員会 通帳 2000年3月より有機農場を営む石塚おさむ氏が中心となって通帳型で開始
赤平市 名称未定 NPO法人赤平市民活動支援セン 2005年夏を目処に実証実験を予定し地域通貨を考える会を開始

名寄市 ひまわり
名寄青年会議所地域通貨ひまわ
り事務局

紙券 　2004年6～7月に紙券型で1次運用、8～10月に2次運用

滝川市 コスモ＜そら＞
滝川市企画課政策係→滝川地域
通貨研究会

　2003年4月の市長選で公約としていた田村弘市長が委員を公募し会が発足。
2004年5月からまずは半年間実験

富良野市 フラン・へそ 富良野地域通貨検討会議 紙券 2000年7月より樽見弘紀北海学園大学助教授がアドバイザーとなって紙券型

長万部町 感 NPO法人おしゃまんべ夢倶楽部 紙券
　 2003年9～12月に紙券型エコマネー「オシャマンベありがとう券」を実験流
通。2004年から本格化

今金町 モーレン ボランティアグループひまわり 紙券
　2004年10月の町健康フェアで紙券型で実施。2004度まで3年間の桧山支庁
の桧山型コミュニティービジネス形成推進事業の一環

黒松内町 ブナ～ン くろねっと 紙券･通帳・電子 2001年1月から紙券型、2002年2月から通帳型も採用、2003年3月から電子通

栗山町 クリン
NPO法人くりやまコミュニティネッ
トワーク

 
　2000年2月から紙券型エコマネーとして開始。エコマネーの代表格だったが現
在ではエコマネーと自称していない

下川町 フォーレ 下川産業クラスター研究会 通帳 1999年8月から西部忠北海道大学助教授)がアドバイザーとなって通帳型で
増毛町 マーシー ゆうゆうマーシー 紙券 2002年12月に町健康一番館でフェスティバルを開き紙幣を本格的に配布

苫前町 町共通利用券（仮称） 苫前町商工会 利用権
　地域内経済循環型活性化構想をまとめ地域の広場建設にあわせ地域通貨
（利用券）の導入を計画

女満別町 メルン 女満別町地域通貨の会 通帳 2000年9月に通帳型で実験、2001年3月から開始

美幌町 ビーボ
美幌商工会議所美幌TMO構想策
定研究会

紙券 　2002年1～6月まで紙券型で試験導入し経済効果を確認

留辺蘂町 地域共通商品券 留辺蘂町 商品券
　2003年4月から地域通貨特区構想が町内の特定業者間のみという条件付で
複数回流通が容認されスタート

置戸町ほか 銀河線応援債仮称） 置戸町商工会 債権
ふるさと銀河線存続のため全国からゼロ金利で総額30億円の預託金を集めこ
れを担保に沿線六町で減価型地域通貨を発行し収入補てんする計画

遠軽町 縁 遠軽郁凌高
　生徒獲得と地元密着の授業を目指しエコマネーで生徒のボランティア活動を
単位として認定する制度を検討中

白老町 はぶ 通帳 2001年12月から通帳型で開始
追分町 ぶらっと 追分町地域通貨運営委員会 紙券 2002年9月より基金をつくり紙券型で開始

厚真町 ルー 地域通貨「ルー」の会 通帳
　 2001年10月から通帳型で開始。厚真町豊沢の住宅地、ルーラル・ビレッジで
運用され40世帯中30世帯が会員

門別町 もんちゃんカード・地域支援券 門別商工会 カード
　2003年7月からカード方式で実施。買物で満点の270ポイントで300円相当の
買物券になり別途地域支援券も付与し災害寄付や少年野球の支援に活用

浦河町 フローラ 華・花倶楽部 花植え活動の手伝いなどで受け取れフリーマーケットや講座の受講に利用可
芽室町 タイムマネー めむろたすけ愛 時間 時間委託制度で地域通貨という呼称は使わない

阿寒町 名称未定 阿寒町
　2005年導入を目指し温泉宿泊客対象に法定外目的税(50円)を導入し該当分
を地域通貨で還元する構想(2002年2月)

青森県 青森市／ ラッセ エコマネーLASSEくらぶ 紙券 2002年11月にエコマネーとして開始。IT家計簿も導入
　青森市・木造町／ あんど ハート＆ハート実験プロジェクト 紙券 2003年7月から3カ月余、紙券型エコマネーとして流通実験。LASSEとも連携
　弘前市／ エコカード 詳細不明
　八戸市／ HaYaTe 八戸市まちの魅力づくり市民協議 2002年10月より空き店舗のまちなか交流センターで使えるHaYaTeを4カ月間
　むつ市／ ゆい まちづくり倶楽部 紙券 エコマネーとして実験
　板柳町／ アップリン 北の翼の会アップリン事務局 通帳 りんごの里の通帳型地域通貨
　上北町／ ポロト 小川原湖エコマネー研究会　　参 紙券  2003年2～3月に紙券型エコマネーとして試験流通させ4月以降本格導入を
　南部町／ ありがとうカード＜Ａカード＞ 南部町商工会青年部 紙券  2002年6月から感謝の気持ちを使える券として紙券型で開始

岩手県 　盛岡市 ｃ シネマストリートプロジェクト 2002年4月からまちを面白くしようと導入されカフェやフリーマーケットで開始

　遠野市 カッパ
NPO法人遠野山・里・暮らしネット
ワーク

　2002年に開始。当初農作業に対し農作物と交換する仕組み。2004年から枝
払い謝礼など里山再生のために活用

　滝沢村 結 岩手県立大学地域通貨研究会 2002年4～7月に実施したが第1次実験は終了し活動休止
　滝沢村 ピース 岩手県立大学 借用証書 借用証書型で実験したが現在ではプロジェクトは解散

　滝沢村 ワーク
岩手山麓柳沢地域通貨「ワーク」
委員会

通帳 　2003年4月から通帳型で開始。県立大・岩手大の学生もサポート

　湯田町・沢内村(西和賀地域） わらび
岩手県商工会連合会中部広域指
導センター

紙券 　 2003年10月から「わらび」本位制の紙券型で発行開始

宮城県 　仙台市 まちづくりチケット＝ポイント アーバンネット チケット まちづくり活動に参加すると協賛企業で使えるチケットがもらえる
　仙台市 ＢＥＥ ビーズリング 通帳 通帳型でマイナスの利子（2カ月にマイナス2％）を導入している
　仙台市 名称不明 リサイクル野菜ネットワーク 紙券 2002年９月から生ゴミを持ち込めば野菜に交換できる野菜通貨を発行

　仙台市 アーユ NPO法人広瀬川の清流を守る会 紙券
　2003年11月から太白区長町地区を中心に川の清掃など環境活動と商店街活
性化を目指し紙券型で開始。仙台市環境局による環境社会実験事業

　気仙沼市 エコ・ポイント 気仙沼地区エネルギー懇談会 スタンプ
　 2003年5月から認定エコ活動で名刺サイズカードにスタンプを押す。来年度
から商店で買い物可能に

　角田市 コフェス 角田市教育委員会ほか 紙券
　2004年2月に開催された生涯学習フェスの一環の「子どもフェスティバル」会
場内で使える紙券型地域通貨として発行

　川崎町・七ケ宿町 ノラ 通帳 地元の炭焼き・養蜂業者などの間で通帳型で運用

　登米町 ポートン 地域通貨グループ座・ハイカラ 通帳
　2002年11月より地域通貨活用地域づくり実証実験事業のモデル団体となり通
帳型で開始

　本吉町 やっこ 山田やっこの会 紙券
　2003年11～12月に山田地区住民で相互扶助を中心に紙券型で試行し2004
年３月から本格実施予定

秋田県 　秋田市 まごころマネー＜akita＞ あきた地域通貨協議会 紙券 紙券型で運営され会員間の取引のほか商店でも使える
　横手市 ドーモ 横手ひらかドーモ委員会 紙券 2003年4月から市内平鹿地域でNPO法人を設立し紙券型で半年間試験運用
　峰浜村 エコマネー桃源 手這坂活用研究会 紙券 2002年5月からかやぶき屋根民家の修復・保全活動などに使われ紙券型で

　六郷町 ユウちゃん 六郷まちづくり株式会社 紙券
　2003年2月に通帳型に紙券とコインを併用し10％減価する仕組みを導入し会
員募集開始
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山形 　山形市 広告付労働交換チケットアーチ アドマネー推進プロジェクト 借用証書 会員制の借用証書型による仙台市と山形市両都市圏で流通させる地域通貨
　米沢市 ぽっぽ 詳細不明

　鶴岡市 もっけ
NPO法人庄内市民活動センター
鶴岡エコマネー研究会

紙券 　2001年8～10月に紙券型のエコマネーとして試験運用

　天童市 ふれあい「こまカード」 千布Ｅ駒＜エコマ＞クラブ カード
　市内干布地区で小学校と連携して発行。通貨単位は設けず感謝の心を伝え
合うカードとして使用

　高畠町 ニャン券 高畠町商工会 商品券
　2003年11月～2004年2月に共通商品券「ワン券」が複数回流通できる地域通
貨化し販売。プレミアム付き

　飯豊町 ブラン 2004年12月から白河地区で一ブラン＝白菜一個として導入

　立川町 フーちゃんチケット 町民節電所研究会 チケット
　消費や交流拡大のため町内34の商店などから協力を得て2000円分のサービ
スが受けられるチケットを家庭に配布、省エネ目標が達成できればもう１枚提

福島 　福島市 ちょボラン ちょボラねっと 紙券  2003年3月に紙券型で開始。障害者発行の初事例。牛乳パック再生カード使

　福島市 ゆず
NPO法人まごころサービス福島セ
ンター

紙券
　2003年4月から紙券型で開始。1ゆず＝30分の時間型で有効期限は1年。名
称はユズの北限産地から

　会津若松市 会s＝あいず ＬＥＴＳ会津 通帳 2002年1月に会津地域でオンライン通帳をメインに紙通帳も併用して開始

　郡山市 ヒーローズ
NPO法人ヒーローズ・プロジェク
ト・ジャパン

　2003年大みそかに郡山市開成山公園で地元商店街らと共同で音楽花火コン
サートを開催、ボランティアには参加時間に応じて地域通貨を提供

　いわき市 やっぺ いわきエコマネー研究会 通帳 2001年11月から2002年12月まで通帳型で実験
　白河市 ダルマ 詳細不明
　二本松市 フリー→参考 通帳 2000年9月から通帳型で開始
　川俣町 どうもない 通帳 2002年2月より通帳型で開始
　梁川町 どんぐり銀行 紙券 1999年4月から紙券型で開始
　鹿島町 エーベ 鹿島町エコマネー研究会 通帳 紙券型エコマネー。30分500エーベ。

茨城県 水戸市 輪＝リング NPO法人和嬉＝やわらぎ 通帳
　 2002年5月より通帳型で開始。2003年8月から毎月マーケットを開きモノでも
使えるように

水戸市 名称未定 NPO法人韋駄天 紙券
　ホーリーホックを支援する商店を募り地域通貨を発行し開催日のボランティア
参加者に配布を計画

龍ヶ崎市 コム NPO法人茨城県南生活者ネット 紙券 2003年から龍ヶ崎市、取手市、牛久市など茨城県南地域で紙券型エコマネー
常陸太田市 グリーン 財団法人グリーンふるさと振興機 紙券 2004年2～5月に紙券型で試験運用。裏書きして4回以上流通すれば換金可

つくば市 ガマール つくば市商工観光課 紙券
　 2002年8月の第54回筑波山ガマまつり（ガマール市）で限定発行。参加費500
円で600円分のガマールが使用可

つくば市 草のＮｅｃｏ２(ネコ　ちっぷ) まちづくり域協議会）
　環境省の支援を受け風車を市立小中学校全53校に設置、売電収益を原資に
二酸化炭素削減活動に対し配布。施設は3年計画で整備

つくば市 名称未定
株　つくばウエルネスリサーチ・つ
くば市

紙券
　2005年度から高齢者向けの運動教室を開催し運動に応じて地域通貨を支払
う。介護保険の負担を軽減する狙いもあり経済産業省も支援

谷和原村 Ｗａｒａ＜ワラー＞ 西ノ台エコマネー研究会 紙券 2003年5～7月に西ノ台地区で紙券型で実験。2005年から本格導入予定

栃木県 足利市 ありがとうコイン NPO法人自然学校NOSAP コイン 2002年10月から木製のコインを使用し開始
鹿沼市 かぬまエコマネーdear 鹿沼商工会議所 紙券 2002年12月から2003年1月まで紙券型で流通実験

高根沢町 げんき 地域通貨研究会 紙券 2004年4月から半年、紙券型で運用
黒羽町 ナスタ 那須くらし隊そだち隊あそび隊 通帳 2003年2月に通帳型で本運用開始

群馬県 前橋市・高崎市 ありがとう 前崎・高崎エコマネー研究会 2001年9～12月にインターネットを活用し第3次実験
桐生市 名称不明 桐生市ボランティア協議会 2001年度の新事業として計画するもその後の状況は不明
太田市 エコマネー太田＜おおた＞ 太田エコマネー研究会 2000～2001年に研究活動し2003年7月に実験。
館林市 情 下町通り商店街振興組合 紙券 2004年10月の「下町夜市（したまちよいち）」で限定発行。オリジナルコインも

群馬町 しるく・繭券
NPO法人じゃんけんぽん・地域元
気マネーしるく委員会

紙券 　2002年12月よりボランティア活動の対価としてしるくと繭券を発行開始

嬬恋村 ポイントマネー ファームイン 紙券
　紙券型「壱万座」でスタートするが現在ではポイントマネーとして再出発し作
業に応じ壁に貼ってあるポイント表に記入

埼玉県 さいたま市 エッコロ 生活クラブ生協埼玉 紙券
　2002年4月から組合員を対象に本格開始。従来のエッコロ共済の日常ケア部
分に地域通貨「エッコロ・マネー」 を使用

さいたま市 ハンギョレ通貨＜ハンギョレ＞ ハンギョレ通貨流通プロジェクト 通帳
　 在日コリアン学生と日本人による通帳型による地域通貨。ハンギョレとは朝
鮮（韓国）語で一つの兄弟・同胞の意

さいたま市 もりのつぶ ふしぎの森 紙券 自然食品店「ふしぎの森」東大宮店で使える地域通貨
熊谷市 emi(笑み) まがや地域通貨研究会 紙券 2004年7月に説明会を開催し紙券型でテスト試行中。11月より本格実験開始

川口市 キューポラ
NPO法人志民アシストネットワー
クほか

紙券
　2003年7～12月にイベントで割引券や記念品の引換券として利用可。環境通
貨として３万枚発行。ラオスの学校建設にも寄付

飯能市 グリン
グリン倶楽部＝吾野地区まちづく
り推進委員会

紙券 　2002年6月から1時間＝100グリンの紙券型で本運用開始

上尾市 彩の国子ども夢未来交換リング彩＝さい NPO法人彩の子ネットワーク 紙券 2002年10月に県内約50団体と70人余が参加し「彩（さい）」を発行

上尾市 デナリ
コミュニティ活動支援センター埼
玉支部

紙券
　2002年10月から聖学院大学内で紙券型で開始。サービスのみ対象。スクー
ルバスにも使用可。

上尾市 アッピー 上尾ビレッジ 紙券 2004年7月より紙券型で生涯学習グループで試行中

戸田市 戸田オール＜エイト券・フォア券＞ 戸田オール運営委員会 紙券
　2002年8月の祭りで発行。「地域通貨で市民活動を楽しくする会」を発展解消
し、戸田オールとして2004年3月まで試験運用

入間市 地域ふれあい通貨「元気」＜単位なし＞
地域ふれあい通貨「元気」運営委
員会＝通称「元気な仲間」

紙券 　 2003年2月より1年間紙券型で実験。ボランティア等1件につき1枚発行

志木市 ハラッパー はらっぱの会 借用証書 借用証書型で運用中

富士見市 アーツ
キラリ☆ふじみ開館記念事業実
行委員会

　2002年11月開館の平田オリザプロデュース富士見市民文化会館キラリ☆ふ
じみの中でのみ使える

小川町 FOODO＜ふうど＞
小川町農業後継者の会＝わだち
会・NPO法人ふうど

クーポン券
　2001年6月から生ゴミ処理プラントをつくり、生ゴミ提供世帯への謝礼用に野
菜に交換できるクーポン券として発行

栗橋町 フレンドリング＜フレンド券Ｆ＝フレンド＞ フレンドリング協会 紙券 2001年7月より会員制紙券型で運用
0

千葉県 千葉市 ピーナッツ 株式会社みんなのまち 通帳
　1999年2月から開始。現在は通帳型。2005年4月にNPO法人千葉まちづくりサ
ポートセンターから事業移管しコミュニティビジネス化

銚子市 ヴォラン 銚子まちづくり市民の会地域通貨 紙券 2004年７～12月に回転率により換金率が上がる独自の紙券型で試行

銚子市 名称未定 銚子市
　平成１７年度地域通貨モデルシステム導入支援５団体に選ばれる。新たなコ
ミュニティの醸成、地域内消費の拡大による地域経済の活性化が目的。

市川市 コウ 市社会福祉協議会国府台支部 紙券  2003年4月から高齢化の進む市川市国府台地区で始めた紙券型エコマネー

市川市 てこな 市川市地域情報推進課 住基カード
　2004年度に住基カードを使った地域通貨モデル事業の認定を国から受け秋
からテスト運用

市川市 BEE NPO法人かぼちゃ 紙券 紙券型で運用。200円券のみ。パソコン教室・フリーマーケット・喫茶で使える
松戸市 アウル 松戸エコマネ－「アウル」の会 紙券 2003年6月から紙券型で第１次実験

佐倉市 まちづくり株券＜株＞ さくら塾 株券
　会員になるか活動をサポートすると入手でき『さくら塾』と『佐倉茶屋』で利用
できる。１株 300円相当。

佐倉市 モール NPO子どものまち 紙券
　2002～3年に実施された「こどもがつくるまちミニさくら」で「ミニさくら市民権」の
ある18歳以下の子どもの間で流通

佐倉市 サクラ NPO子どものまち 紙券
　2004年10月から紙券型で開始。2005年3月27日～4月2日の中志津商店街で
の「子どもがつくるまちミニさくら」で流通するエコマネー

東金市 どんぐり 城西国際大学
　2001年10～11月に福田順子城西国際大学教授とゼミ生が流通実験を実施。
2003年10月～2004年1月にも実施

柏市 エッグ
「柏・にわとりの会」地域通貨エッ
グ管理事務局

通帳 　2001年5月から通帳型で開始

流山市 ふれあい切符＜点＞ NPO法人流山ユー・アイネット チケット 公的介護保険活動に加え会員制で点数チケット（ふれあい切符）を活用

八千代市 やちよボランティア・エコマネー 八千代商工会議所
　2003年10月～2004年1月に商工会議所が主催したやちよやる気塾生が新川
千本桜の会と第１次実験。第２次実験も計画中

我孫子市 mino
我孫子手づくり散歩市実行委員
会

　2003年10月25～26日に開催された手作り散歩市で実験的に2倍の価値付け
をして発行。

成東町 あんが 通帳 2000年7月にピーナッツの兄弟版として通帳型で開始

大原町 名称不明 大原町ボランティア連絡協議会
　2004年11月から県委託の地域通貨実証実験としてサービスをインターネット
上に登録し会員や商店で利用
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東京都 千代田区 麹 麹町通り商店会 紙券
　2003年8月にレジ袋不要の買い物客に「１麹」を渡し10枚で20円分として使え
る紙券としてスタート

千代田区 ココロン ハートフル・ファミリー 紙券
　 紀平正幸氏らファイナンシャル・プランナーズのグループが集合住宅でのエ
コマネー実験を提案し準備中

新宿区 ピポ NPO法人(CS21） 紙券 2002年10月の四谷大好き祭りで流通実験

新宿区 アトム通貨＜馬力＞ アトム通貨実行委員会 紙券
　2004年4月から高田馬場・早稲田の商店街や早大生などが地域活性化のた
めに紙券型で開始

文京区 TAEポイント NPO法人東京エイリアンアイズ 紙券
　2003年10月から協賛企業・店あてに地域通貨を提供し留学生試用時のアル
バイト代に当ててもらう就労支援を開始

墨田区 ユーズマネー 株　ユーズ 紙券
　使用済食用油をユーズマネーと交換し本・森・VDF（軽油代替新燃料）購入代
金として使用できる

江東区 芭蕉通貨 深川発祥 紙券
　2005年7月3日の深川神明宮で森下商店街が行う朝顔市で紙券型で発行・使
用。今後深川北部地区５商店街で発行予定

品川区ほか COCOMO
COCOMOマネー実験プロジュクト
事務局

通帳
　オンライン通帳による時間基準の地域通貨として準備中。システムとして他団
体と連携も図る

世田谷区 セタガヤr
アースディマネーセタガヤプロジェ
クト事務局

紙券 　2002年5～12月まで世田谷での地域活動の参加に対して発行され導入実験

世田谷区 玉ＤＥＮマネー「ＤＥＮ」 NPO法人玉川まちづくりハウス 紙券 2000年夏に誕生したパン本位制通貨

世田谷区 クラブ
生活クラブ生活協同組合23区南
生活クラブ

通帳 　2001年10月から通帳型で開始。毎月１回「クラブパーティ」を開催

世田谷区 エコダイヤ 烏山駅前通り商店街振興組合 紙券  商店街の歴史あるダイヤスタンプを地域活動をした人にも発行し地域通貨化
世田谷区 がや 世田谷区役所 紙券 職員が区役所内で使用。

世田谷区 せたがやポイント
東京商工会議所世田谷支部主
催、いい・こみゅにてぃ世田谷運

紙券
　2004年2月から東京急行電鉄と東急世田谷線下高井戸・松陰神社前・世田谷
の３駅前商店街の600店が協力して1カ月実験。ボランティア活動に対し商店街

渋谷区 ｒ＝アール
NPO法人アースディマネーアソシ
エーション

紙券 　2001年4月にコミュニティ・ウェイ型のプロジェクト支援型地域通貨として開始

豊島区 みみずく 詳細不明
練馬区 ガウ NPO北町大家族 紙券 2001年9月からニュー北町商店街が大手スーパーの出店に対抗し紙券型で
板橋区 にこにこカード「にこ」 高島平地区小地域ネットワーク 通帳 2001年10月から高島平団地周辺で通帳型で開始

江戸川区 EDOGA-WAT＝えどがわっと　or エーワット

NPO法人足元から地球温暖化を
考える市民ネット・えどがわ＝略
称足温ネット

借用証書 　借用証書型により市民発電所設立資金調達のために発行された地域通貨

江戸川区 ＴＲ トージバ 紙券
　2003年から大豆本位制により都市農山村交流を目指す紙券型で開始。紙券
は渋谷アースデイマネーに印を押して使用

立川市 ポラン交換リング「ポラン」 NPO法人東京賢治の学校 通帳 通帳型による賢治の学校における地域通貨
三鷹市 SEEDS 地域通貨みたか会議 通帳・紙券 2002年11月から通帳と補完紙幣を併用して流通開始

武蔵野市 ＭＯＶＥ NPO法人ｋｉｓｓ 借用証書 借用証書型による地域通貨。１時間の労働＝10moveが目安
調布市 さ～ら 調布地域通貨さ～らの会 通帳  2003年10月から通帳型で開始
町田市 花 まちだ大福帳 通帳 2001年11月から通帳をベースに開始し、商店でも使用できるよう花券という紙

小金井市 こがね 地域通貨こがねの会 通帳 2001年末より通帳型で実験開始。１こがね＝１円、90分の仕事=1000こがね

国立市 ＫＵＮＹ＜クニー＞ クニー事務局 紙券
　 2003年11月～2004年2月まで一橋大学生が地元商店街などと協力し紙券型
エコマネーとして実験

多摩市 ＣＯＭＯ ＣＯＭＯ倶楽部 紙券 2000年6月から多摩ニュータウン学会・コミュニティ部会の活動から生まれ紙
西東京市 Conte（コント） NPO法人セプロス内「Conte」クラ 通帳 2001年6月から会員間のサービス交換に通帳型で開始
三宅村 ミヤケ＝仮称 村復興計画策定委員会  帰島後の島民生活を支えるため有効期限付きで一定額を配分する計画

神奈川県横浜市神奈川区 エコ 神奈川区エコマネー研究会 紙券 2002年1月より紙券型エコマネーとして開始
横浜市戸塚区 ラブリーなせ 地域通貨ラブリーなせ運営委員 紙券 2005年2月から紙券型の時間通貨として開始

横浜市瀬谷区 マイスター感謝券 アーバンドエル瀬谷自治会 紙券
　2003年７月から団地で「マイスター制度」開始。登録した援助者は援助の謝礼
に感謝券を受け取り夏祭などで利用可能

横浜市青葉区 野菜券 恩田の谷戸ファンクラブ チケット
　2002年4月から谷戸の保全活動参加者に直売所で使える券(1枚100円相当)
を配布。使われた分は現金に引き換え

横浜市青葉区 マーブル 青葉パソコンサロン？ 紙券 パソコン教室等で使える紙券として準備中
横浜市青葉区 リーフ あおばの会 紙券 2002年5月から都市の自然農法作物を担保とした紙券式通貨として開始

横浜市都筑区 都筑「リーフ」
NPO法人緑の街・NPO法人I
Loveつづき

紙券
　2002年11月から紙券型で開始。ボランティアイベントで発行し地元商店などで
使える。2003年度から区との協働事業に

川崎市川崎区 福 福ふくクラブ 紙券 2001年7月～9月に紙券型エコマネーとして実験。2003年7月から第3次実験
川崎市多摩区 ａ＝アーチ アーチ・クラブ事務局 2002年5月に登戸のオーガニックカフェ「アリエルダイナー」開店と同時に開始

平塚市 タナー 平塚市商店街連合会ほか 紙券
　2005年7月6～31日の七夕まつり期間とその月内に商店街の会員店などで使
える紙券型。５％引で購入できる商品券タイプ

小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町 名称不明 西さがみ連邦共和国 マイレージ 観光客を対象にマイレージ型の地域通貨を検討中
小田原市 地域助け合いシステム・徳＜徳＞ 小田原市政策総合研究所 2003年11月～2004年2月まで住民同士の助け合いを活発にする実験事業と
茅ヶ崎市 C-リング ちがさき地域通貨C-リングクラブ 2004年4月より通帳(Cブック)をベースに紙券(ちがりん)も併用して開始

厚木市 名称不明
厚木なかちょう大通り商店街振興
組合

2003年10月、環境省の公募事業で「エコマネーを利用した有機性循環資源リ
サイクル事業」として採択され、2003年度に調査・検討し、2004年度に実証実験
をし、2005年に栽培・販売予定

大和市 ＬＯＶＥＳ
大和市役所・ラブスサポートセン
ター

ICカード
　2002年4月から経済産業省IT装備都市研究事業の指定を受けＩＣカードにより
開始。会員数は国内最大

大和市 つきみ野ラブ
つきみ野商店会・NPO法人ラブス
サポートセンター

紙券 　2004年から紙券型で開始。大和市つきみ野地区のみで利用可

大和市 にぎわいラブ NPO法人ラブスサポートセンター 紙券  2004年11月から紙券型で開始。商店・事業者は年会費1万円で換金可能
大和市 クラ クラブママーズ 通帳 2001年より生活クラブ神奈川組合員を中心に通帳型で開始
大和市 とらぬ狸のイモ債券 とらたぬ農場改めなないろ畑 紙券 畑で働いた時間に応じてもらえ収穫時にサツマイモなどと交換できる
藤沢市 ＺＥＮ〔お互い様ネットワーク善〕 善行エコマネー研究会 紙券 2001年7月からエコマネーとして紙券型で開始
開成町 ハート 開成町エコマネー研究会 紙券 2002年9月から6カ月間エコマネーとして紙券型で実験

相模湖町ほか 相模川流域通貨「リバー」
相模湖町商工会内（相模湖地域
エコマネー推進協議会）

通帳 　2002年12月から通帳型で開始。流域の環境保全などが目的

新潟県 新潟市 縁 縁農村 紙券
　登録農家が援農情報を会員にメールで発信し謝礼として発行。下越地方での
農家と市民をぶ活動

三条市 らて
三条市地域振興課発行・NPO法
人地域たすけあいネットーク運営

紙券 　2002年11月～2003年2月に紙券型でテスト運用

小千谷市 山本山 ありがとう券「山本山」実行委員会 紙券 2004年12月から紙券型で開始

村上市 きさら
NPO法人都岐沙羅パートナーズ
センター

紙券 　2002年2月～9月に紙券型で商店も含め流通実験

上越市 だすけ
おまんただすけい～ねかね通貨
研究会　→

紙券 　2002年2～3月に直江津地区商店街が中心になり試験運用

上越市 アースデイマネー＜ｒ＞ NPO法人アースデイマネー上越 紙券
　東京渋谷のアースデイマネーと連動、入会・寄付・まちづくりや環境イベントな
どで発行し協力商店20店で使える

小木町 佐渡循環券・サーロ 佐渡地域通貨研究会 借用証書 借用証書型の地域通貨でワークショップを開催し計画中。

富山県 富山市 夢たまご 富山社会人大樂塾 紙券 2000年5月より紙券型のエコマネーとして導入
富山市 GO！GO！チケット NPO法人デイケアハウスにぎや 紙券 2001年6月から福祉ボランティアの謝礼として紙券型で開始。商店でも使える
富山市 キトキト 富山福祉生協 詳細不明
高岡市 ドラー 200Ｘ年まちづくりの会from高岡 紙券 2000年5月より紙券型のエコマネーとして導入
氷見市 キット サンキューハロー 紙券 2001年4月から高齢者福祉のボランティアにエコマネーを導入

小杉町 こうりゃく 旬の里まちづくり塾 紙券
　2002年8月に紙券型で実験。公園清掃ボランティアに発行し商店街で使える。
こうりゃくとは富山弁でお手伝いの意
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石川県 金沢市大野地区 もろみ くらくらアートプロジェクト 通帳 2002年3月より醤油醸造用もろみ蔵をギャラリーに改造する協力者に通帳型

金沢市長町地区 イーネ
金沢市長町公民館・長町まちづく
り事務局

紙券
　2002年7～10月まで福祉活動や地域の奉仕活動などへの報酬として流通実
験

金沢市 きまっし
石川環境ネットワーク「きまっし」
準備委員会

紙券 　2003年9月から2004年3月まで紙券型で試験運用。裏面に広告導入も。

金沢市 藤五郎富くじ 円光寺山科振興会・街路灯の会 商店街くじ券 2003年に限り年末恒例のくじのはずれ券を１枚10円分の地域通貨に
金沢市 KOKU 金沢地域通貨運営委員会 紙券 2004年10月から紙券型で開始。裏面にはQRコードや広告も入れ運営資金に
輪島市 ＢＴ（ビーティ） 輪島商工会議所） 紙券 2004年4月から紙券型で開始。ゲーム感覚で友達の輪を広げていく。有効期

田鶴浜町 会（え） ニコニコ農園１９６（いくろ） 紙券
　伊久留地区住民が遊休農地に開設した農園で会員に農作業の対価として紙
券（１万会＝1000円相当1種類)で発行

能都町 キリコ 能都町商工会 紙券 2002年12月より清掃奉仕などの対価として導入実験

福井県 福井市岡保地区 子供のお手伝い 詳細不明
小浜市 地域通心券マリン おばま地域通貨研究会 紙券 2002年5月からボランティア活動や助け合いの仲立ちのために紙券型で試験
鯖江市 えちぜん徳＜トーク＞ えちぜん徳世話人会事務局 通帳 2001年4月から｢地域もの・こと交換制度｣として通帳型で開始
鯖江市 しあわせ交換券ハピー＜ハピー＞ NPO法人鯖江市民活動交流セン 借用証書 2003年1～3月に借用証書型で流通実験。ハピーコインも併用。
三国町 COW おけら牧場 通帳 2004年5月から通帳型で開始

山梨県 甲府市 元気 グループ元気市場事務局 借用証書で紙券 2002年8月から借用証書方式をベースとした紙券方式により実験開始

甲府市 甲府マネーｋ
やまなしまちづくりサポートセン
ター・甲府中央商店街新生協議

紙券
　2003年2月に紙券型で開始。駐車場利用者に300ｋ（１時間分駐車料金）を提
供するなどし、商店で使える

塩山市 葉（よう）
一葉まちづくりの会＝旧塩山市地
域通貨研究会

紙券
　2004年5月から9月まで紙券型で運用。市が樋口一葉の両親の出身地である
ことにちなむ

都留市 ツルー つるまちづくりネットワーク 通帳 2002年8月から通帳方式で実験
竜王町 ドラゴン 竜王町地域通貨研究会 紙券 2002年7月に紙券方式で運用実験を開始
高根町 八ヶ岳大福帳＜福＞ 八ヶ岳大福帳 通帳 2000年5月に北巨摩郡で通帳方式で開始

長坂町 舞蔵債権＜蔵＞ マイクラフト 借用証書
　 製品展示ギャラリーとして「古い蔵の再建＝マイクラフトの債券」をかけた名
前の借用証書型地域通貨

長坂町 梵
ヒマラヤカリー＆エスニックギャラ
リーぼんてんや

借用証書 　 カレー屋が発行するカレー券としても使える借用証書型地域通貨

大泉村 猫の手券＜nyan券＞ 八ヶ岳南麓「猫の手くらぶ」 紙券 八ヶ岳南麓住民の相互扶助ネットワーク。歴史学者の色川大吉氏が代表
小淵沢町 湧湧＝わくわく 蔵屋グリーンズ？ 詳細不明
白州町 まめ長者 白州いなか倶楽部 詳細不明
忍野村 ECHO＜エコー＞ 浄土真宗祭頭山慧光寺 通帳 浄土真宗のお寺が通帳型の自主通貨として発行

長野県 長野市 輪 地域通貨ながのプロジェクト 紙券 2002年10月よりコミュニティ・ウェイをベースにした紙券方式で６カ月間実験
長野市 善 長野わくわくボール 通帳 2001年11月から通帳方式で開始
松本市 ここら NPO法人ぶどう家 紙券 同施設で開く講座講師謝礼を地域通貨で。施設周辺の商店や飲食店で利用
上田市 まーゆ 蚕都くらぶ・ま～ゆ世話人会 通帳 2001年11月に通帳方式で開始し地元の商店でも利用できる
飯田市 ダニー 南信州地域通貨 通帳 2000年10月に飯田市周辺、伊那谷南部地域をカバーし通帳方式で本格開始

飯田市 ムトス
飯伊地域メディア振興協会エコマ
ネー研究部会

　飯田方式エコマネーに取り組んでいるがまだ具体化していない模様

諏訪市 エコマネーかたくり 湖南かたくりの会 券 2002年5月よりかたくりの券(単位なし)を使い実験利用を開始

諏訪市 ゆ～い
NPO法人スマートレイク内すわエ
コマネー研究会

通帳
　2004年4月から半年間、通帳型エコマネーとして運用。名称は「結」や英語の
「あなたと私＝YOU・Ｉ」にちなむ

小諸市 ニコ 結いの里ころもニコニコマネー 通帳 2000年1月より小諸市・佐久市を中心に通帳方式で開始

伊那市 い～な
伊那市社会福祉協議会（伊那市
エコマネー研究会）

紙券 　2000年11月から2001年4月まで伊那市八幡町の社会福祉協議会が運用実験

駒ヶ根市 ずらあ 駒ヶ根ずらあネット実行委員会 通帳 2001年8月から2002年3月まで通帳方式のエコマネーとして運用実験

大町市 アルペン 大町ゆかたまつり実行委員会 紙券
　2004年8月の「大町ゆかたまつり」会場で試験的に限定発行。10月の市制50
周年イベントでも使用

飯山市 ｅｃｏ
商店有志がごみ拾い参加者に
2002年５月に発行

紙券 　2002年５月に商店有志がごみ拾い参加者に発行

飯山市 トガリン
戸狩観光開発株式会社・戸狩観
光協会

紙券
　2004年10月から地域ぐるみのスキー場再生策としてスキー場食堂の全面改
修などのボランティアにリフト券と交換できる地域通貨を発行

小海町 ハート ＪＡ長野八ヶ岳女性部
　2002年11月から横山孝子長野大学助教授らが高齢者の地域貢献の場づくり
として試験運用

軽井沢町 われも われもこうの会 紙券
　2001年に名刺サイズの紙幣方式で開始。ボランティアにより受け取れ地元商
店で使える

東部町 くるみ 東部町エコマネー研究会 紙券 2002年11月～2003年2月に紙券方式で試験運用
富士見町 MORINO もりの学び舎 自給自足のセミナーハウスもりの学び舎でのみ使える
富士見町 あい 通帳 2004年3月から通帳型で開始

原村 ＹＵ 風の森 通帳 1999年12月から通帳方式で運用中

宮田村 ミーヤ（仮称）
宮田村商工会・村の経済を考える
会）

通帳
　2006年はじめに通帳型で本格運用を目指し循環商品券「梅が里」(仮称)と組
み合わせて導入予定

阿南町 サルビア 阿南町社会福祉協議会 紙券
　2004年9月から紙券型で発行。ボランティアで時間貯蓄した点を地域通貨にし
て町内約40店で使える

下條村 シモン 下條村商工会 通帳 2004年4月から通帳型で開始

四賀村 エコビー 四賀村エコビー委員会 紙券
　2002年8～10月にエコビレッジ構想にちなむ行政主導の紙幣方式エコマネー
として実験。

穂高町 安曇野ハートマネーPEACE
シャロムヒュッテ安曇野ハートマ
ネー事務局

通帳⇒担保証券
　1999年12月より通帳式で開始。現在は１万円の預託金による財担保証券方
式に

美麻村 縁 自給のなかまたち・信州 紙券 2001年8月に農産物が地域通貨で購入できる店「自給の市・えにしだ」オープ

白馬村 アール 白馬村商工会 紙券
　東京都渋谷区のｒ（アール）と連携。農作業に対し支払いそば打ち体験や宿泊
料金の一部などに使用可

信濃町 名称不明 しなのまち地域通貨の会 通帳
　2004年５月から通帳型で活動。11月には町補助も受け「信濃町で地域通貨を
はじめよう会」を開催

岐阜県 岐阜市 楽市プロジェクト＜文＞ Ｇちゃんねる岐阜エコマネー事務 紙券 2002年9月より紙券型エコマネーとして開始。IT家計簿も導入
岐阜市 ギフト 詳細不明
大垣市 すまいる マイスター倶楽部 ？ 岐阜経済大学や大垣駅前商店街振興組合などによる空き店舗対策モデル事

多治見市 Ｒ＜りょう＞ 地域通貨Ｒ運営委員会 紙券 2002年2月より多治見市と笠原町限定で紙券型で開始

多治見市 真心人（マインド）・親切券（カインド)
多治見苑団地住民自治会愛愛
ネット地域通貨管理局）

紙券
2004年8月1日発行。10年前各世帯が集会所建設時に出資し受け取った自治
会証券の配当の意味を付与して発行。マインド本券は500円相当の労働証券。
カインドは100円相当の補助貨幣的エコマネー。

可児市 ａｌａ＜アーラ＞ 可児市文化芸術振興財団 紙券
　2003年５月から開始。同財団主催催事のボランティアや活動参加者に渡され
可児市文化創造センターでの公演チケット購入に使える

静岡県 浜松市 だら
NPO法人ヘルスブレインネット
ワーク

紙券
　2001年1～4月にNPOやSOHOネットワークのため実験。12年度エコマネーパ
イロット地区指定

清水市 ＥＧＧ 清水駅前銀座商店街振興組合 紙券
　 2001年2月より店街活動活性化のためコインで開始。12年度エコマネーパイ
ロット地区指定

熱海市 Ａｍｉ 熱海エコマネー研究会 紙券
　商店と住民との交流、観光活性化のため導入予定。14年度エコマネーパイ
ロット地区指定

三島市 ぱれっつ
ふじのくにＮＰＯ活動センターエコ
マネー推進委員会

　2001年11月にＮＰＯ活動センターの職員・利用者の交流のため開始。

三島市 名称未定 NPO法人富士山クラブ 紙券 富士山周辺環境ボランティアのために導入予定。12年度エコマネーパイロット
三島市 ハート 三島エコマネー実行委員会 紙券 2003年7～10月に紙券型エコマネーとして第１次実験
三島市 三島売花藻（ばいかも）＜ノーエ＞ 三島商工会議所） 通帳 2004年9月から通帳型で開始。客と商店のコミュニケーションが目的
伊東市 温銭 NPO法人まちこん伊東 紙券 15年度エコマネーパイロット地区指定を受け導入準備中
磐田市 ポエマ NPO法人磐田市体育協会 紙券  13年度エコマネーパイロット地区指定を受け実施中。契約商店で使えるオプ
磐田市 ちゃっと 磐田エコマネー研究会 紙券 2000年9月より開始。12年度エコマネーパイロット地区指定
袋井市 周 NPO法人たすけあい遠州 紙券 2002年から時間預託型エコマネーとして開始
天竜市 ベアー NPO法人夢未来くんま 紙券 過疎高齢化対策として実施予定。 13年度エコマネーパイロット地区指定

下田市 名称未定 NPO法人グリーンハート
　 14年度エコマネーパイロット地区指定を受け障害者も含めた形で導入予定。
小学校授業にも要請
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愛知県 名古屋市 なーも LETS東海研究会なーも運営委員 通帳⇒紙券 2000年2月から通帳型で試験運用、 2001年3月から紙券型で本格運用
名古屋市 エコポイント エコデザイン市民社会フォーラム ポイント 2005年の愛・地球博で本格稼働させ、産学官民の連携で"脱自動車化"を目
名古屋市瑞穂区 みずほ 地域通貨みずほの会 通帳 2002年9月に瑞穂区役所の勉強会から会を結成し通帳型で運営

豊橋市 じゃん・だら・りん 豊橋青年会議所
　2002年4月から環境保全活動支援を目的に開始。旧ヒーローズマネー。2003
年6～10月にはボランティアの対価として発行

岡崎市 あおい てんま通り商店街協同組合 コイン 2002年9月からコインによるエコマネー型で実験を開始
半田市 C＜チタ＞ LETS知多 通帳 2000年4月より通帳型で開始。2001年10月「まちの星」という紙券を発行したこ
豊川市 だら～ 社団法人穂の国青年会議所 紙券 2001年5月より開始
豊田市 エコー 豊田青年会議所 紙券 2001年3～6月にエコマネーとして豊田青年会議所内で試験流通
常滑市 ブルーチケット 常滑商工会議所ほか 紙券 2003年4月から海岸清掃ボランティアに発行。水族館や民宿、遊園地で使え

大府市 利用券による点
NPO法人福祉サポートセンターさ
わやか愛知

紙券 　1994年12月から川上里美氏が時間預託制度として紙券により開始

長久手町 時間券 社会福祉法人愛知たいようの杜 紙券 2000年11月から紙券型によりゴジカラ村で流通開始。

長久手町 EXPOエコマネー EXPOエコマネーセンター
ICカードにポイン

ト
　環境にいい活動で愛・地球博の入場券のＩＣカードにポイントが貯められ懸賞
応募やエコ商品に使える

西春町 エコシール 西春町 シール
　2003年8月から町制40周年事業で150店で買い物200円毎にもらえる「にしは
る紙幣」を発行。レジ袋不要の場合は１枚追加発行。シール100枚で200円券と

三好町 三好町助け合いチケットじゃん 三好町福祉課 紙券 2004年4月から紙券型で1年間実験
設楽町 アール 100ワット・アールの会 紙券 2002年10月に有機農産物を即売するミニ市場で使用し開始

三重県 津市 大夢
三重県政策研究ワークショップ・
エコマネー研究会

紙券
　2000年11月～2001年2月に県職員を中心に県庁内でエコマネーとして流通実
験

津市 mie
みえ市民活動ボランティアセン
ター

紙券
　2000年11月～2001年3月に実験。その後導入しセンター活動への参加で得ら
れ施設で利用可能

四日市市 ポート NPO法人地域づくり考房みなと 借用証書 2000年10月に借用証書型で試運転開始、2001年4月から運用

四日市市 シップ NPO法人地域づくり考房みなと 紙券
　2001年10月の第2回全国地域通貨サミット開催時に本町商店街で使える紙券
型として運用

四日市市 どんぐり どんぐりの会 通帳 2002年４月から通帳式で開始

四日市市 Ｊマネー
NPO法人地域づくり考房みなと循
環者ファンド運営委員会

紙券
　2004年11月から三重銀行が発売する「Ｊマネー定期」特典などとして発行。定
期預金10万円につき100J(100円分)が渡され市内小売店などで使える

伊勢市 seta NPO法人伊勢まごころ 通帳 2001年4月から通帳型で試験的に開始
松阪市 LOOP LOOP事務局 通帳 2002年4月より小規模作業所・希望の園を中心に通帳型で開始

青山村 えこころ えこころ倶楽部 はがき
　2001年5月にbitoマネーとして始まり現在は画家などの支援のためのポスト
カード通貨に

滋賀県 滋賀県 ＮＯ・リリースありがとう券 滋賀県庁 紙券
　2003年3月から琵琶湖の外来魚の再放流禁止を進めるために開始。500gで
100円券に。

滋賀県 におマネー 滋賀県商工会連合会 紙券
　2003年11月から滋賀県特産品が買えるネットサイト「におモール」で2003年11
月から情報提供者先着200名に1000にお(1000円相当)の地域通貨を発行

大津市 仰木
平尾中山間地域農業推進協議
会・県農政水産部農村整備課

紙券
　2004年10月から紙券型で開始。大津市仰木の平尾地区の休耕田を水田に戻
す作業で支払われ翌年米に交換できる

大津市 ほっこり NPO法人ＨＣＣグループ 紙券 2002年9月から「ほっこりマーケット」を中心に紙券型で開始
彦根市 ボランティア手帳 ひこねボランティア手帳の会事務 紙券 ボランティアに対し押印し協力商店で使える
草津市 おうみ NPO法人地域通貨おうみ委員会 紙券 1999年6月から紙券型で開始。地元タクシーでは全額おうみで支払いが可

草津市 子どもエココイン
NPO法人子どもネットワークセン
ター天気村

コイン？ 　2000年4月から子どもを取り巻く環境の改善のために開始

守山市 もーりー 守山商工会議所 紙券 2004年5月より発行。市が住宅リフォーム助成事業などにも活用

野洲町 スマイル エコロカル・ヤス・ドットコム
　2001年12月から太陽光発電装置の出資者に割増価値を持つ地域通貨を発
行。当初名称？はエコサンカード

日野町 ひのてんびん 外出支援センターひの出 紙券 2003年1月より送迎謝礼などに紙券型で1年間実験
山東町 ルッチマネー 詳細不明

木之本町 天下５００ 木之本町商工会 紙券
　2003年10月開催の「木之本・賤ケ岳天下とりまつり」で高齢者福祉教室参加
者に配布、当日会場で使えるほか2004年1月まで地元商店110店でも使える

新旭町 アーロ 新旭町商工会 紙券
　2003年8月から120店で使用できる紙券型で開始。加盟店のみ利用回数に応
じ1～5％の手数料を払い換金可能。

京都府 京都市北区 カモン 大宮・賀茂界わいまちづくり会議 紙券 2002年2月から紙券型で開始
京都市 キョートレッツ キョートレッツ事務局 口座ー小切手 2001年1月に開始。現在は小切手による口座振替型。固有の単位はなくポイ
京都市 ハミー 地球デザインスクール スクールのボランティアに対する対価として試行中
京都市 仁 柳原フォーラム 紙券 2000年2～8月にボランティアの交換を中心に紙券型で実験し現在は終了

京都市 リボン 京都三条会商店街振興組合 紙券
　2002年9月に流通実験を開始。小学生が空き店舗を利用し運営する子供
ショップでリボンが使える

綾部市 ゆーら ゆーら企画 紙券 2002年から紙券型で発行。使える協賛イベントが毎月のようにある
宇治市 ありがとう切符「蔵」 御蔵山ゆう輪蔵ぶ 紙券 御蔵山地区で助け合いの謝礼に１枚ずつ使用

京田辺市 きゅう きゅう研究会 2002年2月より同志社大経済学部の郡嶌孝教授とゼミ生が開始
加茂町 和銅 和銅くらぶ コイン 2004年8月からスタート。和同開珎が同町で鋳造されていたことにちなむ

大阪府 大阪市北区 mag おおさかLETS事務局 通帳（口座）
　2002年より通帳型で運営。定例会会場サロン・ド・天人(アマント)スタッフ間で
はmantoが流通

大阪市浪速区 アクト 和洋旬菜（一膳） 口座 2004年8月末までなんばパークス東側地域活性化のために口座型で試験運

大阪市阿倍野区 みなくる NPO法人エフ・エー 紙券
　市から委託を受けた「みなくるハウス」でスタッフやボランティアに謝礼金とし
て配布。１みなくる＝30分。大阪府「地域通貨で行う人・地域のつながりづくり」

大阪市阿倍野区 Kon あべの地域通貨の会 紙券 2002年12月から紙券型で実験を開始

大阪市西成区 カマ
釜ヶ崎のまち再生フォーラム地域
通貨流通促進委員会

紙券＋通帳
　2000年より釜ヶ崎地区で紙幣型や通帳型で実験中。大阪府「地域通貨で行う
人・地域のつながりづくり」事業指定

大阪市 moirless＝モアレス＜moir＞ 企画グループモアレス Q紙券 2002年より環境負荷低減を目指すクラブイベント「モアレス」で使用可能
吹田市 モモマネー いのちと食情報センターモモの家 紙券 2000年9月から紙券型で提供。

吹田市 いっぽ NPO法人友友
　千里ニュータウンを中心にボランティアと地域経済の活性化を目指し準備中。
大阪府「地域通貨で行う人・地域のつながりづくり」対象事業

高槻市 高槻地域通貨ＮＳ
NPO法人ニュースタート事務局関
西

紙券
　2004年8月～2005年2月まで換金性のある紙券型で実施。大阪府「地域通貨
で行う人・地域のつながりづくり」対象事業

枚方市 ひらり
枚方市地域通貨事務局・枚方市
市民活動家課

紙券 　2004年11月から紙券型で実験中。会員登録制で商店街でも使える

八尾市 フレ やお活き活き会議 紙券
　2004年2～5月に市民活動の連携強化、商業の活性化を目指し紙券型で実験
し2005年本格運用予定。大阪府「地域通貨で行う人・地域のつながりづくり」事

富田林市 わっち 地域通貨「わっち」運営委員会 紙券＋通帳？ 2003年11月より紙券併用型で実験

寝屋川市 ありがとう
大利商店街振興組合・寝屋川あ
いの会

紙券
　2002年7月から紙券型で提供。大阪府「地域通貨で行う人・地域のつながりづ
くり」事業指定

箕面市 やま 大阪外語大学
　2001年11月から大阪外国語大学の学生、教官、関係者が参加できる地域通
貨として開始

田尻町 ＴＡＺＩ 田尻エコマネー実験実行委員会 紙券 2001年4～6月に紙券式のエコマネーとして実験

河南町 ちゃこマネー＜ちゃこ＞ NPO法人里山倶楽部 紙券
　2000年7月から里山倶楽部会員を対象に紙券型で開始。1ちゃこで1gの木炭
と交換でき発行日から1年で価値は半減、2年で価値はゼロになる
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兵庫県 神戸市東灘区 らく
NPO法人コミュニティ・サポートセ
ンター神戸

紙券
　2000年７月よりふれあいボランティアシールの活動をもとに実験、10月より紙
券型で開始

神戸市東灘区鴨子ヶ原地域 かもん かもん'S21事務局 紙券
　2000年10月より高齢者が多い地域の助け合い・交流をすすめる一環として紙
券型で開始

神戸市灘区 アート 六甲音楽祭実行委員会 2002年11月のプロアマコンサートで出場者に配布し2003年1月までの実験
神戸市長田区 アスタ まちづくりNPOアスタ西神戸 紙券 2000年4月から震災復興再開発ビルアスタくにづか１・２番館で使える紙券で
神戸市長田区御蔵地区 ミクラン プラザ５ 紙券 2001年11月から翌年2月まで紙券型で実験

神戸市長田区 バード 神戸ながたＴＭＯ 紙券
2003年10月から2004年3月まで紙券型で実験。2004年度から本格導入。地元

商業活性化のため100万円分を発行しイベント主催者や学校に買い取ってもら
い商店の割引原資に充当

神戸市長田区 地域共通割引券ハーバー
NPO法人生活応援団キャンドヘ
ルス

紙券
　2004年8月から地域商業活性化策として新長田駅北地区東部まちづくり協議
会連合会商工活性化部会が提案し紙券型で開始

神戸市須磨区西須磨地区 れい 西須磨まちづくり懇談会 紙券 2001年11月から翌年2月まで紙券型で実験
神戸市北区 yanyan NPO法人ヤンヤンのお家 筑紫が丘地区
神戸市中央区 CAPマネー CAP　HOUSE＝旧神戸移住セン 2004年6月に開催されたアートフェア2004「アートのお買い物」で発行

神戸市西区 たべもの通貨ＫＯＢＥ ＪＡ兵庫六甲 紙券
　2003年12月マイバック持参者やボランティアに発行、直売所などで購入時に
10％まで使える

神戸市西区 こおみ 農・都共生ネットこうべ 紙券 2001年11月～2002年2月まで木見地区でお米が買える紙券型通貨として実

神戸市西区 キャンパス 流通科学大学舟場正富ゼミ 紙券
　2004年8～10月に子どもの遊び相手ほか地域のボランティア活動に参加した
学生に配付。1回300円の紙券。地元ローソンや飲食店で使え基金を同大教授
より募り店は換金可。継続も検討中

神戸市 創生
ふるさとひょうご創生塾地域通貨
研究班

　県の地域づくり活動のリーダー育成コースでの取り組み

神戸市 縁 アトム知縁・助縁ネット ITエコマネーシステムを使い流通実験

姫路市 千姫 NPO法人千姫プロジェクト 電子マネー
　2001年10月から兵庫県立大学岡田真美子教授らが中心となり電子エコマ
ネーとして開始

尼崎市 楽
NPO法人在宅福祉支援グルー
プ・コスモス

紙券 　2001年12月から翌年2月まで金楽寺小学校区で紙券型で実験

尼崎市 AI＜アイ＞
NPO法人シンフォニー・尼崎青年
会議所

　 2001年8月31日の阪神南ふれあいファスティバルでのみ実験使用

西宮市 マンボウ 安井まちづくり協議会 詳細不明

芦屋市 アース 環境浄化を進める会
　2004年4月29日に開催の地球環境や国籍・民族を超えた共生を考える「アー
スデーｉｎあしや」会場で当日のみ使える

相生市 ペーロン 相生まちづくり塾 紙券 2005年2月から紙券型エコマネーで開始

豊岡市 石＜こく＞ お米の勉強会 通帳
　2001年10月から翌年2月まで阪神地域都市住民と豊岡市の農山村交流のた
め通帳型で実験

加古川市 りば 加古川エコマネー実験事務局 紙券 2001年11月から紙券型エコマネーとして開始

西播磨地域 きらきら 西播磨地域ビジョン委員会 紙券
　西播磨地域ビジョン委員間で流通させるコミュニケーション活性化型通貨（エ
コマネー）。委員以外でも参加可能

龍野市 とんぼ
龍野地区まちづくり協議会ふれあ
いまちづくり部会

紙券
　2003年1～2月に龍野地区の住民交流やボランティアの活性化のために紙幣
型で導入実験

龍野市 e-とんぼ たつのe-スクールプロジェクト＝ 電子口座 ネットディで使用するオンライン通貨
赤穂市 エビス 紙券 2003年1月のえびす祭りで紙券型で発行

宝塚市 ＺＵＫＡ
NPO法人宝塚NPOセンター宝塚
エコマネー実験運営委員会

紙券 　2001年6月から時間基準のエコマネーとして紙券型で開始

三木市 グリーン エコマネー緑が丘推進会 紙券  2004年5月から緑が丘地区にて紙券型で開始

川西市 だいわチケット
川西市商工会地域通貨実施運営
委員会

紙券
　2004年11月～2005年1月に大和地区でエコマネー紙券型で実験。2005年6月
より第二次実験

小野市 かもン おの地域通貨研究グループ 紙券 2004年10～11月に相互扶助システムとして紙券型で実験

三田市 SUN
NPO法人SUN座・エコマネー委員
会

紙券
　紙券型で農作業の対価として発行し野菜と交換。将来的には市内生ゴミの堆
肥化による循環を目指す

丹波市（旧春日町） サト
丹波中山・里山ウォークデイ事務
局）

紙券
　2004年11月の「里山ウォークデイ」で紙券型で発行。参加費1000円で50サト
が付き、里山保全資金への寄付(1口500円)で50サトがもらえイベントや買い物

八千代町 ひょうごボランタリープラザ）→参考 県立神戸商科大学と共同で多可郡八千代町を舞台に実施予定
新宮町 リム 新宮町「輪話和」 2002年6～8月にボランティア団体・商工会など9団体が流通実験

太子町 ひまわり
太子町ボランティア連絡協議会・
太子町地域通貨「ひまわり」活用

紙券 　2004年11月～2005年1月に紙券型で実施

一宮町 美心（びしん） 本谷自治会）→参考 紙券 町の「21世紀ｉ のまち創造事業」の補助を受け本谷地区で発行された紙券型
日高町 やしろ 八代区エコマネー活用委員会 八代地区で実施
但東町 シルク 兵庫県但馬県民局 2001年但東町相田地区で導入し2002年５地区に拡大。県のモデル事業
村岡町 むらおか 村岡町社会福祉協議会 紙券 紙券型エコマネー。2003年3月～2004年2月に第３次流通
八鹿町 osa（オサ）　 八鹿町社会福祉協議会） 詳細不明
生野町 銀 生野塾 2002年11月よりまちづくりグループ生野塾が開始
朝来町 せんねん 朝来町地域通貨研究会 佐中地区で実施
氷上町 未杜＜みと＞ 新しいコミュニティーを創造する会 通帳 2001年7月から通帳型で開始
西淡町 うず 西淡町商工会 紙券 2004年11月から紙券型で開始。入会金千円で10枚もらえる

奈良県 奈良市 ぞら NPO法人宙塾 通帳 宙（おおぞら）塾会員を対象に通帳型で運用
奈良市 エンデ なら・コミュニティバンク 詳細不明

奈良市 福
三条通り橋本商親会、もちいどの
センター街、ひがしむき商店街、
小西さくら通り商店街

紙券
2004年12月から紙券型で発行。買い物3000円毎の抽選の景品の一部と落書

き消しボランティアの謝礼として発行。商店ほか賽銭やベロタクシーでも使え
る。現金100円の釣り銭を105円分の福で受け取り可

大和高田市 エール NPO法人カインドサービス 紙券 2004年11月から紙券型で開始。神戸市ハーバーと同システムの第２号
橿原市 蛍 橿原青年会議所 紙券 2003年7～10月に市立晩成小学校区でモデル事業としてエコマネー方式で運

榛原町・大宇陀町・菟田野町 うだ 地域通貨うだ実施運営委員会 紙券 2004年3月から３町商工会が中心に相互扶助を主に紙券型で開始
明日香村 飛鳥 飛鳥川の原風景を取り戻す仲間 紙券 下草刈り等のボランティア謝礼として間伐材によるコースターを発行し野菜と

和歌山県和歌山市 ちゃら
NPO法人コミュニティーマネーわ
かやま

紙券
　 2003年8月に紙券型で開始。ボランティアイベントでもらえ34の商店で使え
る。

和歌山市 わか 地域通貨「わか」推進委員会 紙券＋通帳 2003年から紙券と通帳を併用し和歌浦地区の活性化を目的に県の委託も受
和歌山市 マリン ピュアライフ 紙券 2004年12月から紙券型で開始。神戸市ハーバーと同システムの第３号

海南市 黒江塗 黒江地域活性化協議会 紙券
　2004年6月に船尾市場が買物客へアンケート謝礼として配布。1枚100円相当
の漆器製で市場で使える

田辺市 きしゅう券 県健康アシスト協会 紙券 地域住民間の助け合いや交流のために紙券型で2003年1月より開始

新宮市 かみくらエコマネー壱神 神倉商店会 ヒノキ板
　2003年3月から神倉初之地両商店街で神倉山を清掃した人に発行し商店街
で使える。５角形のヒノキ板製。1枚200円で使え商店には100円で換金

鳥取県 鳥取市 わかば NPO法人鳥取エコタウン2020 紙券
　2003年12月から鳥取市若葉台地区で廃てんぷら油による車を地域で共同利
用。廃油持ち込みで受け取れる地域通貨で利用できる

鳥取市 あい 地域通貨プロジェクト“あい”ネット 借用証書 2005年6月に鳥取県東部圏内で助け合いの道具として使用するＷＡＴ型とし
西伯町 あいのわ銀行→参考  1996年8月より時間銀行として開始

日南町 エメラルドバンク＜エメラルド＞
中国山地県境市町村連絡協議会
（県境サミット）

紙券
　2003年から本格運用。鳥取・島根・岡山・広島の15市町村で流通する圏域通
貨

島根県 松江市 だがぁ 松江『だがぁ』倶楽部 紙券 2001年5月より島根大学飯野公央研究室が事務局となり紙券型で開始
松江市 プラバ通貨＜プラバ＞ 松江市総合文化センター 紙券 2003年から紙券型で開始。主催行事のボランティアに支払い入場券と交換可

浜田市 神楽
豊かな海づくり大会をサポートす
る市民１０００人の会

紙券
　2002年7月に海岸清掃の対価として発行し商店街やイベント会場で使える期
間限定紙券型として発行

浜田市 タスキー
NPO法人おやこ劇場浜田・那賀セ
ンター

紙券 　 2003年9月～2004年3月に試行し4月からの導入を目指す

雲南市 名称未定 雲南市
　平成１７年度地域通貨モデルシステム導入支援５団体に選ばれる。ネットを活
用し大都市住民との交流拡大による地域経済の活性化が狙い

赤来町 にこびー 赤来町スタンプ会 コイン 2002年10月よりアクリル樹脂による透明コインを使用し実験を開始

海士町 名称未定 海士町 紙券
　平成１７年度地域通貨モデルシステム導入支援５団体に選ばれる。公共機
関・民間企業など2500人の島全体で使える地域通貨を目指す
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岡山県 岡山市 サーフィス＜Surfice＞
表町商店街連盟（表町地域通貨
研究会）

　 2003年3月より表町商店街で岡山大（中村良平・阿部宏史教授）・日本政策
投資銀行岡山事務所も参加し70店舗で1カ月間実験

岡山市 BOKKE＝ぼっけ 岡山エコマネー研究会「BOKKE」 紙券 地元企業の会員を中心に紙券型で実施中
岡山市 わくわくワーク＜ぶらん＞ アルファ企画 詳細不明
倉敷市 楽居銭＜らっきょせん＞ 倉敷商店街振興連盟 コイン？紙券？  倉敷えびす通り商店街に空き缶回収処理機を設置し持ち込みに対し地域通
津山市 くるくる エコネット津山 2002年2～3月にエコマネーの流通実験

津山市 Ｇｏｎ＜ごん＞ つやま地域通貨研究会
　2003年12月から紙券型で流通実験。50店で買物でき、余れば2004年2月の
実験終了後換金できる

玉野市 トージ 東児商工会 紙券 2004年9月から紙券型で実験

牛窓町・邑久町（おくちょう）・長船町 ハート
長船町商工会内邑久郡３町地域
通貨推進委員会

紙券
　2003年11月～2004年3月に紙券型で実験。 ボランティアで入手でと商店で利
用可能

広島県 呉市 やまと やまと委員会 紙券  2002年10月より紙券型で開始
三原市 オクトorやっさ 三原商工会議所ＴＭＯみはら 2004年11月開所予定のケアハウス（軽費老人ホーム）を拠点に導入を計画中
府中市 FUTURE＜ふちゅー＞ 脱温暖化市民協議会 2002年10月より栗山町とともに環境省のモデル事業に選ばれ開始
三次市 トラタンサイ ふるさと会議三次 2004年6月からサツマイモの農作業に応じて収穫を配分する企画として開始

東広島市 カントリー NPO法人カントリー・ネットワーク 2000年5月に実験的に実施
蒲刈町 藻塩じゃ券「もしお」 もしおネットワーク 紙券 2002年2月より町と町商工会が町民同士の交流活発化のために紙券型で開

大野町 クローバ クリエイト大野２１ 紙券
　2003年7月に農作業に応じて朝市などで使える地域通貨を協働型市民農園
みのりの里スタートとともに発行

総領町 Links 節分草保存会 紙券  2003年3月の節分草（せつぶんそう）祭・名人市で発行

山口県 山口市 ワピー 山口地域通貨研究会 通帳 2001年11～12月に松井範惇山口大学教授を中心に通帳型で実験

山口市 げんき
やまぐち県介護研究会→NPO法
人コミュニティケア研究会に

通帳 　通帳型で2002年9月に開始

山口市 シティ→耕作シティ NPO法人学生耕作隊 電子カード＋紙券  2002年12月に電子カード式で紙券導入。その後、主婦や定年退職者の農業

山口市 ゆ～だ 湯田地区商工振興会 紙券
　2004年11月から湯田温泉で紙券2万2000枚を市民団体などに配布。2005年1
月まで商店で使える

下関市 名称未定 下関商工会議所 割引券 2004年に地域内消費促進キャンペーンで割引券として導入予定
下関市 みらい しものせき地域通貨「みらい」研究 通帳 2004年3月に長府地区で通帳型で1週間実験
柳井市 いね 町おこしグループ豊笑家 ICカード 2003年1月から市民団体間の協力促進のためにICカード型で導入
周南市 チェリー 桜木地域通貨研究会 紙券 2003年10月より相互扶助に紙券型で開始。買物の割引券にも検討

大島町 のんた
日見地区地域通貨導入推進協議
会

紙券
　2003年10月から日見地区で時間基準の紙券型で実験。県や大島郡四町など
でつくる周防大島高齢者モデル居住圏構想推進協議会が支援

美和町 マロン
町企画産業課内地域通貨マロン
委員会事務局

紙券 　2002年6～12月に紙券型で流通実験。農林水産省の補助事業で２年間継続

小郡町 フシノ 椹野川流域地域通貨検討協議会 紙券
　 2003年6月から2004年3月まで椹野（ふしの）川流域の地域づくりの一環とし
て紙券型で実施

菊川町 エコロ
NPO法人小日本＜えこにっぽん
＞きくがわ

紙券
　菊川町と安成工務店クループのデコスが共同で新聞古紙回収のNPO法人を
設立し断熱材に再利用。ゼロエミッションを目指す。対価として地域通貨を発行

阿武町 食＆緑
やまぐち食と緑の県民フォーラム
＝山口県農林部農政課内

紙券
　2004年11月の「ル－ラル315・376フェスタ」で紙券型で発行。 道の駅「阿武
町」の温泉と温水プ－ルで使える

徳島県 木頭村 ゆーず （株）きとうむら 紙券＋スタンプ 2002年8月から特産物の柚子本位制地域通貨で、紙幣式とスタンプ式で開
藍住町 ありがとう NPO法人さわやか徳島 通帳 通帳型の時間通貨
阿波町 あわあ 阿波町タイムダラー研究会 紙券 2000年12月からタイムダラー紙券方式で開始

香川県 高松市 せと 高松LETS 通帳 2001年6月からメーリングリストを使い通帳はダウンロードプリントで開始
高松市 BORA NPO法人高松まちづくり協議会 2004年2月に県の委託事業として地域通貨BORAのシステム案を発表

直島町 みらい 直島町町商工会女性部 紙券
　 2003年5月から生協、書店など8店で買い物袋持参時に手渡し年1回の抽選
で町指定ゴミ袋などと交換

愛媛県 愛媛県 いーよネット＜いーよ＞ 愛媛県県民環境部県民交流課 2002年9月からボランティアで得た地域通貨を県施設で使えるよう実験を開始
松山市 となり ボランティアグループとなりぐみ 紙券 2000年5月からタイムダラー紙券型で開始。12年度県モデル事業指定

松山市 いまづ グループあんき 紙券
　いまづ地区の託老所を拠点として世代間交流や住民相互扶助関係を構築。
12年度県モデル事業指定

松山市 ゆうご
NPO法人ライフサポート友伍地域
通貨運営委員会

紙券＋通帳 　県の平成13年度の地域通貨活用モデル事業指定。紙券と通帳を併用

松山市 さんきゅう券 ボランティアグループ椿　ＴＤ 紙券
　2002年4月から北土居町の婦人会中心のボランティアグループでタイムダ
ラー紙券型で開始

新居浜市 わくわく NPO法人わくわくアイランド大島 紙券 2000年5月から大島地区で紙券型で開始。12年度県モデル事業指定

東予市 さわやかサポート さわやかサポート　ＴＤ 紙券
　県の平成13年度地域通貨活用モデル事業指定を受ける。多賀地区を中心に
タイムダラー紙券型で

玉川町 バンブー ボランティアグループたまがわ 竹チップ
　2001年12月から竹のチップを使用しタイムダラー方式で開始。13年度県モデ
ル事業指定

波方町 ゆうゆう ゆうゆうヘルプ・波方 通帳 2001年4月から通帳型で開始し12月に紙券型に。13年度県モデル事業指定
関前村 だんだん ボランティアグループだんだん チップ 1995年7月からタイムダラー方式で開始。カラフルなチップを使用

久万町 はねがい グループはねがい コイン
　2001年5月から障害者作業所で作った木製コインを使い明神地区で開始した
が現在休止中。12年度県モデル事業指定

久万町 地域通貨かえる券＜かえる円＞ 久万山だんだん市内（かえる家） 紙券 西明神地区のだんだん市と言う農産物等直売店で発行準備中
久万町 いっしょうけんめいてつだいます券 久万町青年農業者連絡協議会  2001年に農繁期の労働力の相互確保のために発行
長浜町 とよしげ券 ボランティアグループ・豊茂　ＴＤ 紙券 2003年1月から豊茂地区で紙券型で開始

五十崎町 エコサービス券 いかざき榎シール事業事務局 紙券 2001年2月より紙券型で開始。12年度県モデル事業指定
津島町 くじら印のおたすけカード ボランティアグループくじら飛行 紙券 2001年11月からタイムダラー紙券方式で開始。13年度県モデル事業指定

高知県 高知市 エコメディア優
はりまや橋商店街振興組合・高知
商業高校

通帳 　2001年7月から商店街と教職員の交流を目的に通帳型で導入。

高知市 エンバサ 菜園場商店街振興組合 紙券 2000年8～12月に紙券型で流通実験

須崎市 モリ NPO法人土佐の森・救援隊 紙券
　森林ボランティアに対して発行し、協賛企業の店舗等で高知県の地場産品と
交換できる。

馬路村 宝札 馬路村産業建設課 紙券
県の森林環境税を活用した森林保全ボランティア活動推進事業として実施。農
協・温泉などで使える

物部村 もんべえ券 物部村企画室 紙券
県の森林環境税を活用した森林保全ボランティア活動推進事業として実施。温
泉で使える

本山町 もとやま森の番券 本山町産業課 紙券
県の森林環境税を活用した森林保全ボランティア活動推進事業として実施。農
協で使える

窪川町 いきいき森づくりの金券 窪川町産業経済課 紙券
県の森林環境税を活用した森林保全ボランティア活動推進事業として実施。窪
川町商工協同組合加盟の商店で使える

梼原町 雲の上の金券 梼原町産業振興課 紙券 県の森林環境税を活用した森林保全ボランティア活動推進事業として実施。Ｊ
大野見村 やまびこ 大野見村地域通貨「やまびこ」の 紙券 2001年6月からタイムダラー紙券方式で開始

大正町 大正の森ボランティア券 大正産業課 紙券
県の森林環境税を活用した森林保全ボランティア活動推進事業として実施。森
林組合、ＪＡ、オートキャンプ場などで使える

西土佐村 西土佐村地域流通商品券WESTOSA＜ウェス土佐＞
西土佐村商工会・西土佐村林産
振興室

紙券
2002年1月から地域通貨をモデルにした換金可能な地域商品券の流通実験

を開始。2004年から県の森林保全ボランティア活動推進事業としても使用。西
土佐村商工会加盟の商店で使える
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福岡県 北九州市 オリオン 地域通貨オリオン委員会 紙券 2004年5～6月に八幡西区折尾地区で紙券型で流通実験

北九州市 環境パスポート 北九州市 ICカード＋紙券
2004年度に環境保護に取り組んだ市民の住民基本台帳カードにポイントがた

まる「電子エコマネー」を地域再生プログラムとして提案し国のモデル地区指定
を受け実証実験を予定

福岡市東区 ほたる通貨 東区ホタルの会 紙券
　2004年4月から紙券型で開始。河川清掃などボランティアに参加するともらえ
商店等で使える

福岡市博多区 よかよか
奈良屋まちづくり協議会・地域通
貨よかよか実行委員会

通帳 　2001年8月から通帳型で正式に開始

福岡市博多区 そよかぜ切符
NPO法人地域福祉を支える会そ
よかぜ

切符 　地域通貨で介護保険の枠外のサービスを受けることも可能に

福岡市中央区 Travecoup＝トラベクー
NPO法人電子認証局市民ネット
ワーク福岡

借用証書
　「旅するクーポン券 (traveling coupon)」という意味の電子地域通貨。借用証
書型。

福岡市 ぽっぽ 詳細不明
大牟田市 コール 福祉でまちがよみがえる会 通帳 2001年5月より通帳型で開始。いきいきふれあいまつりで商店街と連携して試
久留米市 カッパマネー＜カッパ＞ 筑後川流域連携倶楽部 紙券 環境ボランティアに対する謝礼として発行。契約フリーマーケットや協力店で

筑後市 サザンカ通貨＜クス＞ サザンクス筑後 通帳
　2003年10月から公共文化施設・サザンクス筑後のボランティアなどに対し発
行、「サザンカ通帳」に記帳し施設利用時に割引で使える

古賀市 ゆい
古賀市介護予防・生きがい支援セ
ンター

　2002年5月より介護支援サービスのやり取りに導入

久山町 どんぐり銀行九州） 2000年10月に開始するが2001年10月に終了。ドングリを苗木などに交換
吉井町 ひなもも＜BINA＞ 吉井町商工会 紙券 2004年3月より紙券型で導入。3カ月後に商工会会員は換金可能。

立花町 夢たちばな債＜キウイ券＞ 立花町夢たちばな債実行委員会
　2003年9月から都市と農村の交流・遊休農地の活用・地域活性化を目指し白
木地区で試験的に導入。国土交通省支援事業

瀬高町 ハッピー 地域通貨ハッピー会 紙券
　2004年9月から時間通貨として開始。1200円の年会費で10ハッピー配布。近
隣市町村にも広がりつつある

豊津町 ペパ
NPO法人新聞環境システム研究
所

紙券
　2003年5月から新聞30kgを30ペパに交換。バス乗車補助券80円分か指定ゴミ
袋5枚に交換可。

豊津町 ドブロク 瓢鰻亭内ひょうたん村役場 通帳 2002年から通帳型で実施されている地域通貨

佐賀県 鳥栖市 エース 鳥栖まちづくり研究会 紙券 2004年（市制50周年）に本通筋商店街で実験的に導入予定

伊万里市 ハッチー NPO法人はちがめプラン 紙券
　2004年4月から生ごみ有料回収会員やボランティア参加者に配付し農産物や
BDF燃料購入時や加盟商店で使える

富士町 ビックリーフ
北山湖地域振興公社・北山びっく
り倶楽部

紙券
　2000年7月から21世紀県民の森でボランティアの報酬に発行した紙券型エコ
マネー

神埼、三養基郡の11町村 ひみこ通貨＜ひみこ＞ 三神地区商工会女性部 コイン 2002年10月から有田焼製のコインで開始。加盟商店が客に発行。

基山町 きざん 基山町商工会まちづくり委員会 紙券
　2003年10～11月試行後2004年度正式開始。空き店舗を基山ふれあい文庫
とし子ども向け本１冊寄贈で１枚発行、さまざまに使える

山内町 クロン 佐賀県山内町商工会 粘土クロン 2002年10月から粘土製のクロンで実験開始。本格運用時には焼き物製に

北方町 スマイルチップ 北方町商工会地域通貨研究会 兌換券
　2002年10～12月にスマイルマネーとして実験。2005年1～6月には換金可能
な新システムで開始。ごみ減量等のためのグリーン券とボランティアのための

呼子町 漁 呼子町商工会女性部・青年部 通帳 2002年4月から通帳式で試験的に開始。花の植栽に参加したなど人に支払わ

江北町 小田サンキューアルバム 江北町商工会 紙券
　2002年10～12月に紙券型で実験。小田商店街応援プロジェクトへ3回のボラ
ンティアで満点となり商店で割引可

有明町 ありガッタ 有明町商工会 紙券
　2004年9月から紙券型で発行。町も敬老記念に老人1200人に700円相当を配
布。商店で使えるほか専門ショップも開設。半年間に６回まで使用可。手数料

大分県 大分県 緑のボランティア活動支援券 大分県林業水産部林務管理課 紙券
　2003年8月からCO2削減のため森林造成(植栽・下刈)活動に対しCO2の吸収
量を買上げその額に見合う地域通貨を発行。苗木や道具を購入可

大分市 ボランティア券 大道校区ボランティアの会 券 2004年6月から大道校区で高齢者に配布。地域住民にボランティアを依頼で

別府市 湯路＜ゆーろ＞
別府八湯竹瓦倶楽部（発行元＝
いー湯ー＜ＥＵ＞）

紙券
　2003年４月から欧州ユーロをもじって紙券型で開始。 協賛商店などが配り、
商品割引券や入浴券として流通させる

別府市 名称未定 別府
平成１７年度地域通貨モデルシステム導入支援５団体に選ばれる。地域コ

ミュニティの再構築を図るとともに、健康・スポーツを活用した元気なまちづくり
「ウェルネス都市」を推進する

中津市 fuku
地域通貨fuku事務局（「福は内バ
ンク」）

通帳＋紙券 　2002年2月から通帳型で開始。2003年1月より紙券型も併用し発行

中津市 NCESコミュニティ交換システム にほうコミュニティ交換システム 通帳＋紙券 2005年6月からプレミアム商品券をメインにLETS通帳も併用して開始

豊後高田市 會古（えこ）券 豊後高田商工会議所）→参考 紙券＋商品券
　2004年8～11月に廃品回収や清掃奉仕に対し発行しごみ袋や再生紙ノートと
交換可。同時に地域商品券も発行。えこ券は2005年7～12月に本格開始

湯布院町 yufu
地域内交易システム「yufu」事務
局

通帳、借用証書
　2000年4月開始。通帳型yufu帳、借用証書型yufu券に加え2002年1月から小
銭のyufu玉も

朝地町・大野町・清川村 きらきら通貨＜ＫＯＡコア　＞ 各商工会女性部 紙券 2003年9～11月に各商工会女性部間で紙券型で実験。結果がよければ地域
本耶馬渓町 耶馬 白岩佳子 2002年8月の第2回アフリカ祭りでボランティアに配付

熊本県 人吉市 じゃいよ 紙券 2001年9月から人吉球磨地区で紙券型で開始し実験終了

水俣市 もやい通貨＜結い＞
水俣市農林水産課「水俣元気村」
女性会議事務局

紙券 　2001年9月から紙券型で開始

水俣市 林＝りん
久木野地域振興会久木野ふるさ
とセンター「愛林館」

通帳 　2001年1月から通帳型で開始

玉名市 三ツ川もやい縁＜縁＞ 三ツ川校区まちづくり委員会
　2002年11月に三ツ川地区委員会内で試験的に運用開始したが来年度には
校区内に広げる方針

山鹿市 湯札 プラザファイブ青年部 紙券 2005年1～3月に商店街と地域福祉との連携・活性化のために試験導入

阿蘇市 名称未定 阿蘇市
　平成１７年度地域通貨モデルシステム導入支援５団体に選ばれる。「ASO田
園空間博物館構想」をベースに、都市との交流が盛んな活力ある地域の再生

小国町 杉っ子＜ゆう＞ 地域通貨杉っ子運営会 紙券
　2003年8月の福祉夏祭りから紙券型で開始。町商工協同組合の共通商品券
との交換や将来のための預託も可能

小国町 おぐにポイント 小国町 ICカード
　2004年度に地域再生プログラムのモデル地区指定を受けグリーンツーリズム
推進のために地域通貨を活用

錦町 かちゃー 錦町エコマネー研究会 紙券
　2004年1～3月に紙券型エコマネーとして流通実験。来年度も6カ月実験し
2005年度に本格導入予定

五和町 カンナ
五和町企画観光課内エコマネー
研究会事務局

紙券 　2002年12月よりエコマネーとして実験中

長崎県 佐世保市 ぎんた させぼエコマネー研究会 紙券 2002年12月～2003年1月にボランティアの交流を目指し紙幣方式で導入実験

平戸市 コックスマネー 木引田町商店街振興組合 券
　2002年11月より県・市の補助で空き店舗を活用したコミュニティセンターを建
設し同センターと商店街で使える買い物割引券として発行

鹿町町 パールレッツ＜Ｐ＝パール＞
パールレッツプラン運営委員会
（PLETS）

通帳 　2001年3月より通帳型で実験開始。2002年4月に正式開始

時津町 さばっく券 時津町商工会ない事務局 紙券 2003年8月に長崎シーボルト大学生らを中心に紙券型で開始
崎戸町 さんさん 長崎県崎戸町社会福祉協議会 紙券 2003年2～3月に同町蛎浦地区で時間単位の紙券型で一次流通実験

奈良尾町 あこう 詳細不明

宮崎県 宮崎市 ちょる＝旧名ひむか 事務局＝フットセラピー惠風 通帳 2002年度に通帳型で本格運用を開始

鹿児島県鹿児島市 SENSE＝旧仮称ランド 2002年3月にSENSEに名称決定
鹿児島市 おーきに オフィス未来 通帳  小川美沙子市会議員が通帳型で実験中
鹿児島市玉里団地 Ｅ＝あーす 通帳 2001年8月より通帳型で開始
鹿児島市 おひさまクーポン かごしま市民環境会議 募金見返りクーポン券 市内保育園に太陽光発電所を設置する不足資金に商店などで使えるクーポ
西之表市（種子島） どんが NPO法人ジュントス）→参考 紙券 2002年4月に紙券型で開始。植樹ボランイティアの謝礼として発行
入来町 エッグ NPO法人ネイチャリング・プロジェ 通帳 2001年6月から通帳型で開始
川辺町 心のお金花子＜花＞ 地域生活支援センターにじの途 通帳＋チップ 2001年4月から開始。通帳とチップを併用。

伊集院町 木家（もっか）マネー＜単位＝ポイント＞ NPO法人鹿児島文化研究所） 通帳 研究所と会員の間で30分＝100ポイントで通帳型で実施

沖縄県 那覇市 ちむ 栄町市場商店街振興組合 カード型 2002年11月よりカード型エコマネーとして導入実験
那覇市 しおせん うちな～あわ～地域通貨運営委 紙券 2002年2月から琉球大学学生らが紙券型で実験

名瀬市 奄美エコマネー 奄美エコマネー運営委員会 紙券
2005年7月から紙券型で開始。アルミ缶と一升瓶を集めバス回数券・指定ご

み袋ほか商店・施設で使える。会員登録料５００円で、アルミ缶１キロまたは一
升瓶５本で１エコマネーと交換

座間味村 ザマミ エコマネーのようだが詳細不明

読谷村 YOMI
NPO法人琉球インフォメーション
センター

通帳 　2001年2月に通帳型で開始し4月に休止。2002年10月再スタート
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2004.12.4現在
●都道府県 ●地域 ●運営団体
北海道 43 滋賀 12 北海道 43 任意団体 253 委員会＝38
青森 8 京都 8 東北 42 NPO法人 94 研究会＝40
岩手 6 大阪 12 関東 96 商工会・商工会議所 41
宮城 9 兵庫 42 北陸・甲信越 64 自治体 28
秋田 4 奈良 7 東海 41 商店街組合など 23
山形 5 和歌山 6 近畿 87 学校 13
福島 10 鳥取 3 中国・四国 61 会社 10
茨城 8 島根 5 九州 59 社協・社会福祉法人 9
栃木 4 岡山 7 全国版 15 自治会 6
群馬 6 広島 8 合計 508 青年会議所 6
埼玉 14 山口 11 生協 4
千葉 16 徳島 2 ●開始年 農協 2
東京 29 香川 3 1973 1 財団 2
神奈川 19 愛媛 16 1984 1 寺院 1
新潟 6 高知 6 1991 1 合計 492
富山 6 福岡 16 1994 2
石川 8 佐賀 10 1995 1 ●分類
福井 4 大分 6 1996 1 紙券 276
山梨 12 熊本 8 1999 8 通帳 95
長野 28 長崎 6 2000 46 チップ 19
岐阜 6 宮崎 1 2001 84 借用証書 17
静岡 13 鹿児島 8 2002 122 口座 17
愛知 13 沖縄 4 2003 90 磁気・ＩＣカード 6
三重 9 全国 15 2004 68 スタンプ・シール 3

合計 508 合計 424 合計 433

※508件には、詳細不明17件、イベントでの単発実施15件、計画中で未実施17件を含み、「ふれあい切符」は含まない
※1991年の「1」は、リスト未掲載の生活クラブ生協神奈川の「神奈川バーターネット」(4カ月間の実験/終了)をカウント
※運営団体は、その名称から判断・分類した。「自治体発行・NPO法人運営」といった場合はダブルカウントした。
※紙券・通帳の併用（11件）、チップの併用（５件）といったケースは、ダブルカウントした。
※エコマネーは、運営者側でエコマネーという言い方をしているものをカウントした結果73件だった。
※「ふれあい切符」（2004年12月現在386件)を口座型として加えると、口座型は403件で一番多くなる。
◆2004年12月http:/（徳留佳之調査）より
（C）2004　Yoshiyuki　Tokutome　All Rights Reserved
http://cc-pr.net/list/count.pdf
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別添資料４ 小菅村源流通貨メニューの環境負荷評価 

1 環境負荷評価の手法について 

 

これらの中のいくつかのプログラムについてはプログラムを行うことによる二酸化炭素の排出

量の削減効果を示すこととした。なお、評価は統合化指標 ELP(Environmental Load Point)で行

なった。ELP は LCA 手法の一つで、地球温暖化、酸性雨等の異なるカテゴリーの環境負荷を一つ

の指標で統一的に表現することが可能で、現在は、廃棄物処理技術やライフスタイル等にまで対

象を拡大し評価手法の有効性を実証しており、完成度の高い評価指標である。 

ELP は総合的評価であるが、今回はこの評価手法を用いて、とくになじみのある指標である二

酸化炭素の削減量の部分だけを評価単位として用いた。 

 

評価したメニューについては図 1. 1 に示すとおりである。評価の条件の概要も併せて示す。 

次章以降にはそれぞれのメニューの評価条件を示すとともに、その前提となる基礎数値の導出

条件について記述する。  

 

7

源流水

おつけもの

入浴料

公共交通

ボランティア
参加

寄付

木工細工

木帯

ヒノキ香料

堆肥

山菜・キノコ

無農薬野菜

植林にかかる費用
と植林による二酸
化炭素吸収量の
増加から評価

間伐材を捨ててし
まう場合と、活用し
たときの価格差を
植林にかかる費用
をまかなったとして
評価

間伐材を捨ててし
まう場合と製品を
作る負荷、活用し
たときの価格差を
植林にかかる費用
をまかなったとして
評価

廃棄物として処理
する場合と製品を
作る負荷、活用し
たときの価格差を
植林にかかる費用
をまかなったとして
評価

間伐による産物と
してこれで、植林
にかかる費用をま
かなったとして評
価

流域の水を流域で
消費したときと、
海外や他の地域
の水を飲むときの
エネルギー使用量
を比較

使用される農薬量
を算定し、農薬に
より汚染される水
の量を環境基準か
ら算出する

家族でお風呂を沸
かした場合と、公
共浴場を利用した
場合のエネルギー
使用量で評価

マイカーを利用し
た場合と、公共バ
スを利用した場合
のエネルギー使用
量で評価

 

図 1．1 評価メニューと前提条件概要 

 

それぞれのＬＣＡ評価の前提条件は、我々が入手した基礎情報を元に仮定しているものであり、

今後の社会情勢の変化や、前提条件の考え方によって評価結果が左右されることになる。本研究

では、その導出条件を明確に示すことで前提条件の変化に対応することが可能な評価を提示して

いる。 
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2 間伐による CO2吸収効果の検証 

2．1 文献値でのバイオマス量 

小菅村の源流通貨事業の展開では，環境に配慮した小菅村源流商品の環境負荷評価を行い，将

来的にそれを基に源流通貨のポイントを商品に付加する予定である．今回は，その商品の環境負

荷評価を行った．まず，小菅村にとって不可欠である森林管理，間伐による環境負荷削減効果を

検証する．まず，間伐によるバイオマスの量は，文献 1）のデータ（図 2．1）を基に算出を行った．

この文献 1）よると，地上部バイオマスとは，生きている樹木の幹・枝・葉の乾燥重量であり，生

立木（せいりゅうぼく）とは，現時点で生存している樹木，間伐木とは，間伐によって過去に収

穫された樹木と定義されている．また，文献 1）に記載されている評価条件を以下に示す．これよ

り，間伐を施した方が，バイオマス量が多くなっていることがわかる． 

 

・間伐木は運び出して木材として有効利用するとし，そのあいだ建築物や木製品の中に炭素が貯

えられているので，二酸化炭素を固定し続けるとする． 

・バイオマス内の炭素割合は 50％とする．（バイオマスは主としてセルロース，リグニンからな

り，木によって異なるが，国際的通例は 50％である．） 
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図 2．1 植林から現在までのバイオマス量 

 

2．2 間伐による CO2，ELP 削減量 

式（2．1）と図 2．1 より年平均バイオマス量を算出し，バイオマス内の炭素固定量を 50%とし

て年平均炭素固定量を算出した．年平均バイオマス量と年平均炭素固定量を図．2．2 に示す． 

また，CO2 吸収の固定式（2．1）より，炭素固定量の 44/12 倍の CO2 が吸収されたと仮定し，

年平均 CO2吸収量を算出した．また，CO2吸収量を ELP 換算した年平均 ELP 換算量を算出した．

年平均 CO2吸収量，年平均 ELP 換算量を図 2．3 に示す．間伐によって，年平均 CO2吸収量はス
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ギで 3.96t/ha，ヒノキで 2.61t/ha，また年平均 ELP 削減量はスギで 2.49×103ELP/ha，ヒノキで 1.65

×103ELP/ha 削減していることがわかる． 

 

年平均バイオマス量=植林から現在までのバイオマス量/植林から現在までの年数（2．1） 

CO2（分子量 44）→C（分子量 12）+O2（分子量 32） （2．2） 
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図 2．2 年平均バイオマス量，炭素固定量 
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図 2．3 年平均 CO2吸収量，年平均 ELP 換算量 
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2．3 小菅村での間伐効果 

文献 11）での小菅村のスギ，ヒノキ面積と図 2．3 でのスギ，ヒノキ平均の値から，小菅村での

間伐効果を推定した．文献 2）によると，小菅村のスギ，ヒノキの割合はスギ 35.6 %，ヒノキ 64.4 %，

小菅村のスギ，ヒノキ合計面積は 1883ha である．これより，小菅村での間伐効果を図 2．4 に示

す．結果，CO2 吸収量は年間 5822t，ELP 削減量は年間 3.67×109ELP 削減するとの知見を得た． 

また，小菅村役場の方にヒアリングした結果，小菅村の森林管理コストは間伐材利用に 37 万円

/ha，間伐材切捨に 23 万円/ha かかることがわかった．これより，環境効率を求めた結果，CO2を

1ｔ削減するのに約 12 万円，ELP を１削減するのに 0.19 円のコストがかかることがわかった．さ

らに，小菅村間伐の ELP 削減効果を他の代替行動と比較したものを表 2．1 に示す．間伐を 2000ha

近く実行するのはかなり大変な作業であるものの，同様の ELP 削減効果を家庭生活で得るには，

同表から 2 万人から 5 万人近くの人の協力が必要であるといえる．よって，人口 1000 人の村の環

境負荷削減行動として考えても，森林の間伐は大きな効果があることがわかる． 
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図 2．4 小菅村での推定間伐効果 

 
表 2．1 他の代替行動との比較 

代替行動 
現状

3）4） 

kWh/人/年 

削減量 

kWh/人/年 

ELP 削減効果 

ELP/人/年 
小菅村間伐の効果 

家庭 1世帯の電気量を 6%

削減 
1362 81.3 6.86×104 

代替行動を約 53,500 人する

のと同等 

 

代替行動 
現状

5）
 

t/人/年 

削減量 

kg/人/年 

ELP 削減効果 

ELP/人/年 
小菅村間伐の効果 

家庭 1 世帯の一般廃棄物 0.404 60.6 1.38×105 代替行動を約 26,600 人する
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量を 15%削減 のと同等 

 

代替行動 現状 
削減量

6）
 

L/km 

ELP 削減効果 

ELP/km 
小菅村間伐の効果 

自動車の使用を控えガソ

リンを削減 
－ 0.0637 2.25×103 

代替行動を約 163 万 km す

るのと同等 

 

3 小菅の湯の LCA 評価 

3．1 評価条件とインベントリ 

次に，小菅の湯についての LCA 評価条件とインベントリは図 3．1 のようになる．小菅の湯を

利用した場合と，家庭で入浴した場合に加え，小菅の湯で使用されている灯油，重油の低発熱量

を木質チップで代替した場合のシナリオを想定した．その際，木質チップ用ボイラを使用した場

合のボイラ効率は小菅の湯ボイラと同等とする．また，木質チップはカーボンニュートラルであ

るので，CO2 排出量はゼロカウントとする．ELP 評価方法として，小菅の湯では年間の経営に必

要なインベントリデータから ELP 評価を行い，その値を年間の延べ来場者数で割り１人当たりの

ELP を算出した．家庭では文献 7)より，一般家庭での入浴による１人当たりの ELP を算出した． 

 

3．2 評価結果 

 小菅の湯の LCA 評価結果を図 3．2 に示す．左のグラフは縦軸に１人１回入浴したときの CO2

排出量，横軸に想定した各シナリオをとった．右のグラフは縦軸に１人１回入浴したときの ELP，

横軸に想定した各シナリオをとった．家庭で入浴した場合と比べ，小菅の湯を使用すると CO2排

出量は 2.21kg-CO2/人，ELP は 2.38×104ELP/人ほど増加してしまった．しかし，木質チップに代

替した場合では，家庭で入浴した場合と比べ，CO2排出量は 0.77kg-CO2/人，ELP は 0.28×104ELP/

人の増加となった． 

 

3．3 小菅の湯の電力不考慮での評価結果 

また，小菅の湯の電力は，照明やその他電気機器の使用によるところが大きいと考えられるた

め，考慮せず，湯沸しのみを対象とした場合の LCA 評価結果を図 3．3 に示す．左のグラフは縦

軸に１人１回入浴したときの CO2排出量，横軸に想定した各シナリオをとった．右のグラフは縦

軸に１人１回入浴したときの ELP，横軸に想定した各シナリオをとった．家庭で入浴した場合と

比べ，小菅の湯を使用すると CO2排出量は 0.92kg-CO2/人，ELP は 2.04×104ELP/人ほど増加した．

しかし，木質チップに代替した場合では，家庭で入浴した場合と比べ，CO2排出量は 0.53kg-CO2/

人，ELP は 0.07×104ELP/人ほど減少した． 

 

3．4 小菅の湯シェアによる ELP の検討 

さらに，延べ来場者数が変化しても，年間に使用する電力，灯油，重油，水は変化がないとし，

来場者数増加による環境負荷削減を検討した．そのグラフを図 3．4 に示す．グラフは縦軸に１人

１回入浴したときの ELP，横軸に年間延べ来場者数をとった．まず，小管の湯の年間 ELP は 2.65
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×109ELP/年なので，グラフは式（3．1）を満たす反比例のグラフである．図中に指定した部分を

拡大したものを図 3．5 に示す． 

 この反比例のグラフは x＞0 において正則より，実測値である x=104,000 において式（3．2）の

ように Taylor 展開し，二次項以下を省略すると，f（x）=-0.25x＋5.10×104の解析関数が得られる．

この式より，来場者数 104,000 人付近では来場者数が 1 人増えると ELP は 0.25ELP/人（回）減少

することがわかる． 

 

y=a/X，a= 2.65×109（3．1） 

（実人数）

ｆ（x）はｘ＞0において正則より、
x=x0において、Taylor展開すると、

二次項以下は微少により省略

よって、

これより、
の解析関数が得られた。

104,000x
x
a

f 0 ≡≡(x) 、　

…+)x-x(
!n

)x(f
+…+

)x-x(
!2

)x(f
+)x-x(

!1
)x(f

+)x(f=)x(f

n
0

0
)n(

2
0

0
)2(

0
0

)1(

0

　　　　

)x-x)(x(f+)x(f=)x(f 00
)1(

0

49
0

2-9
0

)1(

-2)1(

10×55.2=104,000÷10×65.2=)x(f
-0.25=104,000×10×65.2-=)x(f

ax-=)x(f

410×10.5+x25.0-=)x(f

（3．2） 

 

3．5 小菅の湯シェアによる CO2の検討 

 同様に，延べ来場者数が変化しても，年間に使用する電力，灯油，重油，水は変化がないとし，

来場者数増加による環境負荷削減を検討した．そのグラフを図 3．6 に示す．グラフは縦軸に１人

１回入浴したときの CO2，横軸に年間延べ来場者数をとった．まず，小管の湯の年間 CO2排出量

は 2.94×105 kg-CO2/年なので，グラフは式（3．3）を満たす反比例のグラフである．図中に指定

した部分を拡大したものを図 3．7 に示す． 

 この反比例のグラフは x＞0 において正則より，実測値である x=104,000 において式（3．4）の

ように Taylor 展開し，二次項以下を省略すると，f（x）=-2.71×10-5x＋5.65 の解析関数が得られる．

この式より，来場者数 104,000 人付近では来場者数が 1 人増えると CO2排出量は 2.71×10-5 kg-CO2/

人（回）減少することがわかる． 

 

y=a/X， a= 2.94×105（3．3） 
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（実人数）

ｆ（x）はｘ＞0において正則より、
x=x0において、Taylor展開すると、

二次項以下は微少により省略

よって、

これより、
の解析関数が得られた。

104,000x
x
a

f 0 ≡≡(x) 、　

…+)x-x(
!n

)x(f
+…+

)x-x(
!2

)x(f
+)x-x(

!1
)x(f

+)x(f=)x(f

n
0

0
)n(

2
0

0
)2(

0
0

)1(

0

　　　　

)x-x)(x(f+)x(f=)x(f 00
)1(

0

82.2=104,000÷10×94.2=)x(f
10×-2.71=104,000×10×94.2-=)x(f

ax-=)x(f

5
0

5-2-5
0

)1(

-2)1(

65.5+x10×-2.71=)x(f -5

（3．4） 

 

入浴（小菅の湯）到着 帰宅

【小菅村】 小菅の湯

：評価範囲 ※到着、帰宅工程は違いがないとし、入浴のみを評価対象とした。

上流域 下流域

入浴（家庭のガス給湯器）到着 帰宅

【家庭】 入浴

比較

延べ来場者数 104,000 人/年

電力 429,045 kWh/年
水 49,391 m3/年
灯油 22,473 L/年

重油 199,100 L/年

電力 1,472 Wh/日/世帯（4人家族）

※製造時は含まないとする

都市ガス 0.84 m3/日/世帯（4人家族）

水 360 L/日/世帯（4人家族）

【ケース】
灯油、重油の低発熱量を木質チップで代替
（木質チップ発熱量1)：4.4kWh/kg-バイオマス）
（ボイラ効率は小菅の湯ボイラと同等とする。）
（木質チップはカーボンニュートラルである。）
木質チップ 515,841 kg-バイオマス/年
木質チップ製造用灯油2) 13,748 L/年

1)（株）トモエテクノHP http://www.tomoe-techno.co.jp/under/biomas/main_b4.html
2)オガ粉製造と同量とする。  

図 3．1 小菅の湯 LCA 評価条件とインベントリ 
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図 3．2 小菅の湯 LCA 評価結果 
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図 3．3 小菅の湯 LCA 評価結果（電力不考慮） 
 



別添資料４ 小菅村源流通貨メニューの環境負荷評価 

 

（別紙４）9 

×105

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

10000 30000 50000 70000 90000 110000 130000 150000

シェアによるELP

実人数

年間延べ来場者数 人/年

E
L
P

E
L
P

 /
人

（
回

）

拡大

 
図 3．4 小菅の湯シェアによる ELP 
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図 3．5 小菅の湯シェアによる ELP（拡大図） 
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図 3．6 小菅の湯シェアによる CO2 
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図 3．7 小菅の湯シェアによる CO2（拡大図） 

 

4 特産品（木工製品）の LCA 評価 

4．1 評価条件とインベントリ 

次に，小菅村の特産品である木工製品について LCA 評価条件とインベントリは図 4．1 のよう

になる．小菅村で木工製品を生産，購入した場合と，木工製品を購入しなかった場合のシナリオ

を想定した．評価条件より，間伐材 1kg あたり 1.83kg の CO2 が吸収されたと仮定し，計算した．

また，間伐，生産は手作業とし，インベントリデータがないとした． 

 

4．2 評価結果 

これより，木工製品の LCA 評価結果を図 4．1 に示す．左のグラフは縦軸に製品 1kg あたりの

CO2 排出量，横軸に想定した各シナリオをとった．右のグラフは縦軸に製品 1kg あたりの ELP，

横軸に想定した各シナリオをとった．小菅村の木工製品を購入すると，CO2 排出量は

1.83kg-CO2/kg-製品，ELP は 1.16×103ELP/kg-製品，削減されることがわかった． 

上流域 下流域

間伐（小菅村） 生産（木工製品） 購入 消費

【小菅村】 木工製品購入

【小菅村】 木工製品購入せず

比較

間伐せず放置（小菅村）

到着

帰宅

到着 帰宅

：評価範囲 ※到着、帰宅工程は製品による違いがないとし、間伐、生産のみを評価対象とした。
※購入、消費工程は環境負荷にならないとした。
※間伐、生産は手作業とし、インベントリデータがないとした。

間伐材 1kg/kg-製品

※生産での木屑は間伐
によるCO2固定効果が
ないとする。

評価条件 バイオマス内の炭素割合50％とCO2吸収の固定式より、
CO2吸収量 0.5×44/12=1.83 【kg-CO2/kg-間伐材】

※ 【固定式】 CO2（分子量44）→C（分子量12）+O2（分子量32）

 
図 4．1 特産品（木工製品）の LCA 評価条件 
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図 4．2 特産品（木工製品）の LCA 評価結果 
 

5 特産品（堆肥，ヒノキオイル）の LCA 評価 

5．1 評価条件とインベントリ 

小菅村の特産品である堆肥，ヒノキオイルについての LCA 評価条件は図 5．1 のようになる．

小菅村で再資源堆肥，ヒノキオイルを生産，購入した場合と，再資源堆肥，ヒノキオイルを生産，

購入しなかった場合のシナリオを想定した．収集，輸送工程は評価対象外とした．また，インベ

ントリは図 5．2 のようになる．下線を引いてあるのが，ヒノキオイルのインベントリデータ，な

いのが堆肥のインベントリデータとなっている． 

 

5．2 評価結果 

これより，堆肥の LCA 評価結果は図 5．3 のようになる．左のグラフは縦軸に再資源堆肥 1 袋

あたりの CO2排出量，横軸に想定した各シナリオをとった．右のグラフは縦軸に再資源堆肥 1 袋

あたりの ELP，横軸に想定した各シナリオをとった．再資源堆肥を購入することで，CO2 排出量

を 33.3kg-CO2/袋，ELP を 2.96×104ELP/袋削減することが可能である． 

また，ヒノキオイルの LCA 評価結果を図 5．4 に示す．左のグラフは縦軸に 5ml の製品 1 個あ

たりの CO2排出量，横軸に想定した各シナリオをとった．右のグラフは縦軸に 5ml の製品 1 個あ

たりの ELP，横軸に想定した各シナリオをとった．ヒノキオイルを購入することで，CO2 排出量

を 6.79kg-CO2/個（5mL），ELP を 0.95×103ELP/個（5mL）削減することができる． 
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上流域 下流域

厨芥類、汚泥排出（小菅村） 堆肥化 購入 消費

【小菅村】 堆肥、ヒノキオイル購入

【小菅村】 堆肥、ヒノキオイル購入せず

収集

焼却処理施設 最終処分場

到着

帰宅

到着 帰宅

オガ粉製造 阻害物資除去

ヒノキオイル抽出

間伐（小菅村）

間伐せず放置（小菅村）厨芥類、汚泥排出（小菅村）

輸送収集

：評価範囲 ※到着、帰宅工程は製品による違いがないとした。
※購入、消費工程は環境負荷にならないとした。 ※収集、輸送工程は評価対象外とした。
※間伐は手作業とし、インベントリデータがないとした。

比較

 
図 5．1 特産品（堆肥，ヒノキオイル）の LCA 評価条件 

 

灯油（堆肥分）
1,038 kg/年

厨芥類、汚泥排出（小菅村） 堆肥化 購入

【小菅村】 堆肥、ヒノキオイル購入

【小菅村】 堆肥、ヒノキオイル購入せず
比較

収集

焼却処理施設 最終処分場

オガ粉製造 阻害物資除去 ヒノキオイル抽出間伐（小菅村）

厨芥類、汚泥排出（小菅村） 輸送収集

：堆肥のインベントリデータ文字

厨芥類、汚泥排出量
61.33 t/年

電力 10,070 kWh/年
LPガス 677 m3/年

ガソリン 643 L/年

堆肥生産量 3875 袋/年
※8kg/袋として

袋素材 209 kg/年
※塩化ビニルとする。

オガ粉投入量 47.5 t/年
エッセンシャルオイル（5mL） 300 個/年

リフレッシュウォーター（30mL）
300 個/年

間伐材 1kg/kg-オガ粉 オガ粉投入量
8.5 t/年

電力 3,357 kWh/年

灯油（阻害除去分）
185 kg/年

軽油 363 kg/年

厨芥類、汚泥排出量 61.33 t/年

文字 ：ヒノキオイルのインベントリデータ  
図 5．2 特産品（堆肥，ヒノキオイル）のインベントリ 
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0.36

 

図 5．3 特産品（堆肥）の LCA 評価結果 
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図 5．4 特産品（ヒノキオイル）の LCA 評価結果 

 

6 特産品（減農薬野菜）の LCA 評価 

6．1 評価条件とインベントリ 

小菅村の特産品である減農薬野菜についての LCA 評価条件とインベントリは図 6．1 のように

なる．小菅村で減農薬野菜を生産，販売した場合と，減農薬野菜を購入せず，一般的な野菜を購
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入した場合のシナリオを想定した．輸送工程等は評価対象外とし，生産工程での農薬による環境

負荷のみを評価対象とした．環境負荷評価は，使用された農薬の成分と重量から，各農薬の環境

基準値を調査し，環境基準値まで薄めるのに必要な水の量を計算して，その水の ELP を農薬の ELP

とした．以下に具体的な生産での農薬の有害性評価の過程を示す． 

・年間で使用された農薬の成分と重量のデータを入手 

・各農薬の環境基準値を調査 

・環境基準値まで薄めるのに必要な水の量を調査 

・水の ELP から農薬の ELP を算出 

 

また，このインベントリデータの収集に用いた，山梨県の農薬成分量と基準値，水必要量を表

6．1，山梨県の農作物収穫量を表 6．2 に示す．これより，農薬成分の品目数は 102，そのうち基

準があったのは 14 品目となった．また，農作物の収穫量の合計は約 27 万 t となっている． 

同様に，小菅村の農薬成分量と基準値，水必要量を表 6．3，小菅村の農作物収穫量を表 6．4

に示す．これより，農薬成分の品目数は 29，そのうち基準があったのは 6 品目となった．また，

農作物の収穫量の合計は約 106t となっている． 

この表 6．1，表 6．3 における水必要量は，基準値のある項目に限り，式（6．1）で算出した．

また，基準値のない品目は水を必要としないと仮定し，評価対象に含めていない．農作物は，普

通作物・飼料作物・工芸農作物，野菜，果実とし，花き，畜産・養蚕は含めていない．この収穫

量の総和を水必要量の総和で割り，収穫量あたりの水必要量を算出する．つまり，実際は作物の

種類により農薬量に違いはあると考えられるものの，ここでは平均値としている．更に，農薬は

農耕地に使用されたもののみを対象としている． 

 

水必要量［m3］＝103×農薬成分量［kg］/基準値［mg/L］ （6．1） 

 
上流域

生産（減農薬野菜） 購入 消費

【小菅村】 減農薬野菜

：評価範囲 ※到着、帰宅工程は製品による違いがないとし、
生産のみを評価対象とした。

※購入、消費工程は環境負荷にならないとした。
※輸送工程は評価対象外とした。

【山梨県】 一般的野菜 比較

生産（一般的野菜） 購入 消費
輸送

到着

帰宅

到着 帰宅

下流域

収穫量 106 t/年

農薬成分量 27.1 kg/年

水 410,183 m3/年

収穫量 270,616 t/年

農薬成分量 188,998 kg/年

水 7,451,704,167 m3/年

 
図 6．1 特産品（減農薬野菜）の LCA 評価条件とインベントリ 
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表 6．1 山梨県の年間農薬成分量と水必要量 

農薬成分名 
農薬成分量 8) 

Kg/年 

基準値 

mg/L 以下 

水必要量 

千 m3/年 

フィプロニル 160  

グルホシネート 850  

イミノクタジン 5000  

ブタミホス 130  

ＥＰＮ 220 0.006 10) 36,667 

ペンディメタリン 110  

モリネート 1200  

ジネブ 2800  

マンネブ 1200  

マンコゼブ（マンゼブ） 12000  

ジクアトジブロミド（ジクワット） 2800  

エクロメゾール 40  

アトラジン 300  

メトラクロール 300  

フルアジナム 160  

ジフェノコナゾール 40  

プレチラクロール 900  

アラクロール 390  

シマジン（CAT） 810 0.003 9) 270,000

イミベンコナゾール 45  

MCP（MCPA） 130  

テニルクロール 7  

フルバリネート 110  

フェンバレレート 100  

 シペルメトリン 36  

チオベンカルブ（ベンチオカーブ） 1600 0.02 9) 80,000

カフェンストロール 990  

プロピザミド 6 0.008 10) 788

フルスルファミド 280  

ベンゾフェナップ 1900  

ジウロン（DCMU） 280  

リニュロン 400  

2,4-D（2,4-PA） 98  

プロパニル（DCPA） 23   
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D-D 5200  

ピラゾレート 190  

ジクロベニル（DBN） 850  

ジチアノン 120  

イソプロチオラン 1200 0.04 10) 30,000

エディフェンホス（EDDP） 190  

チオメトン 25  

エチルチオメトン（ジスルホトン） 570  

プロチオホス 98  

メチダチオン（DMTP） 8300  

マラソン（マラチオン） 3600  

ジメトエート 320   

カルボスルファン 79  

トリクロルホン（DEP）  660  

パラコートジクロリド（パラコート） 1100  

エスプロカルブ 270  

フェントエート（PAP） 1600   

アイオキシニル 28   

ダゾメット 7200   

ピラクロホス 60   

シアノホス（CYAP） 600  

ダイアジノン 4000 0.005 10) 800,000

ピリダフェンチオン 35  

クロルピリホス 4700  

イソキサチオン 370 0.008 10) 46,250

バミドチオン 74  

フェニトロチオン（MEP） 14000 0.003 10) 4,666,667

フェンチオン（MPP） 430  

クロルピリホスメチル 49   

プロフェノホス 40  

イプロベンホス（IBP） 140 0.008 10) 17,500 

クロロタロニル（TPN） 4000 0.05 10) 80,000 

チウラム（チラム） 4800 0.006 9) 800,000

銅水溶性塩(錯塩を除く) 35000  

クロロピクリン 6800  

ケルセン（ジコホル） 580  

トリフルラリン 790  
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シメトリン 370  

オキシン銅 4500 0.04 10) 112,500

クロフェンチジン 240  

ジラム 7500  

ポリカーバメート 2600  

ビテルタノール 180  

ペルメトリン 1000   

ブプロフェジン 2400   

テブフェノジド 60   

ベノミル 470   

シハロホップブチル 230  

フェンピロキシメート 230  

プロパルギット（BPPS） 120  

ピリダベン 100  

テブフェンピラド 190  

プロピネブ 2300  

ブロモメタン（別名臭化メチル） 7800  

酸化フェンブタスズ 1100  

エンドスルファン（ベンゾエピン） 220   

メフェナセット 880  

フェリムゾン 69  

メチル=イソチオシアネート 20  

プロポキスル（PHC） 270  

カルバリル（NAC） 2900  

フェノブカルブ（BPMC） 340 0.03 10) 11,333

カーバム 2000  

キノメチオネート（チノメチオナット） 130  

ジメピペレート 2400  

ピリブチカルブ 840  

クロルフェンビンホス（CVP） 56  

ジクロルボス（DDVP） 4000 0.008 10) 500,000

合計 188,998  7,451,704

 
表 6．2 山梨県の農作物収穫量 

普通作物・飼料作物・工芸農作物 収穫量
2)
 t/年 89,984 

野菜 収穫量
2)
 t /年 57,572 

果実 収穫量
2)
 t /年 123,060 

合計 t/年 270,616 
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表 6．3 小菅村の年間農薬成分量と水必要量 

農薬成分名 
農薬成分量

8) 

Kg/年 

基準値 

mg/L 以下 

水必要量 

千 m3/年 

イミノクタジン 0.38  

ブタミホス 0.11  

マンコゼブ（マンゼブ） 1.70  

アトラジン 0.95  

メトラクロール 0.95   

フェンバレレート 0.19  

フルスルファミド 0.29  

D-D 6.70  

エチルチオメトン（ジスルホトン） 0.13  

メチダチオン（DMTP） 0.11  

マラソン（マラチオン） 0.53  

ジメトエート 0.10  

トリクロルホン（DEP） 0.14  

フェントエート（PAP） 0.23  

ダゾメット 0.68  

ピラクロホス 0.13  

ダイアジノン 1.40 0.005 10) 280

イソキサチオン 0.18 0.008 10) 23

フェニトロチオン（MEP） 0.10 0.003 10) 33

クロロタロニル（TPN） 0.28 0.05 10) 6

銅水溶性塩(錯塩を除く) 0.96  

クロロピクリン 8.80  

トリフルラリン 0.13  

オキシン銅 0.15 0.04 10) 4 

ペルメトリン 0.47  

ブプロフェジン 0.17  

エンドスルファン（ベンゾエピン） 0.24  

カーバム 0.38  

ジクロルボス（DDVP） 0.52 0.008 10) 65

合計 27.10  410
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表 6．4 小菅村の農作物収穫量 
普通作物・飼料作物・工芸農作物 収穫量

2)
 t/年 7  

野菜 収穫量
2)
 t /年 98 

果実 収穫量
2)
 t /年 1 

合計 t/年 106 

 

6．2 評価結果 

これより，減農薬野菜の LCA 評価結果は図 6．2 のようになる．左のグラフは縦軸に野菜 1kg

あたりの CO2排出量，横軸に想定した各シナリオをとった．右のグラフは縦軸に野菜 1kg あたり

の ELP，横軸に想定した各シナリオをとった．一般的野菜を購入した場合に比べ，小菅村の減農

薬野菜を購入すると， CO2 排出量を 18.2kg-CO2/kg-野菜，ELP を 1.15×104ELP /kg-野菜削減する

ことができる． 
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図 6．2 特産品（減農薬野菜）の LCA 評価結果 

 

7 小菅村源流水の LCA 評価 

7．1 評価条件とインベントリ 

小菅村源流水についての LCA 評価条件とインベントリは図 7．1 のようになる．小菅村源流水

を多摩川下流域に販売した場合と六甲のおいしい水を多摩川下流域に販売した場合のシナリオを

想定する．下流域に販売したと仮定した理由は，水は生活において毎日消費するためであり，そ

の際の輸送も評価範囲に含む． 
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モビリティ 2tディーゼル車（軽油）

生産（1.5L）本数 6,700 本/年

生産（小菅の湯） 販売 購入 消費 廃棄

【小菅村】 源流水

：評価範囲 ※水は生活において毎日消費するため、下流域に販売したと仮定し、輸送を含む。
※到着、帰宅工程は製品による違いがないとし、生産、輸送のみを評価対象とした。
※購入、消費工程は環境負荷にならないとした。

上流域 下流域（川崎駅を想定）

輸送

生産（ハウス食品神戸工場）

【ハウス食品】 六甲のおいしい水
比較

生産（500mL）本数 12,000 本/年

PET 847 kg/年
電力 8,324 kWh/年

灯油 4,880 L/年

販売 購入 消費 廃棄輸送

1本あたりのPET、電力、灯油は
源流水と同量と仮定

モビリティ 2tディーゼル車（軽油）
走行距離（片道） 101.8 km

燃費 5 km/L ※排ガスは含まず

走行距離（片道） 576.7 km

燃費 5 km/L ※排ガスは含まず

 
図 7．1 小菅村源流水の LCA 評価条件とインベントリ 

 

7．2 評価結果 

これより，小菅村源流水の LCA 評価結果を図 7．2 に示す．左のグラフは縦軸に 500ml ボトル

1 本あたりの CO2排出量，横軸に想定した各シナリオをとった．右のグラフは縦軸に 500ml ボト

ル 1 本あたりの ELP，横軸に想定した各シナリオをとった．六甲のおいしい水を購入した場合に

比べ，源流水を購入すると CO2排出量を 0.01kg-CO2 /本（500mL），ELP を 0.20×103ELP/本（500mL）

削減することができる． 

 

0.0

0.1

0.2

0.3
PET 電力 灯油 軽油

現状
【ハウス食品】

六甲のおいしい水
購入

C
O

2
排

出
量

kg
-

C
O

2
/本

（
5
0
0m

L
）

(a) CO2排出量

×103

代替行動
【小管村】
源流水
購入

0.19

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0
PET 電力 灯油 軽油

E
L
P

E
L
P
 /

本
（
50

0
m

L
）

(b) ELP

0.01
減少

現状
【ハウス食品】

六甲のおいしい水
購入

代替行動
【小管村】
源流水
購入

2.74

0.20
減少

2.54
0.18

 

図 7．2 小菅村源流水の LCA 評価結果 
 



別添資料４ 小菅村源流通貨メニューの環境負荷評価 

 

（別紙４）21 

8 公共交通の LCA 評価 

8．1 評価条件とインベントリ 

最後に，公共交通についての LCA 評価条件とインベントリは図 8．1 のようになる．小菅村の

行き帰りに公共交通を利用した場合と自動車を使用した場合のシナリオを想定した． 

 

モビリティ
JR線（ガソリン代替）

出発及び帰宅
（川崎駅及び八王子駅）

：評価範囲

上流域

【自動車】
比較

下流域

乗継
（奥多摩駅）

乗継
（金風呂[小菅村東方]）

【公共交通】

到着（小菅の湯経由
橋立上[小菅村西方]）

走行距離
（川崎駅から片道） 72.7 km

燃費 147 km/L/人
※排ガスは含まず

モビリティ
西東京バス（軽油）
走行距離（片道）
15.6 km
燃費 2.90 km/L
平均乗車人数 2.7人
※排ガスは含まず

走行距離
（八王子駅から片道） 47.1 km

走行距離（片道）
6.7 km
燃費 2.90 km/L
平均乗車人数 2.7人
※排ガスは含まず

モビリティ
村営バス（軽油）

出発及び帰宅
（川崎駅及び八王子駅）

到着（小菅の湯経由
橋立上[小菅村西方]）

モビリティ 自動車（ガソリン）

走行距離（川崎駅から片道） 118.5 km

燃費 12.8 km/L ※排ガス、製造時は含まず

走行距離（八王子駅から片道） 63.2 km

平均乗車人数（家族連れとして） 4人

 

図 8．1 公共交通の LCA 評価条件とインベントリ 
 

8．2 評価結果 

これより，公共交通の LCA 評価結果を図 8．2 に示す．左のグラフは縦軸に 1 人 1 往復あたり

のCO2排出量，横軸に想定した各シナリオをとった．右のグラフは縦軸に 1人 1往復あたりのELP，

横軸に想定した各シナリオをとった．自動車を利用した場合に比べ公共交通を利用すると，川崎

駅発では CO2排出量を 7.6kg-CO2 /人（往復），ELP を 0.81×105ELP /人（往復） ，八王子駅発で

は CO2排出量を 2.9kg-CO2 /人（往復） ，ELP を 0.17×105ELP /人（往復）削減することができる． 
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図 8．2 公共交通の LCA 評価結果 
 

9 小菅村源流通貨事業の LCA 評価結果のまとめ 

各評価におけるバウンダリは表 9．1 のようになっている．これより，小菅村源流通貨事業の

LCA 評価結果のまとめを表 9．2 に示す．結果，再資源堆肥，公共交通など廃棄物，間伐材，モ

ビリティに関するものは大きな効果が得られることがわかった．よって，これらに環境通貨の価

値を設定することが有効であると考えられる． 

 
表 9．1 小菅村源流通貨事業の LCA 評価のバウンダリ 

評価項目 製造時 使用時 廃棄時 備考 

小菅の湯 △ △ × 
ボイラの製造，廃棄は含まず．使用時の排ガスはデ

ータがないので含まず． 

源流水 ○ － × 
製造時は輸送も含める．PET の廃棄は含まず．使用

時は環境負荷がかからないとした． 

再資源堆肥・ 

ヒノキオイル 
○ － － 

使用時，廃棄時は環境負荷がかからないとした． 

木工製品 ○ － × 
木工製品の廃棄は含まず．使用時は環境負荷がかか

らないとした． 

減農薬野菜 △ － × 
製造時は農薬の有害性のみ評価．厨芥類の廃棄は含

まず．使用時は環境負荷がかからないとした． 

公共交通 △ △ × 
モビリティの製造，廃棄は含まず．使用時の排ガス

は含まず． 
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表 9．2 小菅村源流通貨事業の LCA 評価結果のまとめ 

現状 代替行動 削減量 現状 代替行動 削減量 
製品名 対象 

kg-CO2 ELP ×104 

小菅の湯 
1 回 

(1 人) 
0.61 2.82 -2.21 0.17 2.55 -2.38

木工製品（1kg） 1 個 0 -1.83 1.83 0 -0.12 0.12

再資源堆肥(8kg) 12.78 -20.54 33.32 3.32 0.36 2.96

再資源堆肥(16kg) 
1 袋 

25.57 -41.08 66.65 6.65 0.73 5.92

エッセンシャルオイル

（5mL） 
0 -6.79 6.79 0 -0.09 0.09

リフレッシュ 

ウォーター（30mL） 

1 本 

0 -40.74 40.74 0 -0.57 0.57

減農薬野菜（1kg） 1 個 21.20 2.98 18.22 1.34 0.19 1.15

源流水（500mL） 0.19 0.18 0.01 0.27 0.25 0.02

源流水（1.5L） 
1 本 

0.56 0.54 0.02 0.82 0.76 0.06

公共交通 

（川崎駅発） 
12.01 4.37 7.63 16.31 8.22 8.09

公共交通 

（八王子駅発） 

往復 

1 回 

(1 人) 6.40 3.47 2.93 8.70 7.00 1.70

 

10 結論 

10．1 小管村源流商品の LCA 評価 

・小菅村にとって不可欠である森林管理，間伐による環境負荷削減効果を検証した． 

・源流商品もしくはサービスである，小菅の湯，木工製品，再資源堆肥，ヒノキオイル，減農薬

野菜，小菅村源流水，公共交通の環境負荷評価を行った． 

・各評価におけるバウンダリを示し，小菅村源流通貨事業の LCA 評価結果をまとめた． 

①再資源堆肥，公共交通など廃棄物，間伐材，モビリティに関するものは大きな効果が得られる

ことがわかった．よって，これらに環境通貨の価値を設定することが有効であると考えられる． 
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別添資料５ 源流通貨利用アンケート詳細 

 

  源流通貨利用に際して行ったアンケートの結果を全て掲載する。概略は本文で述べたが、特

徴的な項目については個別のコメントを加えている。 

 

 

 

 

旅行目的と交通手段の相関を見ると、目的による交通手段の違いに特徴があることがわかる。

観光目的での来訪者が圧倒的に自家用車であることに対して、自然体験や環境教育が目的の人は

公共交通機関の割合が高い、環境教育のその他の回答は、チャーターバスによるツアー形態をと

っているものと考えられる。 

自家用車に比べ、公共交通機関やチャーターバスのような形態での移動は、環境負荷も低いと

いえるので、観光目的の来訪者より自然体験、環境教育目的の来訪者の方が、より高い環境に対

する意識を持っているともいえる。 

小菅村が環境教育などで自家用車以外の来訪を企画することは、環境負荷の削減につながる対

策である。また、その際に公共交通機関やチャーターバスの利用にポイントを発行することは、

事業としての整合性がとれているといえる。 
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また、このことはグループ種別と交通手段の結果からも裏付けられるように、一人旅、家族（平

均世帯人数 2．3 人）からしても、環境教育などの団体募集は来訪者誘致の時にも効果的であると

いえる。 

 

過去一年の来訪回数と利用枚数の相関
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来訪回数と利用枚数の相関を見て、来訪回数が少ない人ほど通貨の使い切りが見られるかどう

かを見ようとしたが、相関関係は見えなかった。 
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源流通貨のサービス内容満足度と利用枚数の相関
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（枚）

 
通貨のサービス内容に対する満足度と使用枚数の関係は、当然のように利用枚数の多いほど満

足度は高いという結果が見られた。 

 

小菅村原産の商品で自然の恵みを体感できたかどうかと
利用枚数の相関
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体感出来なかった わからない 体感出来た  

サービス内容の魅力と同じ傾向が見られる質問として、小菅村原産商品での自然の恵みの体感

度を聞いたが、サービス内容よりも体感できたという答えの方が、割合として大きく現れた。通
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貨の使える商品として、小菅村原産であることを条件付けたため、結果としておみやげ等の商品

に「小菅村原産」の表示がつき、他の地域の商品との差別化が図られた。これは一つの源流通貨

の持つ情報性の効能ととらえることができる。 

源流通貨使用商品は環境配慮を体感出来たかと
利用枚数の相関

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

体感出来なかった わからない 体感出来た
 

一方、環境配慮を体感できたかについての反応は今ひとつであり、ＣＯ2 削減効果を表示した

ものの、省エネや省資源と違い、単純に環境負荷削減を直感しにくい地産地消や森林の効果とい

ったものは直感的に負荷が判断しにくく、詳しい情報の公開が不足していたものと考えられる。 
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一人あたりの消費支出量と利用枚数の相関
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経済効果を判断するために、一人あたりのおみやげなどに消費した金額との相関を見ると、確

かに 2～9 枚までは消費支出量と通貨利用枚数の間に相関が見られる。しかし、1 枚、10 枚につい

てはこの傾向が見られない。1枚の利用者は源流通貨に関係なく消費行動をしたことが考えられ、

10枚については源流通貨を交換率の良い商品に使うことで反って消費が伸びなかったものと思わ

れる。 
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源流通貨によるサービス・商品の購入促進と
利用枚数の相関
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この傾向は、消費支出量より感覚的な購入促進効果に比較的きれいな相関となって現れる。 

 

通信販売を利用したいかどうかと使用枚数の相関
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これらの商品を通信販売で利用したいかという質問に対しては、枚数による強い相関は見られ

なかったものの、全体で４０％の人は通信販売を利用したいと答えており、こうした商品の通信
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販売とともに源流通貨を運営することも検討の対象として充分に有効である 

 

源流通貨１０００タマに対するボランティア時間と
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特典プログラムの中で特にまんじゅう、農産物に人気が集中した。これらの商品は源流通貨の
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交換率が高かったことがあげられる。一方、寄付に対する需要が１５％と高かったことも特筆す

べきことである。 
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（～～～～～～～2、寄付～～～～～～～～～） 

 

過去一年の来訪回数と寄付枚数の相関
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流通通貨のサービス内容満足度と寄付枚数の相関
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源流通貨使用商品は環境配慮を体感出来たかと
寄付枚数の相関
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